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～
は
じ
め
に
～

今
、
何
故
、
Ｅ
Ｕ
の
共
通
漁
業
政
策
を
語
る
必
要
が
あ
る
の
か
？

　

現
在
、
欧
州
連
合
（E

uropean U
nion : 

Ｅ
Ｕ
）
は
二
七
ヶ
国
を
構
成
、
人
口
は
五
億
人
を
超
え
、

Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
世
界
の
約
三
割
、
貿
易
額
は
世
界
の
四
割
近
く
を
占
め
米
国
を
凌
ぐ
規
模
で
あ
る
。
多
極

水
産
庁
漁
政
部
加
工
流
通
課大

橋

貴

則

課
長
補
佐

新
た
な
社
会
へ
向
け
た
Ｅ
Ｕ
の
共
通
漁
業

政
策～

欧
州
の
漁
業
：
昨
日
、
今
日
、
明
日
～

「
水
産
振
興
」
発
刊
の
趣
旨

　

日
本
漁
業
は
、
沿
岸
、
沖
合
、
そ
し
て
遠

洋
の
漁
業
と
い
わ
れ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
調
和
の
と
れ
た
振
興
が
あ
る
こ

と
を
期
待
し
て
お
る
の
で
、
そ
の
為
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
分
析
、
乃
至
振
興
施
策

の
必
要
性
を
、
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。
坊

間
に
は
、
あ
ま
り
に
も
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す

る
、
い
わ
ゆ
る
利
益
代
表
的
見
解
が
横
行
し

す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
、
わ
が
国
民
経
済
の
な
か
に
お
け
る
日
本

漁
業
を
、
近
代
産
業
と
し
て
、
よ
り
発
展
振

興
さ
せ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
信
ず

る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
水
産
業
の

個
別
的
分
析
の
徹
底
に
つ
と
め
る
と
と
も
に

そ
の
総
合
的
視
点
か
ら
の
研
究
、
さ
ら
に
、

世
界
経
済
と
と
も
に
発
展
振
興
す
る
方
策
の

樹
立
に
一
層
精
進
を
加
え
る
こ
と
を
考
え
た

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
様
な
努
力
目
標
に
む
か
っ
て
わ
れ
わ

れ
の
調
査
研
究
事
業
を
発
足
さ
せ
た
次
第
で

冊
子
の
生
れ
た
処
以
、
ま
た
こ
れ
へ
の
奉
仕

の
、
さ
さ
や
か
な
表
わ
れ
で
あ
る
。

　

昭
和
四
十
二
年
七
月

財
団
法
人　

東
京
水
産
振
興
会

（
題
字
は
井
野
碩
哉
元
会
長
）
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時
事
余
聞　

編
集
後
記

大お
お

橋は
し

貴た
か

則の
り

略
歴

▽
一
九
八
五
年
水
産
庁
入
庁
。

二
〇
〇
二
年
ま
で
日
米
、
日
加
、

日
露
な
ど
の
二
国
間
、
鯨
や
マ

グ
ロ
な
ど
の
多
国
間
及
び
国
連

食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
の

各
種
国
際
交
渉
担
当
。
そ
の
後
、

漁
村
振
興
、
日
本
周
辺
水
域
の

漁
業
管
理
、
水
産
の
動
向
分
析
・

白
書
の
担
当
を
経
て
、
現
在
、

水
産
加
工
及
び
水
産
物
の
国
際

規
格
担
当
。
在
伊
日
本
大
使
館

一
等
書
記
官
兼
Ｆ
Ａ
Ｏ
常
駐
代

表
代
理
。
東
京
大
学
農
学
部
卒
。

コ
ー
ネ
ル
大
学
大
学
院
修
士（
行

政
学
）。
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漁
業
管
理
に
関
す
る
世
界
的
な
問
題

や
国
際
規
範
作
り
の
き
っ
か
け
に
Ｅ

Ｕ
が
絡
む
こ
と
は
多
い

Ｅ
Ｕ
統
合
化
の
中
で
形
成
さ
れ
た
漁

業
制
度
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
充

て
る

て
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
乱
獲
問
題
に
対
す
る
取
組
み
は
適
切
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
欧
州
委
員
会
の
発
議
の
下
で
政
策
形
成
が
始
ま
る
。
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
は
行
政
的
な

欧
州
委
員
会
、
加
盟
国
の
意
見
を
反
映
す
る
漁
業
閣
僚
理
事
会
、
そ
し
て
欧
州
市
民
を
代
表
す
る
欧

州
議
会
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
こ
れ
ら
ア
ク
タ
ー
間
の
相
克
の
結
果
で
あ
る
。
欧
州
委
員
会
は
絶
え
ず

問
題
意
識
や
危
機
感
を
募
ら
せ
、
よ
り
良
い
漁
業
を
目
指
し
て
い
る
が
、
目
指
す
理
念
が
達
成
・
実

現
さ
れ
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
何
故
そ
う
な
る
の
か
？
ま
た
二
〇
一
三
年
か
ら
新
た
に
始
ま
る

Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
向
け
現
在
準
備
中
の
欧
州
委
員
会
は
、
過
去
の
政
策
上
の
難
題
や
障
害
を
ど
の
よ
う
に
克

服
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

一
方
で
欧
州
は
新
た
な
社
会
の
実
現
の
た
め
に
国
家
を
超
え
た
統
合
の
実
験
を
試
み
て
い
る
。
そ

う
し
た
欧
州
統
合
化
政
策
の
中
で
、
Ｅ
Ｕ
の
漁
業
や
漁
業
政
策
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
ま
た
認
識

さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

混
沌
と
し
て
い
る
世
界
情
勢
の
中
、
世
界
の
動
向
に
大
き
く
関
わ
る

Ｅ
Ｕ
、
と
り
わ
け
漁
業
の
動
き
を
押
さ
え
る
こ
と
で
、
将
来
の
漁
業
の
動
き
や
社
会
と
の
関
係
に
つ

い
て
何
か
示
唆
が
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
下
、
本
稿
の
目
的
は
Ｅ
Ｕ
統
合
化
の
歩
み
の
中
で
形
成
さ
れ
た
漁
業
制
度

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
現
実
の
漁
業
管
理
に
対
し
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、
欧
州
委
員
会
の
取

組
み
に
焦
点
を
充
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
更
に
こ
の
分
析
を
通
じ
Ｅ
Ｕ
統
合
化
に
お
け
る

Ｃ
Ｆ
Ｐ
が
持
つ
意
味
、
言
い
換
え
れ
ば
、
海
や
魚
に
関
わ
る
営
み
や
地
域
と
欧
州
社
会
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

化
す
る
世
界
の
中
で
Ｅ
Ｕ
の
存
在
は
大
き
い
。

　

漁
業
の
分
野
で
も
Ｅ
Ｕ
の
存
在
は
大
き
い
。
海
面
漁
業
生
産
量
（
二
〇
〇
七
年
）
で
は
、
Ｅ
Ｕ
は

中
国
（
一
，
四
六
六
万
㌧
）、
ペ
ル
ー
（
七
二
一
万
㌧
）
に
続
く
世
界
第
三
位
（
五
一
四
万
㌧
）
だ
。

国
際
漁
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
Ｅ
Ｕ
の
行
動
は
注
目
さ
れ
る
。
欧
州
周
辺
は
乱
獲
の
割
合
が
高
い
水
域

と
引
用
さ
れ
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
の
漁
業
補
助
金
問
題
の
発
端
も
Ｅ
Ｕ
に
よ
る
漁
船
建
造
補
助
金
だ
。
公

海
上
の
第
三
国
に
よ
る
臨
検
を
認
め
る
国
連
公
海
漁
業
協
定
に
つ
い
て
も
カ
ナ
ダ
大
西
洋
岸
二
〇
〇

海
里
水
域
内
外
で
の
欧
州
漁
船
に
よ
る
違
法
操
業
が
き
っ
か
け
だ
。
最
近
で
は
地
中
海
で
の
ク
ロ
マ

グ
ロ
資
源
の
減
少
に
端
を
発
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
（
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
）
の
ク
ロ
マ
グ
ロ
付
属
書
掲
載

の
動
き
に
も
Ｅ
Ｕ
は
関
与
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
漁
業
管
理
に
関
す
る
世
界
的
な
問
題
や
国
際
規

範
作
り
の
き
っ
か
け
に
Ｅ
Ｕ
が
絡
む
こ
と
は
多
い
。

　

Ｅ
Ｕ
の
漁
業
管
理
の
歴
史
は
乱
獲
と
の
戦
い
の
歴
史
で
も
あ
る
。
一
九
八
三
年
よ
り
始
ま
っ
た
共

通
漁
業
政
策
（C

om
m

on F
isheries P

olicy : 

Ｃ
Ｆ
Ｐ
）
の
下
で
利
用
可
能
な
水
産
資
源
に
対
し

過
剰
な
漁
船
／
漁
獲
能
力
を
い
か
に
適
正
レ
ベ
ル
ま
で
削
減
し
て
い
く
か
。
二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ

改
革
を
挟
み
、
漁
船
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
資
源
回
復
計
画
の
導
入
、
漁
船
建
造
補
助
金
の
禁
止
な
ど
様
々

な
取
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
資
源
状
況
の
悪
化
は
止
ま
る
こ
と
な
く
、最
新
の
報
告（C

O
M

（2011

）298final

）
で
は
主
要
漁
獲
対
象
九
五
種
の
う
ち
持
続
可
能
レ
ベ
ル
は
僅
か
一
五
種
、
乱
獲

レ
ベ
ル
は
一
九
種
（
う
ち
禁
漁
レ
ベ
ル
は
一
一
種
）、
残
り
六
一
種
は
信
頼
す
べ
き
デ
ー
タ
不
足
の

た
め
評
価
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
地
中
海
の
漁
業
資
源
の
八
二
％
は
乱
獲
状
態
と
い
う
。
果
た
し
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本
稿
の
構
成
内
容
第
Ⅰ
章
か
ら
第
Ⅴ

章
ま
で

中
世
の
時
代
、
漁
業
は
欧
州
社
会
を

支
え
た

　

本
稿
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
先
ず
第
Ⅰ
章
で
Ｅ
Ｕ
漁
業
の
意
義
や
動
向
及
び
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
つ

い
て
概
観
す
る
。
そ
の
上
で
、
漁
業
と
い
う
特
定
分
野
と
Ｅ
Ｕ
統
合
化
と
の
関
係
を
整
理
す
る
た
め

第
Ⅱ
章
で
は
Ｅ
Ｕ
統
合
化
の
中
で
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
展
開
及
び
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
形
成
過
程
を
振
り
返
る
。
社
会

は
様
々
な
客
体
・
分
野
・
問
題
領
域
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
々
の
存
立
に
そ
れ
ら
客
体
等
は
相
互

に
影
響
・
関
連
し
合
う
。
漁
業
も
そ
の
一
分
野
・
領
域
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
漁
業
の
場
合
、
そ
の

存
立
の
大
前
提
と
し
て
水
産
資
源
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
故
水
産
資
源
の
保
存
管
理
は
何
に

も
ま
し
て
重
要
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
水
産
資
源
の
保
存
管
理
に
関
し
、
Ｅ
Ｕ
で
は
ど
の
よ
う

な
取
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？
ま
た
効
果
は
あ
っ
た
の
か
？
そ
こ
で
第
Ⅲ
章
で
は
一
九

八
三
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
開
始
以
来
の
大
改
革
と
な
っ
た
二
〇
〇
二
年
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
お
け
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
（T

otal 

A
llow

able C
atch:

許
容
可
能
漁
獲
量
）
を
中
心
と
し
た
資
源
の
保
存
政
策
の
検
証
を
試
み
る
。
続

く
第
Ⅳ
章
で
は
漁
船
建
造
な
ど
漁
獲
能
力
の
増
大
か
ら
漁
船
ス
ク
ラ
ッ
プ
な
ど
過
剰
漁
獲
能
力
の
削

減
へ
と
転
換
し
た
構
造
政
策
の
検
証
を
試
み
る
。
と
こ
ろ
で
Ｅ
Ｕ
統
合
化
の
更
な
る
進
展
や
漁
業
を

巡
る
情
勢
変
化
で
Ｅ
Ｕ
の
漁
業
政
策
も
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
わ
ら
ず
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
第
Ⅴ
章
で
は
将
来
の
Ｅ
Ｕ
漁
業
の
展
開
方
向
を
探
る
。

第
Ⅰ
章
：
欧
州
の
漁
業
：
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
は
？

　

最
近
は
日
本
で
も
漁
業
に
対
す
る
関
心
や
認
識
は
低
下
し
て
き
て
い
る
。
諸
外
国
の
漁
業
に
つ
い

て
は
も
っ
と
そ
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
先
ず
欧
州
に
お
け
る
漁
業
の
意
義
を
考
え
る
た
め

に
歴
史
的
な
役
割
や
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
る
。
次
に
漁
業
分
野
に
特
化
し
Ｅ
Ｕ
漁
業
の

概
要
や
動
向
を
整
理
し
た
上
で
、
Ｅ
Ｕ
漁
業
を
支
え
る
共
通
漁
業
政
策
の
特
徴
的
な
事
項
を
明
ら
か

に
す
る
。一

．
欧
州
に
お
け
る
漁
業
の
意
義

（
１
）
漁
業
が
支
え
た
社
会

　

欧
州
は
高
緯
度
に
も
関
わ
ら
ず
、
メ
キ
シ
コ
湾
暖
流
の
お
陰
で
沿
岸
域
の
気
温
の
年
較
差
は
小
さ

く
沿
岸
域
を
中
心
に
都
市
が
発
達
し
て
い
た
。
ま
た
世
界
の
三
大
漁
場
の
ひ
と
つ
で
あ
る
北
海
は
古

く
か
ら
漁
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
中
世
の
時
代
、
漁
業
は
欧
州
社
会
を
支
え
た
。
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン

マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
ニ
シ
ン
や
タ
ラ
漁
業
は
課
税
の
対
象
で
国
家
財
政
に
と
っ
て
重
要
な

産
業
と
な
っ
た
。
北
海
・
バ
ル
ト
海
で
独
占
的
な
地
位
を
築
い
た
ハ
ン
ザ
同
盟
に
と
っ
て
も
漁
業
は

重
要
で
、
ニ
シ
ン
や
タ
ラ
の
買
い
付
け
に
商
船
隊
を
派
遣
し
て
い
た
。
ハ
ン
ザ
同
盟
の
商
館
は
広
く
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地
中
海
を
中
心
と
し
た
南
欧
で
は
多

種
多
様
な
漁
業
が
古
く
か
ら
営
ま
れ

て
き
た

北
欧
か
ら
地
中
海
ま
で
置
か
れ
、
薫
製
ニ
シ
ン
や
干
し
ダ
ラ
は
国
際
的
な
貿
易
商
品
と
し
て
欧
州
各

地
で
取
引
さ
れ
た
。
冷
凍
技
術
の
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
、
ニ
シ
ン
に
比
べ
油
の
少
な
い
タ
ラ

は
干
ダ
ラ
に
加
工
さ
れ
、
重
要
な
タ
ン
パ
ク
源
と
し
て
長
期
航
海
の
保
存
食
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。

又
、
タ
ラ
の
肝
油
は
北
欧
で
は
“
北
欧
の
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
”
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
栄
養
豊
富
な
食
材

と
し
て
利
用
さ
れ
た
他
、
ラ
ン
プ
用
、
な
め
し
革
や
産
業
機
械
の
潤
滑
油
な
ど
多
様
に
利
用
さ
れ
て

い
た
。

　

地
中
海
を
中
心
と
し
た
南
欧
で
は
多
種
多
様
な
漁
業
が
古
く
か
ら
営
ま
れ
て
き
た
。
地
中
海
で
は

遥
か
九
千
年
も
前
か
ら
ク
ロ
マ
グ
ロ
漁
が
行
わ
れ
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
や
ロ
ー
マ
人
に
よ
る
手
釣
り
や

地
曳
き
網
な
ど
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
伝
統
は
現
代
で
も
イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
の
マ
グ
ロ
定
置

漁
、
フ
ラ
ン
ス
の
ま
き
網
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
地
中
海
に
お
い
て
は
ク
ロ
マ

グ
ロ
を
食
す
る
文
化
・
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
今
で
も
ク
ロ
マ

グ
ロ
は
塩
、
レ
モ
ン
、
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
に
漬
け
、
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
と
し
て
食
さ
れ
る
。
マ
グ
ロ
の

ボ
ッ
タ
ル
ガ
（
卵
巣
を
塩
漬
け
し
た
も
の
）
は
シ
チ
リ
ア
で
は
何
百
年
も
続
く
郷
土
食
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
食
を
提
供
す
る
漁
業
の
役
割
に
加
え
、
交
通
手
段
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
、
漁

業
は
海
を
通
じ
て
他
国
と
の
交
流
を
深
め
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
を

発
見
す
る
一
四
九
二
年
よ
り
も
前
に
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ス
ク
地
方
な
ど
欧
州
の
漁
民
が
タ
ラ
を
求
め
東

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
海
流
に
乗
っ
て
現
在
の
ニ
ュ
ー
フ
ァ
ン
ド
ラ
ン
ド
や
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
な
ど

北
米
沖
の
漁
場
ま
で
出
か
け
、
北
米
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。（
図
表
１
―
１
）

図表１－１：欧州の国々と海

出典：Google マップを基に作成。
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欧
州
社
会
を
支
え
た
産
業
を
考
え
る

場
合
、
捕
鯨
に
つ
い
て
触
れ
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い

漁
業
、
養
殖
業
は
沿
岸
域
に
と
っ
て

重
要
な
雇
用
手
段

　

と
こ
ろ
で
欧
州
社
会
を
支
え
た
産
業
を
考
え
る
場
合
、
捕
鯨
に
つ
い
て
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
一
一
世
紀
に
バ
ス
ク
地
方
に
起
源
を
持
つ
と
言
わ
れ
る
捕
鯨
は
鯨
油
採
取
を
主
た
る
目
的
と

し
て
い
た
。
そ
の
後
、
バ
ス
ク
捕
鯨
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
始
め
、
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、
デ
ン

マ
ー
ク
等
欧
州
各
国
へ
と
急
速
に
広
ま
り
、
一
七
世
紀
に
は
北
極
圏
の
ス
ピ
ッ
ツ
ベ
ル
ゲ
ン
島
に
各

国
の
捕
鯨
基
地
が
置
か
れ
た
。
欧
州
の
工
業
的
捕
鯨
は
大
西
洋
の
鯨
類
資
源
を
次
々
に
枯
渇
さ
せ
、

二
〇
世
紀
前
半
に
は
新
た
な
鯨
類
資
源
を
求
め
南
氷
洋
ま
で
進
出
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
鯨
油

の
代
替
と
な
る
石
油
の
利
便
性
と
鯨
類
資
源
の
枯
渇
の
進
行
、
更
に
は
環
境
保
護
意
識
の
高
ま
り
も

あ
り
一
九
七
〇
年
代
に
は
欧
州
捕
鯨
は
終
焉
を
迎
え
た
。
こ
う
し
た
欧
州
の
捕
鯨
の
歴
史
は
現
象
面

だ
け
を
追
え
ば
、
あ
た
か
も
現
代
の
漁
業
が
辿
っ
て
き
た
歴
史
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
と
筆
者
は
感

ず
る
が
、
読
者
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？

（
２
）
現
代
の
欧
州
社
会
に
お
け
る
漁
業
の
位
置
づ
け

　

Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
漁
業
・
養
殖
業
は
沿
岸
域
に
と
っ
て
重
要
な
雇
用
手
段
で
あ
る
。
海
面
漁
業
で
は

約
一
四
万
人
、
水
産
加
工
・
流
通
ま
で
含
め
る
と
雇
用
人
口
は
四
〇
万
人
を
超
え
る
（
う
ち
女
性
は

約
二
〇
％
）。
確
か
に
漁
業
分
野
の
Ｅ
Ｕ
経
済
全
体
に
占
め
る
割
合
は
〇
・
一
％
と
小
さ
い
が
、
地

域
Ｇ
Ｄ
Ｐ
レ
ベ
ル
で
見
る
と
二
％
を
超
え
る
地
域
も
少
な
く
な
い
。
ハ
イ
ラ
ン
ド
（
英
国
）、
ガ
リ

シ
ア
（
ス
ペ
イ
ン
）、
イ
オ
ニ
ア
や
ニ
シ
ア
（
ギ
リ
シ
ャ
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
漁
業

は
漁
場
ア
ク
セ
ス
が
容
易
な
場
所
に
立
地
す
る
資
源
立
地
型
の
産
業
で
あ
る
。
こ
う
し
た
漁
村
は
条

件
不
利
地
域
に
位
置
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
ガ
リ
シ
ア
地
方
で
は
就
労
人
口
の
一
二
％
～
三
〇
％
、

ハ
イ
ラ
ン
ド
で
は
一
二
・
五
％
を
漁
業
者
が
占
め
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
漁
業
無
く
し
て
は
地
域

が
存
立
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

漁
業
は
造
船
、
漁
網
、
加
工
流
通
な
ど
関
連
産
業
へ
の
波
及
効
果
も
大
き
い
こ
と
も
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
英
国
の
場
合
、
漁
業
及
び
水
産
加
工
業
が
全
く
無
く
な
っ
た
場
合
、
約
一
三
万
八

千
人
の
雇
用
が
消
失
し
、
英
国
全
体
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
〇
・
四
八
％
下
げ
る
と
の
報
告
も
あ
る
（S

eafish 

（2008

））。

　

農
地
は
内
陸
を
中
心
に
か
な
り
の
面
積
を
占
め
、
Ｅ
Ｕ
に
よ
れ
ば
農
村
地
域
も
含
め
る
と
欧
州
人

口
の
約
六
〇
％
は
こ
う
し
た
地
域
で
居
住
し
て
い
る
と
い
う
。
一
方
で
漁
業
が
行
わ
れ
て
い
る
沿
岸

域
は
面
的
に
は
陸
地
の
局
所
的
な
存
在
で
し
か
な
い
が
、
漁
業
の
活
動
域
を
漁
場
ま
で
含
め
て
考
え

て
み
る
と
、
そ
れ
は
農
業
の
活
動
域
よ
り
も
遥
か
に
広
い
。
そ
れ
故
、
国
土
保
全
と
い
う
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
漁
業
及
び
そ
の
基
盤
基
地
で
あ
る
沿
岸
域
は
安
全
保
障
上
極
め
て
重
要
な
地
域
と
考
え
ら

れ
る
。

２
．
Ｅ
Ｕ
の
漁
業
の
動
向
及
び
特
徴

（
１
）
海
面
漁
業

　

中
東
欧
諸
国
の
加
盟
（
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
Ｅ
Ｕ
の
漁
業
生
産
量
は
全
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Ｅ
Ｕ
の
漁
業
生
産
量
は
全
体
的
に
減

少
傾
向
、
特
に
底
魚
類
は
三
〇
％
以

上
と
減
少
が
大
き
い

体
的
に
減
少
傾
向
に
あ
る
（
図
表
１
―
２
）。
魚
種
別
で
は
浮
魚
類
で
約
六
％
の
減
少
、
底
魚
類
は

三
〇
％
以
上
と
減
少
が
大
き
い
。
北
海
の
底
魚
類
の
漁
獲
量
は
一
九
七
〇
年
代
の
二
〇
％
程
度
の
漁

獲
し
か
な
い
（
図
表
１
―
３
）。

　

Ｅ
Ｕ
漁
船
の
操
業
海
域
は
世
界
の
各
海
域
に
及
ぶ
が
、
中
心
と
な
る
漁
場
は
北
海
を
含
む
大
西
洋

北
東
海
域
、
地
中
海
で
あ
り
、
全
体
の
生
産
量
の
約
八
三
％
を
占
め
る
（
図
表
１
―
４
）。
魚
種
別

で
は
ニ
シ
ン
や
ス
プ
ラ
ッ
ト
（
い
ず
れ
も
主
と
し
て
飼
料
向
け
）
や
サ
バ
が
大
半
を
占
め
る
。
国
別

で
は
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ペ
イ
ン
、
英
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
で
生
産
量
の
半
分
以
上
を
占
め
る
。

　

欧
州
の
漁
業
は
加
盟
国
の
地
理
的
環
境
か
ら
も
多
種
多
様
で
あ
り
、
北
海
の
大
型
ト
ロ
ー
ル
・
ま

き
網
漁
船
に
よ
る
漁
業
か
ら
、
地
中
海
・
ア
ド
リ
ア
海
沿
岸
域
で
の
小
規
模
沿
岸
漁
業
、
更
に
イ
ン

ド
洋
・
中
西
部
太
平
洋
な
ど
の
熱
帯
域
に
お
け
る
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
に
及
ぶ
。
漁
船
隻
数
で
は

ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
漁
船
総
㌧
数
で
は
ス
ペ
イ
ン
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
と
続
く
。

ス
ペ
イ
ン
は
隻
数
・
総
㌧
数
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る
大
漁
業
国
で
あ
る
。
し

か
し
一
般
に
欧
州
の
漁
船
（
約
八
万
五
千
隻
）
は
一
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
小
型
漁
船
が
八
四
％
以
上

を
占
め
て
い
る
こ
と
は
特
記
す
べ
き
特
徴
だ
ろ
う
。

　

加
盟
国
別
の
漁
業
の
特
徴
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
英
国
や
オ
ラ
ン
ダ
は
北
海
を
主
漁
場
に
少
数

の
大
型
漁
船
に
よ
る
効
率
的
漁
業
が
中
心
で
あ
る
。
地
中
海
等
が
主
要
漁
場
の
ギ
リ
シ
ャ
や
イ
タ
リ

ア
な
ど
は
沿
岸
漁
業
が
中
心
で
あ
る
（
図
表
１
―
５
）。
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
は
大

型
漁
船
も
多
い
が
こ
れ
は
イ
ン
ド
洋
や
中
西
部
太
平
洋
で
の
カ
ツ
オ
・
マ
グ
ロ
漁
業
中
心
の
遠
洋
漁

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

総
漁
業
生
産
量(

㌧)

図表１－２　EU-27 による漁業生産量の推移

出典：EUROSTAT データベースを基に作成。

図表１－３　北海における底魚の漁獲量

出典：A Diagnosis of the EU fishery sector DRAFT 2009
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海
面
漁
業
の
構
造
は
大
規
模
か
ら
小

規
模
漁
業
ま
で
混
在

業
国
と
し
て
の
側
面
で
も
あ
る
。

　

ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
フ
ラ
ン
ス
等
は
鮮
魚
な
ど
付
加
価
値
の
高
い
魚
種
が
漁
獲

対
象
で
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
非
食
用
の
ニ
シ
ン
や
ス
プ
ラ
ッ
ト

（
養
殖
用
飼
料
）
を
対
象
に
し
て
い
る
（
図
表
１
―
６
）。
加
盟
国
別
の
水
産
物
消
費
量
（
図
表
１
―

７
）
と
併
せ
て
眺
め
て
見
て
み
る
と
、
魚
を
食
料
と
し
て
捉
え
る
か
、
商
品
と
し
て
捉
え
る
か
の
違

い
が
国
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

Ｅ
Ｕ
の
海
面
漁
業
の
構
造
は
大
規
模
か
ら
小
規
模
漁
業
ま
で
が
混
在
し
て
お
り
、
沿
岸
漁
業
と
沖

合
・
遠
洋
漁
業
の
二
重
の
生
産
構
造
を
持
つ
日
本
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
共
通
漁
業
政
策
（
Ｃ

Ｆ
Ｐ
）
と
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
雇
用
機
会
や
地
域
の
維
持
と
企
業
的
漁

業
の
追
求
と
い
う
相
矛
盾
す
る
政
策
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
の
試
み
で
も
あ
る
。

（
２
）
海
面
及
び
内
水
面
養
殖
業

　

養
殖
業
の
生
産
に
つ
い
て
は
過
去
一
〇
年
一
二
〇
万
㌧
～
一
四
〇
万
㌧
の
間
で
推
移
し
て
い
る
。

養
殖
対
象
種
別
の
生
産
量
及
び
生
産
金
額
（
三
二
億
ユ
ー
ロ
：
二
〇
〇
七
年
）
の
割
合
（
図
表
１
―

８
及
び
９
）
は
、
地
域
や
国
に
よ
り
対
象
種
は
異
な
る
。
大
西
洋
サ
ケ
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
英
国
（
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ハ
タ
や
ヘ
ダ
イ
は
ギ
リ
シ
ャ
（
五
六
％
）、
ス
ペ
イ
ン
及

び
イ
タ
リ
ア
（
い
ず
れ
も
一
五
～
一
六
％
）、
ム
ー
ル
貝
は
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
が

大
半
を
占
め
る
。
最
近
の
動
向
と
し
て
は
付
加
価
値
の
高
い
大
西
洋
サ
ケ
、
ハ
タ
、
ま
た
、
地
中
海

大西洋北東部

73%

地中海

10%

大西洋北東部

73%

地中海

10%

大西洋東部
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3%
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大西洋
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大西洋北西

部

1%

大西洋南東部

0%
黒海

0%
大西洋西

部中央

0%

その他海域

3%

0

5

10

15

20

25

30

隻数(%)

総㌧数(%)

推進力(%)

図表１－４　主要海域別海面漁獲量割合（2007）

出典：Facts and figures on the Common Fisheries Policy 2010

図表１－５　EU 主要国の漁獲能力（2009）

出典：Facts and figures on the Common Fisheries Policy 2010

養
殖
業
の
生
産
は
過
去
一
〇
年

一
二
〇
万
ト
ン
～
一
四
〇
万
ト
ン
で

推
移
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養
殖
業
の
課
題
は
飼
料
と
な
る
魚
粉

の
確
保
、
環
境
面
へ
の
配
慮
等

で
の
ク
ロ
マ
グ
ロ
養
殖
の
伸
び
が
著
し
い
。

　

Ｅ
Ｕ
の
養
殖
業
の
課
題
は
飼
料
と
な
る
魚
粉
の
確
保
、
環
境
面
へ
の
配
慮
等
で
あ
る
。
し
か
し
高

ま
る
水
産
物
需
要
に
対
し
魚
粉
の
原
料
と
な
る
水
産
資
源
へ
の
影
響
や
飼
料
が
与
え
る
環
境
負
荷
へ

の
懸
念
も
あ
り
、
こ
う
し
た
影
響
に
よ
ら
な
い
若
し
く
は
影
響
を
低
減
す
る
よ
う
な
動
き
が
出
て
き

て
い
る
。

　

代
表
的
な
例
と
し
て
有
機
養
殖
が
あ
る
。
餌
は
有
機
農
業
で
栽
培
し
た
も
の
を
基
本
と
す
る
、
過

密
養
殖
を
避
け
る
、
成
長
促
進
剤
と
な
る
ホ
ル
モ
ン
の
使
用
禁
止
な
ど
を
内
容
と
す
る
。
二
〇
〇
九

年
の
Ｅ
Ｕ
規
則
で
定
め
ら
れ
推
進
さ
れ
て
い
る
。
更
に
二
〇
一
〇
年
、
Ｅ
Ｕ
は
食
品
の
規
格
を
策
定

す
る
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
委
員
会
に
お
い
て
有
機
養
殖
産
物
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
提
案
を
行
い
現
在

審
議
中
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
を
目
途
に
採
択
を
目
指
し
て
い
る
。

大西洋サケ

22%

カキ

20%

タイ・ハタ類

18%

その他

40%

大西洋サケ

22%

カキ

20%
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18%

その他

40%

0% 0%
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トラウト
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タイ・ハタ類

21%

その他

15%

図表１－８　養殖生産量種類別割合
（2008 年）

出典：A Diagnosis of the EU fishery
 sector DRAFT 2009

図表１－９　養殖生産額種類別割合
（2008 年）

出典：A Diagnosis of the EU fishery
 sector DRAFT 2009
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図表１－６　主要国の水揚量及び水揚金額（2006）

出典：Facts and figures on the Common Fisheries Policy 2009

図表１－７　主要 EU 諸国の水産物消費量（2007）
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Ｅ
Ｕ
水
産
業
の
中
で
水
産
加
工
業
の

占
め
る
位
置
は
、
生
産
額
で
七
〇
％

近
く
、
雇
用
で
三
〇
％
以
上

　

有
機
養
殖
の
定
義
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
世
界
全
体
で
は
五
万
㌧
の
生
産
量
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
半
分
が
欧
州
内
と
さ
れ
て
い
る
。
対
象
と
な
る
種
は
サ
ー
モ
ン
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
る

が
、
通
常
の
養
殖
物
の
三
倍
以
上
の
価
格
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）

は
二
〇
三
〇
年
に
有
機
養
殖
の
生
産
量
を
一
二
〇
万
㌧
程
度
と
予
測
し
て
い
る
が
、
世
界
の
養
殖
生

産
量
が
五
千
万
㌧
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
既
存
の
養
殖
水
産
物
市
場
を
席
巻
す
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
有
機
農
産
物
同
様
、
有
機
養
殖
は
養
殖
業
の
中
で
の
ニ
ッ
チ
ェ
産
業
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
３
）
水
産
加
工
業

　

Ｅ
Ｕ
水
産
業
の
中
で
水
産
加
工
業
の
占
め
る
位
置
は
大
き
い
。
生
産
額
で
水
産
業
の
七
〇
％
近
く

を
占
め
、
雇
用
で
は
三
〇
％
以
上
を
占
め
る
。
漁
業
・
養
殖
生
産
金
額
の
二
倍
以
上
の
二
二
五
億
ユ

ー
ロ
を
算
出
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
全
域
で
約
四
千
の
水
産
加
工
企
業
体
及
び
約
一
二
万
六
千
人
（
半
数

は
女
性
）
の
雇
用
が
あ
る
（
図
表
１
―
10
）。
現
在
、
Ｅ
Ｕ
で
は
効
率
化
と
国
際
競
争
力
の
強
化
に

向
け
た
水
産
加
工
会
社
の
統
合
・
合
併
が
進
ん
で
い
る
。

　

こ
の
背
景
と
し
て
、
①
共
通
漁
業
水
域
の
資
源
状
況
が
悪
化
し
た
た
め
原
材
料
の
入
手
困
難
が
生

じ
輸
入
原
料
へ
の
依
存
度
が
増
加
し
た
こ
と
、
②
タ
イ
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
安
価
な
生
産
コ
ス
ト
で
あ

る
途
上
国
と
の
競
合
、
③
食
品
の
安
全
性
や
環
境
対
策
に
対
す
る
コ
ス
ト
増
加
、
④
大
手
量
販
店
に

よ
る
価
格
決
定
権
の
台
頭
が
考
え
ら
れ
る
。

総経営体数 従業員 20 人
以上の経営体数 従業員総数

従業員 20 人
以上の経営体の

従業員数
ｽﾍﾟｲﾝ 747 263 22,915 19,882
ﾌﾗﾝｽ 496 134 14,099 12,787
ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 398 101 16,096 14,692
英国 389 111 16,660 15,130
ｲﾀﾘｱ 376 NA 7,750 NA
ドイツ 228 60 8,915 7,834
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 219 23 2,377 NA
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 175 71 6,468 NA
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 159 8 716 398
ｵﾗﾝﾀﾞ 130 35 3,305 2,494
ﾃﾞﾝﾏｰｸ 124 54 5,212 4,824
ﾗﾄﾋﾞｱ 109 57 6,151 5,869
ｷﾞﾘｼｬ 75 14 1,496 1,301
ﾘﾄｱﾆｱ 74 24 4,597 4,391
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 67 34 2,086 1,781
ﾍﾞﾙｷﾞｰ 61 15 1,304 1,140
ｴｽﾄﾆｱ 57 27 2,103 1,930
ﾙｰﾏﾆｱ 39 16 1,673 1,588
ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 30 13 1,304 1,140
ｽﾛﾊﾞｷｱ 9 5 820 798
ｽﾛﾍﾞﾆｱ 8 2 203 NA
ｵｰｽﾄﾘｱ 5 3 NA NA
ﾁｪｺ NA 9 NA 936
EU-27 3,975 1,079 126,307 98,886

図表１－ 10　水産加工業経営体数（2007）及び従業員数

出典：Facts and figures on the Common Fisheries Policy 2010
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新
規
加
盟
の
東
欧
諸
国
は
、
構
造
政

策
で
は
最
優
先
の
支
援
地
域
と
し
て

指
定
さ
れ
て
い
る

沿
岸
国
の
二
〇
〇
海
里
設
定
で
国
際

漁
場
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
欧
州
の
漁

船
が
操
業
海
域
を
欧
州
周
辺
に
シ
フ

ト
し
た
た
め
、
漁
場
調
整
が
必
要

だ
っ
た

　

更
に
Ｅ
Ｕ
特
有
の
事
情
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
新
規
加
盟
の
東
欧
諸
国
は
、
労
働
コ
ス
ト
が
低

い
こ
と
、
平
均
年
収
が
Ｅ
Ｕ
水
準
よ
り
も
著
し
く
低
い
た
め
に
Ｅ
Ｕ
の
構
造
政
策
で
は
最
優
先
の
支

援
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
、
東
欧
は
欧
州
漁
業
基
金
（
Ｅ
Ｆ
Ｆ
）
を
含
む
各
種
の
構
造
資
金
に
よ
る

支
援
が
潤
沢
に
手
当
さ
れ
、
多
く
の
外
国
企
業
に
と
っ
て
は
魅
力
的
な
投
資
地
域
と
な
り
、
Ｅ
Ｕ
域

内
で
水
産
加
工
場
の
統
廃
合
と
加
工
場
の
大
幅
な
移
転
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
原
料
に
つ
い

て
は
国
内
の
供
給
に
左
右
さ
れ
な
い
輸
入
主
体
、
消
費
市
場
近
郊
へ
の
立
地
、
よ
り
食
品
産
業
化
し

た
形
態
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、日
本
同
様
、欧
州
の
水
産
加
工
場
の
多
く
は
小
規
模
零
細
が
多
数
を
占
め
る
（
従

業
員
二
〇
人
未
満
の
経
営
体
は
約
七
五
％
）。
沿
岸
域
に
立
地
し
、
地
元
産
の
魚
介
類
を
原
材
料
と

し
て
い
る
加
工
場
も
多
い
。
Ｅ
Ｕ
と
し
て
は
こ
れ
ら
小
規
模
加
工
業
者
は
大
規
模
加
工
場
の
再
編
と

は
別
途
の
方
法
（
例
え
ば
地
元
産
を
活
か
し
た
ニ
ッ
チ
ェ
市
場
の
開
拓
な
ど
）
で
の
構
造
再
編
が
必

要
と
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｆ
Ｆ
で
は
小
規
模
な
水
産
加
工
場
に
対
し
て
は
適
格
要
件
を
絞
る
こ
と
で
優
先

採
択
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

３
．
共
通
漁
業
政
策
の
特
徴

（
１
）
共
通
漁
業
政
策
と
は
何
だ
？

　

現
在
の
Ｅ
Ｕ
設
立
の
原
点
と
な
っ
た
ロ
ー
マ
条
約
（
一
九
五
八
年
）
で
は
、
漁
業
は
農
業
の
一
部

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
共
通
漁
業
政
策
が
策
定
さ
れ
た
の
は
共
通
農
業
政
策
（
一
九
五
八
年
）

よ
り
遥
か
後
の
一
九
八
三
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
欧
州
漁
業
の
主
漁
場
が
海
洋
自
由
の
原
則
の

下
で
の
操
業
が
可
能
な
国
際
漁
場
で
あ
り
、
農
業
の
よ
う
な
共
通
政
策
を
と
る
必
要
が
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
策
定
の
経
緯
は
第
Ⅱ
章
で
詳
述
す
る
が
、
端
的
に
い
え
ば
、
沿
岸
国
の
二
〇
〇

海
里
設
定
で
国
際
漁
場
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
欧
州
の
漁
船
が
操
業
海
域
を
欧
州
周
辺
（
北
大
西
洋
、

北
海
等
）
に
シ
フ
ト
さ
せ
た
た
め
、
漁
場
の
利
用
を
巡
っ
て
の
調
整
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
策
定
さ
れ
た
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
①
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
、
②
構
造
政
策
、
③
共
通
市
場
組
織
、

及
び
④
第
三
国
と
の
漁
業
に
関
す
る
対
外
関
係
の
基
本
柱
か
ら
な
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
一
〇
年
毎
に
見
直

さ
れ
る
が
、
そ
の
基
本
柱
は
現
在
も
変
わ
ら
な
い
。
具
体
的
な
施
策
分
野
は
図
表
１
―
11
の
通
り
で

あ
る
。

（
２
）
Ｃ
Ｆ
Ｐ
関
係
予
算

　

当
初
は
農
業
予
算
の
一
部
が
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、一
九
九
三
年
よ
り
欧
州
指
導
基
金（F

inancial 

Instrum
ent for F

isheries G
uidance : 

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
）
と
呼
ば
れ
る
独
立
し
た
予
算
と
な
る
。
Ｆ
Ｉ

Ｆ
Ｇ
は
一
九
九
三
～
一
九
九
九
年
と
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
年
の
二
期
に
亘
り
実
施
さ
れ
た
。
二
〇

〇
〇
～
二
〇
一
三
年
は
欧
州
漁
業
基
金
（E

uropean F
isheries F

und : 

Ｅ
Ｆ
Ｆ
）
と
呼
ば
れ
る

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
を
よ
り
簡
便
化
し
た
基
金
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
及
び
Ｅ
Ｆ
Ｆ
い
ず
れ
の
予
算
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海
洋
生
物
資
源
の
保
存
の
権
限
を
Ｅ

Ｕ
に
委
譲

も
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
共
同
負
担
で
あ
る
。
負
担
割
合

は
対
象
地
域
や
当
該
国
の
所
得
水
準
に
よ
り
異
な
る

が
、
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
の
場
合
、
概

ね
六
五
％
を
Ｅ
Ｕ
が
負
担
し
て
い
る
。
漁
業
分
野
で

は
ス
ペ
イ
ン
が
最
大
の
受
益
国
と
な
っ
て
い
る
。

（
図
表
１
―
12
、
図
表
１
―
13
、
図
表
１
―
14
）

（
３
）
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
と
の
権
限

関
係

　

Ｅ
Ｕ
に
授
権
さ
れ
て
い
る
権
限
で
特
徴
的
な
の
は

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
で
あ
る
。
海
洋
生
物
資
源
の

保
存
の
権
限
と
は
正
確
に
は
漁
獲
可
能
量
や
操
業
に

関
す
る
規
則
を
定
め
る
権
限
で
あ
る
。逆
に
い
え
ば
、

加
盟
国
は
こ
う
し
た
権
限
を
完
全
に
Ｅ
Ｕ
に
委
譲
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

ま
た
Ｅ
Ｕ
に
は
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
洋
、
中
西
部

太
平
洋
等
の
沿
岸
国
の
管
轄
水
域
に
お
け
る
欧
州
漁

船
の
入
漁
確
保
の
た
め
に
第
三
国
と
の
入
漁
協
定
を

廃船

13%

漁船新規建造

12%

漁船近代化

5%

養殖

9%

漁港整備

9%

加工流通

18%
社会経済措置

1%

その他

33%

廃船

13%

加工流通

18%

その他

33%

スペイン

44%
スペイン

44%

フランス

7%アイルランド
2%

イタリア

10%

オランダ

1%

ポーランド

5%

ポルトガル

5%

フィンランド

1%

スウェーデン

2%

イギリス

5%

その他

3%

デンマーク

5%

ドイツ

5%

ギリシャ
5%

図表１－ 12　EU 漁業指導基金（FIFG）分野別支出（2000 ～ 2006）

注:FIFGの支出39億ユーロ、加盟国
負担を加えた総支出は60億ユーロ）

出典：A Diagnosis  of the EU fishery sector DRAFT 2009 

図表１－ 13　EU 漁業指導基金（FIFG）国別配分（2000 ～ 2006）

出典：A Diagnosis  of the EU fishery sector DRAFT 2009 

① 海洋生物資源の保存：TAC（Total Allowable Catch : 漁獲可能量制度）及び
技術的措置による資源の保存。加盟国間の TAC 配分比率を固定する Relative 
Stability を 1983 年より導入。

② 構造政策：当初は漁船の近代化や新船建造が中心。現在は漁獲能力削減のため
のスクラップが中心。海洋生物資源の保存とリンク。養殖・水産加工も対象分野。

③ 共通市場組織：対象水産物が最低価格を下回った際、市場から隔離する措置。
共通漁業政策の中で最も早くから実施（1970 年）。生産者団体が行う市場から
の隔離措置への助成が主体。共通関税、共通規格の設定も含む。価格支持のた
め財源は農業関係の基金より支出。

④ 第三国との漁業に関する対外関係：1976 年に欧州委員会に権限委譲。二国間
の入漁協定及び多国間の漁業協定の締結・交渉。

図表１－ 11　共通漁業政策の基本柱
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Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
当
初
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
一
部
と

し
て
発
展
、
し
か
し
特
例
も
設
け
ら

れ
て
い
る

締
結
す
る
権
限
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
以
外
の
事
項
は
加
盟
国
と
と
も
に
権
限
を
行
使
す
る
。
Ｅ
Ｕ
が
権
限
を
行
使
し
な
い
場
合

に
お
い
て
の
み
加
盟
国
が
権
限
を
行
使
で
き
る
。
自
国
漁
船
に
対
す
る
監
視
取
締
や
自
国
漁
船
の
登

録
な
ど
が
該
当
す
る
。

（
４
）
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
と
の
違
い

　

Ｅ
Ｕ
の
土
地
の
約
九
〇
％
は
農
地
や
森
林
、
農
業
従
事
者
は
約
一
二
〇
〇
万
人
、
農
村
部
だ
け
で

も
Ｅ
Ｕ
人
口
の
半
分
強
が
居
住
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
Ｅ
Ｕ
統
合
の
た
め
共
通
農
業
政

策
（C

om
m

on A
gricultural P

olicy : 

Ｃ
Ａ
Ｐ
）
が
有
効
な
手
段
と
さ
れ
Ｅ
Ｕ
予
算
の
七
〇
％
以

上
を
占
め
る
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
徐
々
に
削
減
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
で
は
約
四
〇
％
で

あ
る
（
二
〇
一
三
年
に
は
約
三
二
％
と
な
る
見
込
み
）。
一
方
、
漁
業
は
予
算
で
見
れ
ば
農
業
と
比

べ
る
と
Ｅ
Ｕ
全
体
の
〇
・
六
七
％
と
格
段
に
少
な
い
。
し
か
し
欧
州
地
域
開
発
基
金
（E

uropean 

R
egional D

evelopm
ent F

und : 

Ｅ
Ｒ
Ｄ
Ｆ
）
を
通
じ
た
沿
岸
域
の
地
域
開
発
、
世
界
へ
の
協
力

を
通
じ
た
第
三
国
（
特
に
沿
岸
漁
業
途
上
国
）
へ
の
援
助
か
ら
の
関
連
支
出
も
少
な
く
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。（
図
表
１
―
15
）

　

Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
当
初
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
一
部
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
漁
業
は
農
業
と
異
な
り
、
一

定
の
場
所
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
、
漁
獲
は
原
則
と
し
て
誰
に
で
も
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
特

例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
初
の
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
柱
は
価
格
政
策
で
あ
り
農
家
は
生
産
す
れ
ば
す

減船や休漁

など漁獲能

力の調整

28%

減船や休漁

など漁獲能

力の調整

28%

養殖、内水面、

加工流通及び

水産製品の品

質向上

29%

漁港整備、市

場開発、水産

動植物の保護・

開発

26%

漁村地域開発

13%

事

務

費

4%

スペイン

26%

フランス

5%

イタリア

10%ラトビア

3%
ポーランド

17%

ポルトガル

6%

イギリス

3%

ルーマニア

5%

その他

13%

スペイン

26%その他

13%

デンマーク

3%

ドイツ

4%

ギリ

シャ
5%

出典：A Diagnosis  of the EU fishery sector DRAFT 2009

図表１－ 14 －１　EU 漁業基金（EFF）事業別配分（2007 ～ 2013）

注：EFFの支出は約43
億ユーロ（加盟国負担
分含まず）

出典：A Diagnosis  of the EU fishery sector DRAFT 2009 

図表１－ 14 －２　EU 漁業基金（EFF）国別配分（2007 ～ 2013）

出典：A Diagnosis  of the EU fishery sector DRAFT 2009 
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Ｃ
Ａ
Ｐ
は
途
上
国
の
農
産
物
の
Ｅ
Ｕ

市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
調
整
す
る
こ

と
を
重
視
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
Ｅ
Ｕ
漁
船
の

途
上
国
水
域
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保

を
重
視

Ｅ
Ｕ
統
合
と
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
展
開
の
歴
史

る
ほ
ど
買
い
付
け
て
も
ら
え
る
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
過
剰
生
産
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
。

こ
の
た
め
Ｃ
Ａ
Ｐ
で
は
生
産
と
切
り
離
し
た
直
接
所
得
補
償
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
で
過
剰
生
産
の

抑
制
を
重
視
し
て
い
る
。
一
方
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
水
産
資
源
の
保
護
・
回
復
の
観
点
か
ら
過
剰
漁
獲
能
力
の

削
減
を
重
視
し
て
い
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
途
上
国
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
は
途
上
国
の

農
産
物
の
Ｅ
Ｕ
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
調
整
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
が
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
Ｅ
Ｕ
漁
船

の
途
上
国
水
域
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
一
次
産
業
で
あ
り
な

が
ら
、
農
業
、
漁
業
、
各
々
が
持
つ
特
性
の
違
い
が
政
策
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

第
Ⅱ
章
：
共
通
漁
業
政
策
の
形
成
過
程
：

　
　
　
　

何
故
、
共
通
漁
業
政
策
は
必
要
な
の
か
？

　

共
通
漁
業
政
策
（
Ｃ
Ｆ
Ｐ
）
が
何
故
、
現
在
の
よ
う
な
政
策
形
成
の
構
造
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
至
っ

た
か
を
語
る
際
、
Ｅ
Ｕ
統
合
の
足
跡
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
先

ず
、
Ｅ
Ｕ
統
合
と
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
展
開
の
歴
史
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
の
上
で
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
形
成
の
主
要

ア
ク
タ
ー
（
漁
業
閣
僚
理
事
会
、
欧
州
委
員
会
、
欧
州
議
会
）
の
構
成
と
機
能
及
び
意
志
決
定
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
。

１
．
Ｅ
Ｕ
統
合
と
共
通
漁
業
政
策
の
展
開

（
１
）
欧
州
統
合
化
の
た
め
の
農
業
・
漁
業
政
策

　

欧
州
で
は
二
度
の
世
界
大
戦
に
よ
り
多
く
の
戦
禍
を
被
っ
た
。
そ
こ
で
戦
争
の
原
因
と
も
な
っ
た

石
炭
資
源
と
鉄
鋼
業
を
国
際
的
な
共
同
管
理
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
Ｅ
Ｕ
の
基
礎

と
な
る
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
で
あ
る
（
一
九
五
二
年
設
立
。
加
盟
国
は
フ
ラ
ン
ス
、

西
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
六
ヶ
国
）。
欧
州
は
戦
争

防
止
の
た
め
に
重
工
業
を
共
同
管
理
に
置
い
た
。
こ
こ
ま
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
発
祥
の
歴

農業（農村開発

含む）
40.85%

漁業関係

0.67%

市民・自由・

安全保障
1.2%

国際協力

5.7%

持続的成長

45.4%

農業（農村開発

含む）
40.85%持続的成長

45.4%

行政経費
5.6 %

その他

0.53%

図表１－ 15　EU 分野別予算（2010）
（1,415 億ユーロ）

出典：Gateway to the European Union を基に作成。
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Ｅ
Ｕ
の
歴
史
は
統
合
の
歴
史
だ
が
、

農
業
・
食
糧
問
題
は
統
合
化
の
た
め

の
象
徴
的
な
手
段

Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
Ｃ
Ａ
Ｐ
に
比
べ
一
〇
年
以

上
遅
れ
て
制
度
化
さ
れ
た

史
で
あ
る
が
、
食
糧
問
題
も
戦
争
の
遠
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

戦
争
中
の
食
料
難
の
中
、
欧
州
全
体
で
農
村
の
貧
困
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
各
国
が
独
自
に
農

業
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
戦
争
の
遠
因
と
な
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
豊
，
二
〇

〇
六
）。
ま
た
当
時
、
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
は
全
就
業
者
に
占
め
る
農
業
従
事
者
の
割
合

は
二
〇
～
三
〇
％
と
高
く
、
農
村
の
安
定
は
欧
州
社
会
全
体
の
安
定
に
貢
献
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
欧
州
の
農
業
問
題
は
各
国
毎
で
は
な
く
欧
州
地
域
全
体
で
担
っ
て
い

こ
う
と
い
う
考
え
は
当
初
か
ら
暖
め
ら
れ
て
い
た
。
Ｅ
Ｕ
の
歴
史
は
統
合
の
歴
史
で
も
あ
る
が
、
農

業
・
食
糧
問
題
は
統
合
化
の
た
め
の
手
段
と
し
て
極
め
て
象
徴
的
な
手
段
だ
っ
た
の
だ
。

　

よ
り
幅
広
い
経
済
統
合
の
た
め
に
欧
州
経
済
共
同
体
の
設
立
を
定
め
た
ロ
ー
マ
条
約
（
一
九
五
八

年
発
効
）
で
は
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
に
つ
い
て
三
つ
の
原
則
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
農
産
物

の
域
内
流
通
価
格
の
設
定
か
ら
な
る
単
一
市
場
、
輸
出
補
助
金
や
輸
入
課
徴
金
か
ら
な
る
共
同
体
優

先
、
農
業
政
策
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
各
加
盟
国
で
は
な
く
共
同
体
が
負
担
す
る
財
政
の
連
帯

で
あ
る
。
当
時
、
共
同
体
、
即
ち
ブ
ラ
ッ
セ
ル
に
政
策
形
成
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
分
野
と
し
て
は

農
業
、
通
商
、
そ
し
て
農
業
の
一
部
と
し
て
の
漁
業
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

ロ
ー
マ
条
約
で
は
農
産
物
に
水
産
物
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
Ｃ
Ａ
Ｐ
に
触

発
さ
れ
て
出
来
た
市
場
統
合
政
策
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
地
域
不
均
衡
の
解
消
・
是
正

の
た
め
の
手
段
で
も
あ
り
、
単
に
産
業
政
策
に
留
ま
ら
ず
地
域
政
策
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
Ｃ
Ｆ
Ｐ
：
資
源
の
保
存
政
策
の
確
立

　

Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
Ｃ
Ａ
Ｐ
に
比
べ
制
度
化
さ
れ
た
の
は
遅
か
っ
た
。
Ｃ
Ａ
Ｐ
が
共
通
農
業
政
策
大
綱
や
理

事
会
規
則
な
ど
を
定
め
一
九
六
〇
年
よ
り
理
事
会
に
お
い
て
農
業
政
策
の
議
論
を
開
始
し
た
の
に
対

し
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
で
は
こ
れ
に
遅
れ
る
こ
と
一
〇
年
以
上
、
一
九
七
一
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
理
事
会
に

お
い
て
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
原
則
が
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
原
則
の
基
本

は
沿
岸
の
三
海
里
を
除
き
加
盟
国
の
漁
業
水
域
で
は
加
盟
国
船
籍
を
有
す
る
漁
船
は
船
籍
を
問
わ
ず

自
由
に
操
業
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
原
則
は
、
当
時
加
盟
申
請
し

て
い
た
国
（
英
国
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
に
と
っ
て
は
不
満
だ
っ
た
。

そ
の
後
、
歴
史
的
な
漁
獲
権
利
を
侵
害
し
な
い
、
沿
岸
六
海
里
ま
で
沿
岸
国
の
管
轄
を
認
め
る
な
ど

の
条
件
緩
和
が
あ
っ
た
も
の
の
、
最
大
の
漁
獲
を
あ
げ
て
い
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
結
局
Ｅ
Ｃ
（
注
：
マ

ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
発
効
以
前
は
Ｅ
Ｃ
と
呼
称
）
に
加
盟
し
な
か
っ
た
。

　

一
方
で
一
九
七
〇
年
代
中
盤
以
降
、
国
連
海
洋
法
会
議
な
ど
海
を
巡
る
国
際
的
環
境
は
、
沿
岸
国

に
よ
る
領
海
の
拡
大
や
排
他
的
経
済
水
域
の
設
定
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
二
〇
〇
海
里
時
代
」
へ
と
大
き

く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。欧
州
に
お
い
て
も
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
二
〇
〇
海
里
漁
業
水
域
を
設
定
し
、

こ
れ
に
反
対
す
る
英
国
と
の
間
で
有
名
な
「
タ
ラ
戦
争
」
が
勃
発
、
英
国
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
よ
る

五
〇
海
里
の
排
他
的
経
済
水
域
の
主
張
、
国
別
漁
獲
割
当
の
基
準
を
巡
る
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
デ
ン

マ
ー
ク
間
の
調
整
な
ど
問
題
が
次
々
に
出
て
き
た
。
特
に
こ
れ
ま
で
北
西
大
西
洋
の
公
海
／
国
際
漁

場
を
操
業
の
中
心
と
し
て
い
た
多
く
の
欧
州
漁
船
は
各
国
の
二
〇
〇
海
里
設
定
の
た
め
に
欧
州
周
辺
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漁
業
閣
僚
理
事
会
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
保
存

管
理
の
枠
組
み
を
決
着

統
合
化
の
た
め
の
単
一
市
場
の
形
成

は
却
っ
て
地
域
格
差
の
拡
大
を
も
た

ら
し
た

で
の
操
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
資
源
状
況
は
急
激
に
悪
化
し
た
。
二
〇
〇
海
里
時
代
に
即
し
た
Ｃ
Ｆ
Ｐ

の
改
革
に
乗
り
出
そ
う
と
す
る
Ｅ
Ｃ
の
交
渉
は
難
航
し
た
。

　

し
か
し
、
一
九
八
二
年
、
漁
業
閣
僚
理
事
会
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
つ
い
て
よ
う
や
く
決
着
を
み
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
。
大
漁
業
国
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
加
盟
交
渉
前
に
何
と
し
て
で
も
Ｃ
Ｆ
Ｐ

の
保
存
管
理
の
枠
組
み
を
確
立
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
。
仮
に
何
ら
保
存
管

理
の
枠
組
み
が
な
い
ま
ま
、
ス
ペ
イ
ン
及
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
加
盟
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
漁
業
国
は
各
加

盟
国
沿
岸
域
ま
で
自
由
に
ア
ク
セ
ス
で
き
沿
岸
漁
民
と
の
漁
業
紛
争
の
勃
発
な
ど
が
容
易
に
予
見
さ

れ
Ｃ
Ｆ
Ｐ
崩
壊
の
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
一
二
海
里
以
内
の
沿
岸
水
域
は
他
国
の
伝
統
的
漁
獲
実
績
を
尊
重
す
る
こ
と
を
条

件
に
沿
岸
国
の
排
他
的
管
轄
権
を
認
め
る
、
一
二
～
二
〇
〇
海
里
は
共
通
漁
業
水
域
と
し
て
全
加
盟

国
に
開
放
す
る
、
及
び
国
別
漁
獲
割
当
基
準
の
設
定
等
を
内
容
と
す
る
二
〇
〇
海
里
時
代
を
迎
え
た

Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
基
本
的
枠
組
み
が
確
立
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
管
理
よ
り
も
漁
業

調
整
上
の
性
格
が
強
い
。
特
に
国
別
漁
獲
割
当
の
基
準
は
当
時
の
加
盟
国
の
過
去
の
漁
獲
実
績
に
基

づ
く
配
分
率
を
固
定
化
し
た
も
の
で
、
俗
に
い
う
“R

elative S
tability

”
で
あ
る
。

（
３
）
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
Ｃ
Ｆ
Ｐ

　

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
欧
州
で
は
統
合
化
へ
向
け
て
の
動
き
が
加
速
、
一
九
九
三
年
に
は
マ

ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
が
発
効
し
Ｅ
Ｃ
か
ら
Ｅ
Ｕ
へ
と
衣
替
え
し
た
。
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
、
人
の
移
動

の
自
由
な
ど
の
単
一
市
場
、
通
貨
統
合
な
ど
が
一
層
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
統
合
化
の
た
め
の
単
一
市
場
の
形
成
は
欧
州
域
全
体
を
均
一
に
経
済
発
展
さ
せ
た
わ
け
で

は
な
く
却
っ
て
地
域
格
差
の
拡
大
を
も
た
ら
し
統
合
化
の
障
害
と
も
な
っ
た
。
こ
の
た
め
マ
ー
ス
ト

リ
ヒ
ト
条
約
で
は
地
域
格
差
を
是
正
す
る
手
段
と
し
て
経
済
社
会
結
束
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
目
的

は
構
造
的
に
競
争
力
の
欠
け
て
い
る
地
域
を
支
援
す
る
こ
と
で
地
域
格
差
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
Ｅ
Ｕ
で
は
既
に
構
造
政
策
手
段
と
し
て
欧
州
社
会
基
金
（
Ｅ
Ｓ
Ｆ
）、
欧
州
地
域
開
発

基
金
（
Ｅ
Ｒ
Ｄ
Ｆ
）
な
ど
が
あ
っ
た
。
漁
業
関
連
に
つ
い
て
は
農
村
振
興
の
た
め
の
欧
州
農
業
指
導

保
障
基
金
（
Ｅ
Ａ
Ｇ
Ｇ
Ｆ
、
一
九
六
二
年
設
立
）
が
準
用
さ
れ
て
い
た
が
、
沿
岸
域
の
漁
村
に
お
い

て
は
よ
り
木
目
の
細
か
い
対
応
が
必
要
と
の
観
点
か
ら
、
一
九
九
三
年
に
Ｅ
Ａ
Ｇ
Ｇ
Ｆ
か
ら
分
離
し

漁
業
指
導
基
金
（
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
）
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
欧
州
の
漁
村
振
興
に
つ
い
て
は
、
一
人

当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
水
準
、
人
口
密
度
及
び
辺
境
地
域
（
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
領
土
に
加
え
、
ア
ゾ
レ
ス
、

マ
デ
イ
ラ
及
び
カ
ナ
リ
ア
諸
島
）
な
ど
の
条
件
に
該
当
す
る
一
般
的
な
地
域
振
興
策
の
一
環
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
た
。し
か
し
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
の
設
立
に
よ
り
こ
の
よ
う
な
条
件
に
該
当
し
な
い
地
域
の
漁
業
・

養
殖
業
の
構
造
改
革
も
可
能
と
な
り
、
こ
こ
に
欧
州
の
漁
業
・
漁
村
振
興
策
の
基
礎
が
確
立
さ
れ
た

と
も
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
は
後
々
、
大
き
な
問
題
を
孕
む
こ
と
と
な
る
。

（
４
）
ア
ジ
ェ
ン
ダ
二
〇
〇
〇
と
Ｃ
Ｆ
Ｐ

　

一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
な
ど
の
東
欧
諸
国
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
を
模
索
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し
て
い
た
。
こ
う
し
た
東
欧
諸
国
な
ど
Ｅ
Ｕ
の
新
規
加
盟
に
伴
う
拡
大
Ｅ
Ｕ
は
予
見
さ
れ
、
中
東
欧

諸
国
を
受
け
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
改
革
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
が
Ｅ
Ｕ
内
で
議
論
さ
れ

た
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
がA

genda2000

改
革
で
あ
る
。A

genda2000

改
革
の
中
心
は
、
新

規
加
盟
国
の
社
会
経
済
的
状
況
に
鑑
み
、
農
村
振
興
を
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
中
心
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
農
村

振
興
が
統
合
の
主
た
る
手
段
で
あ
る
と
の
理
念
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。A

genda2000

に
は
漁

業
そ
の
も
の
へ
の
直
接
的
な
言
及
は
な
い
。
し
か
し
同
文
書
の
中
で
Ｃ
Ａ
Ｐ
改
革
に
農
村
振
興
や
環

境
問
題
と
の
統
合
を
据
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
後
の
漁
業
閣
僚
理
事
会
で
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
他
の

構
造
基
金
は
漁
業
・
養
殖
業
に
依
存
す
る
地
域
の
振
興
の
た
め
に
活
用
す
べ
き
こ
と
及
び
環
境
に
配

慮
し
た
資
源
開
発
を
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
お
い
て
漁
業
管
理

に
エ
コ
シ
ス
テ
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
も
こ
う
し
た
理
由
に
も
よ
る
。

（
５
）
Ｅ
Ｕ
統
合
に
お
け
る
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
意
義

　

Ｅ
Ｕ
統
合
の
政
策
手
段
と
し
て
見
れ
ば
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
援
用
し
た
こ
と

に
は
無
理
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
そ
も
そ
も
水
産
資
源
は
“C

om
m

ons

”
と
し
て
の
特
性
を
持

ち
一
般
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
と
は
異
な
る
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
計

画
生
産
が
可
能
で
所
有
権
が
明
確
な
農
産
物
と
異
な
り
、
水
産
資
源
は
無
主
物
で
あ
り
誰
で
も
ア
ク

セ
ス
可
能
な
の
で
先
取
り
競
争
を
起
こ
し
易
い
。
ま
た
漁
業
生
産
は
自
然
状
況
次
第
だ
。
投
下
資
本

財
が
直
接
生
産
に
反
映
さ
れ
る
農
業
と
異
な
り
、
有
限
天
然
資
源
を
利
用
す
る
漁
業
で
は
資
本
の
増

大
即
ち
漁
獲
努
力
量
の
増
大
は
資
源
枯
渇
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
。

　

こ
う
し
た
水
産
物
の
特
性
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
原
則
で
あ
る
共
通
市
場
組
織
や
生
産

増
の
た
め
の
施
策
を
執
っ
た
結
果
が
資
源
状
況
の
悪
化
で
あ
る
。
こ
の
た
め
資
源
保
存
の
原
則
と
し

てR
elative S

tability

を
打
ち
出
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
保
存
管
理
措
置
と
い
う
よ
り
も
加
盟
国

の
離
脱
に
よ
り
欧
州
統
合
化
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
調
整
上
の
措
置
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
ま
た
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
の
設
立
経
緯
や
環
境
問
題
へ
の
配
慮
な
ど
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は

漁
業
セ
ク
タ
ー
固
有
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
農
業
な
ど
他
の
セ
ク
タ
ー
か
ら
の
影
響
を
受
け
易
い
他

律
性
の
強
い
政
策
分
野
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
現
実
的
な
政
策
上
の
問
題
は
別
に
し
て
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
管
理
が
Ｅ
Ｕ

に
授
権
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
漁
業
は
統
合
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
。
ま
た
Ｅ
Ｕ
漁
業
は
海
外
漁
場
で

も
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
国
際
協
力
分
野
で
の
Ｅ
Ｕ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
向
上
に
寄
与
す
る
外
交
政

策
上
の
手
段
で
も
あ
る
。

２
．
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
漁
業
政
策
形
成
の
主
要
ア
ク
タ
ー

（
１
）
Ｅ
Ｕ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
仕
組
み

　

Ｅ
Ｕ
の
構
造
や
機
能
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
通
常
の
国
家
機
構
や
国
際
機
構
の
概
念
で
は

説
明
で
き
な
い
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
Ｅ
Ｕ
の
諸
機
関
は
固
有
の
法
的
な
形
態
や
権
限
を
有
し
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Ｅ
Ｕ
の
漁
業
政
策
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は

基
本
的
に
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
か
ら
な

る欧
州
委
員
会
は
「
Ｅ
Ｕ
の
政
府
」
と

も
言
わ
れ
、
政
策
の
提
案
、
法
令
の

提
出
を
独
占
的
に
行
う

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
政
策
決
定
の
構
造
は
極
め
て
複
雑
、
か
つ
、
ユ
ニ

ー
ク
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
漁
業
政
策
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
基
本
的
に
三
つ
の
ア
ク
タ
ー
か

ら
な
る
。
加
盟
各
国
の
代
表
で
構
成
さ
れ
立
法
権
を
持
つ
漁
業
閣
僚
理
事
会
、
法
案
の
発
議
権
を
持

ち
行
政
機
能
を
有
す
る
欧
州
委
員
会
、
Ｅ
Ｕ
市
民
か
ら
直
接
選
挙
さ
れ
共
同
立
法
権
を
持
つ
欧
州
議

会
で
あ
る
。
加
え
て
Ｅ
Ｕ
関
係
法
の
判
断
を
扱
う
欧
州
司
法
裁
判
所
も
あ
り
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
が
加
盟
国
に

よ
り
衡
平
に
則
り
執
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
判
断
す
る
。

　

リ
ス
ボ
ン
条
約
発
効
以
降
、
各
国
の
元
首
や
首
相
で
構
成
さ
れ
る
欧
州
理
事
会
が
新
た
な
ア
ク
タ

ー
と
し
て
加
わ
り
、「
Ｅ
Ｕ
の
最
高
の
政
治
機
構
」
と
形
式
上
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
漁
業
問
題
が
ど

れ
だ
け
首
脳
レ
ベ
ル
で
扱
わ
れ
る
か
現
段
階
で
は
定
か
で
は
な
い
が
、
当
面
は
従
来
の
三
者
を
中
心

に
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
２
）
政
策
決
定
ア
ク
タ
ー
の
構
成
と
機
能

　

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
実
質
的
な
政
策
決
定
機
関
は
漁
業
閣
僚
理
事
会
、
欧
州
委
員
会
、
そ
し
て
欧
州
議

会
で
あ
る
。
後
述
す
る
加
盟
国
や
漁
業
団
体
は
政
策
決
定
の
様
々
な
プ
ロ
セ
ス
で
影
響
力
を
行
使
す

る
。

（
漁
業
閣
僚
理
事
会
）

　

漁
業
の
場
合
、
漁
業
閣
僚
理
事
会
が
事
実
上
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
り
、
各
国
の
閣
僚
よ
り

構
成
さ
れ
る
。
欧
州
委
員
会
が
提
案
や
法
令
な
ど
の
発
議
権
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
各
国
の
個

別
分
野
の
利
害
を
背
景
に
し
た
政
策
調
整
が
主
た
る
機
能
で
あ
る
。
こ
の
理
事
会
の
補
佐
機
関
と
し

て
各
加
盟
国
の
Ｅ
Ｕ
常
駐
代
表
部
の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
コ
レ
ペ
ー
ル
（
週
一
回
の
頻
度
）
等
が
あ

り
、
理
事
会
の
指
示
に
従
い
作
業
部
会
等
を
設
け
、
特
定
事
項
の
検
討
や
調
査
を
行
う
。
重
要
な
こ

と
は
、
欧
州
委
員
会
の
提
案
は
コ
レ
ペ
ー
ル
を
通
ら
な
い
と
理
事
会
で
は
検
討
さ
れ
な
い
、
即
ち
、

コ
レ
ペ
ー
ル
は
Ｅ
Ｕ
の
決
定
事
項
を
最
初
に
議
論
す
る
場
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
合
意
が
得

ら
れ
、
Ｅ
Ｕ
の
最
終
決
定
と
な
る
も
の
も
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
理
事
会
や
コ
レ
ペ
ー
ル
を
構
成
す
る
加
盟
国
も
漁
業
国
と
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、
フ

ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
、
イ
タ
リ
ア
及
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
“
漁
業
の
友
”

（A
m

is de la P
êche

）
と
も
言
わ
れ
る
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
て
お
り
、
保
存
管
理
措
置
の
導
入
な

ど
に
対
し
て
は
協
調
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

（
欧
州
委
員
会
）

　

欧
州
委
員
会
は
「
Ｅ
Ｕ
の
政
府
」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
政
策
の
提
案
、
法
令
（
規
則
、
指
令
、

決
定
）
の
提
出
を
独
占
的
に
行
う
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
欧
州
委
員
会
の
権
限
は
こ
れ
だ
け
に

留
ま
ら
ず
、
各
加
盟
国
が
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
違
反
し
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
欧
州
委
員

会
が
当
該
国
を
欧
州
司
法
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
欧
州
委
員
会
は
二
九
の
総
局
と
九
つ

の
部
局
・
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
。
分
野
ご
と
に
二
七
名
の
委
員
が
各
国
政
府
の
合
意
に
基

づ
い
て
任
命
さ
れ
る（
日
本
の
省
庁
の
大
臣
に
相
当
）。
漁
業
に
つ
い
て
は
海
洋
・
漁
業
総
局
が
担
当
、

委
員
は
ダ
マ
ナ
キ
委
員
で
あ
る
（
ギ
リ
シ
ャ
出
身
、
女
性
）。

漁
業
閣
僚
理
事
会
が
事
実
上
の
最
高

意
思
決
定
機
関
、
各
国
の
閣
僚
で
構

成
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欧
州
議
会
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条

約
発
効
以
降
、
よ
り
重
要
な
意
志
決

定
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る

欧
州
委
員
会
の
内
外
に
設
置
さ
れ
る

諸
機
関

（
欧
州
議
会
）

　

諮
問
機
関
と
し
て
欧
州
委
員
会
の
提
案
に
意
見
を
表
明
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
欧
州
議
会
は
、
マ
ー

ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
発
効
（
一
九
九
三
年
）
以
降
、
よ
り
重
要
な
意
志
決
定
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
欧
州
議
員
（M

em
ber of E

uropean P
arliam

ent

）
の
特
徴
は
、
各
国
単

位
で
選
出
さ
れ
る
が
、
欧
州
市
民
に
よ
り
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
選
出
さ
れ
た
議
員

は
加
盟
国
の
枠
を
超
え
て
欧
州
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
を
共
有
す
る
横
断
的
な
政
党
グ
ル
ー
プ

と
し
て
行
動
す
る
。
現
在
、
議
員
数
は
七
三
六
人
、
人
口
の
多
い
ド
イ
ツ
が
九
九
人
、
フ
ラ
ン
ス
、

英
国
、イ
タ
リ
ア
が
七
二
人
、マ
ル
タ
五
人
と
な
っ
て
お
り
、議
員
総
数
の
三
分
の
一
が
女
性
で
あ
る
。

　

欧
州
議
会
に
は
専
門
委
員
会
と
し
て
水
産
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
メ
ン
バ
ー
は
四
七
名
、

委
員
長
は
Ｆ
．
カ
ル
メ
ン
（
ス
ペ
イ
ン
、
欧
州
人
民
党
）
で
あ
る
。
こ
の
他
、
環
境
委
員
会
や
公
衆
・

食
品
安
全
委
員
会
に
お
い
て
も
漁
業
関
係
が
議
論
さ
れ
る
。
第
三
国
へ
の
入
漁
の
関
係
で
開
発
委
員

会
に
お
い
て
も
漁
業
が
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

　

欧
州
議
会
で
は
法
案
審
議
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
欧
州
委
員
会
の
「
提
案
」
に
対
し
修
正
案
を
作
成

す
る
党
派
グ
ル
ー
プ
が
最
も
影
響
力
を
行
使
す
る
。
通
常
、
党
派
グ
ル
ー
プ
の
人
数
に
応
じ
た
ポ
イ

ン
ト
を
基
に
修
正
案
作
成
議
員
が
決
定
さ
れ
る
。
欧
州
議
会
で
の
最
大
派
閥
は
欧
州
人
民
党
（
二
六

五
人
）
で
あ
る
が
、
過
半
数
に
は
達
し
な
い
た
め
、
政
策
分
野
に
よ
り
他
の
党
派
グ
ル
ー
プ
と
連
携

す
る
こ
と
が
多
い
。
現
在
審
議
中
の
次
期
Ｃ
Ｆ
Ｐ
案
に
つ
い
て
は
欧
州
人
民
党
、
欧
州
自
由
民
主
同

盟
（
八
四
人
）
及
び
欧
州
保
守
改
革
（
五
四
人
）
が
連
携
し
各
々
の
関
心
事
項
を
欧
州
議
会
の
代
表

意
見
と
す
る
と
の
妥
協
が
成
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。（
図
表
２
―
１
）

（
３
）
政
策
ア
ク
タ
ー
に
影
響
を
与
え
る
ア
ク
タ
ー

　

政
策
を
決
定
す
る
ア
ク
タ
ー
が
判
断
す
る
材
料
、
あ
る
い
は
助
言
を
求
め
る
た
め
に
欧
州
委
員
会

の
内
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
機
関
等
が
あ
る
。
主
な
も
の
を
見
て
い
こ
う
。

○
国
際
海
洋
探
査
理
事
会（International C

ouncil for the E
xploration of the S

ea : 

Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
）

　

海
洋
生
物
及
び
海
洋
生
態
系
の
調
査･

研
究
に
関
す
る
独
立
し
た
国
際
研
究
機
関
。
本
部
は
コ
ペ

ン
ハ
ー
ゲ
ン
、
一
九
〇
二
年
設
立
。
二
〇
ヶ
国
か
ら
約
一
六
〇
〇
名
の
海
洋
学
者
を
有
す
る
。
水
産

関
係
で
は
資
源
評
価
及
び
資
源
動
向
の
分
析
及
び
系
群
毎
に
Ｔ
Ａ
Ｃ
等
保
存
管
理
措
置
に
関
す
る
勧

告
を
行
う
。

○
漁
業
養
殖
諮
問
委
員
会（A

dvisory C
om

m
ittee for F

isheries and A
quaculture : 

Ａ
Ｃ
Ｆ
Ａ
）

　

利
益
集
団
の
声
を
欧
州
委
員
会
の
決
定
に
取
り
入
れ
、
利
益
集
団
の
協
力
を
得
る
た
め
に
欧
州
委

員
会
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
諮
問
機
関
（
一
九
七
一
年
）。
年
に
七
～
八
回
開
催
。
Ａ
Ｃ
Ｆ
Ａ
は
欧
州

委
員
会
の
提
案
を
審
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
生
産
者
、
漁
協
、
銀
行
、
加
工
、
漁
業
者
、

消
費
者
等
の
職
種
別
に
各
国
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
な
が
ら
メ
ン
バ
ー
が
選
出
さ
れ
る
。

○
地
域
諮
問
委
員
会
（R

egional A
dvisory C

ouncil : 

Ｒ
Ａ
Ｃ
）

　

地
域
の
漁
業
者
、
環
境
団
体
、
遊
漁
、
養
殖
、
消
費
者
等
で
構
成
。
欧
州
委
員
会
へ
の
政
策
的
助
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こ
の
他
、
経
済
社
会
評
議
会
も
欧
州

委
員
会
の
提
案
に
対
し
て
意
見
を
言

え
る

言
や
意
見
表
明
を
行
う
。
欧
州
委
員
会
に
よ
り
設
置
（
二
〇
〇
四
年
）
さ
れ
て
は
い
る
が
、
独
立
機

関
で
あ
り
運
営
は
専
ら
構
成
メ
ン
バ
ー
に
任
さ
れ
て
い
る
。

○
漁
業
科
学
技
術
経
済
委
員
会

　
（S

cience, T
echnical and E

conom
ic C

om
m

ittee for F
isheries : 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｆ
）

　

欧
州
委
員
会
に
よ
り
設
置
（
一
九
九
三
年
）。
メ
ン
バ
ー
は
科
学
者
や
技
術
的
な
専
門
家
の
み
で

専
門
的
な
見
地
か
ら
政
策
的
助
言
を
与
え
る
。
対
象
分
野
は
科
学
調
査
、
資
源
管
理
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
、

漁
業
経
営
、
水
産
加
工
な
ど
幅
広
い
。
イ
ン
パ
ク
ト
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
も
行
う
。
メ
ン
バ
ー
は
欧
州

委
員
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
任
期
は
三
年
。
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
Ｗ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー

も
兼
任
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
と
は
異
な
る
勧
告
を
与
え
る
こ
と
も
多
い
。

　

 

　

な
お
、
こ
の
他
、
経
済
社
会
評
議
会
（E

conom
ic &

 S
ocial C

om
m

ittee

）
や
地
域
評
議
会

（C
om

m
ittee of the R

egion

）
も
欧
州
委
員
会
の
提
案
に
対
し
て
意
見
を
言
え
る
。

　

ま
た
、
欧
州
議
会
議
員
、
各
国
の
漁
業
閣
僚
、
欧
州
委
員
会
に
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
を
行
う
利
益
集

団
や
環
境
・
消
費
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
ブ
ラ
ッ
セ
ル
に
は
数
多
く
存
在
す
る
。
漁
業
関
係
で
は
国
境
を
越
え
た

欧
州
の
漁
業
者
連
合
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｅ
が
有
名
で
あ
る
。 定数 27 名（任期 5 年） 

ダマナキ海洋・漁業委員 
ブリュッセル 

EU 理事会：EU Council 

【行政・執行機関】 

定数 736 名（任期 5 年） 
本会議 ストラスブール、 
漁業小委員会 ブリュッセル 

欧州議会：European Parliament 
【EU理事会との共同決定手続き/欧州委員会の監督権限等】

欧州委員会：European Commission 

【立法権限・予算権限・国際条約締結等】

指示
コレペール(常駐代表委員会) 

【EU 理事会の補佐組織】 

各種作業部会 

欧州理事会：European Council
【最高政治決定機関】

議長国任期 6 ｹ月 
 
加盟国閣僚+欧州委員会委員

年次報告等

委員会不信任決議権
意見等 

政策提案、法案、予
算案の排他的発議権 

規則・指令等の決定等

各加盟国 EU 大使 
 

・特定事項の準備・調査 
・各国間の実質的な意見調整 

準備・調査

協議

共同決定手続き等への参加 

図表２－１　EU 漁業政策の政策決定アクターの役割

出典：Gateway to the European Union を基に作成。
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全
会
一
致
方
式
を
と
っ
て
い
た
た
め

に
、
加
盟
国
の
増
加
は
「
弊
害
」
に

さ
せ
る
恐
れ
が
あ
っ
た

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
は
「
共
同

決
定
手
続
き
」
が
導
入
さ
れ
、
欧
州

議
会
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た

３
．
意
志
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム

（
１
）
従
来
の
意
志
決
定
方
式
の
欠
陥

　

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
発
効
以
前
の
意
志
決
定
の
基
本
的
な
仕
組
み
は
、欧
州
委
員
会
が
提
案
し
、

理
事
会
が
決
定
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
で
欧
州
議
会
、
経
済
社
会
評
議
会
及
び

地
域
評
議
会
等
が
諮
問
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
提
出
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
意
見
や
修
正
の
多
く

は
法
的
な
拘
束
力
が
な
く
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
欧
州
委
員
会
や
理
事
会
の
判
断
で
あ
っ
た
。
特
に

各
国
間
の
政
治
調
整
を
踏
ま
え
た
理
事
会
が
最
も
強
い
権
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
共
同
体
全
体
に
関

わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
全
会
一
致
方
式
を
と
っ
て
い
た
た
め
に
、加
盟
国
の
増
加
は
こ
の
方
式
を「
弊

害
」
に
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。

（
２
）
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
意
志
決
定
方
式
の
改
革

　

そ
れ
が
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
発
効
（
一
九
九
三
年
）
に
よ
り
、
大
国
に
持
ち
票
が
多
い
特
定

多
数
決
方
式
（Q

ualified M
ajority V

oting

）
が
導
入
さ
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
Ｃ
Ｆ
Ｐ
で
後
述
す

る
よ
う
に
漁
船
建
造
補
助
金
の
禁
止
が
決
定
さ
れ
た
の
も
こ
の
特
定
多
数
決
方
式
に
よ
り
妥
協
が
成

立
し
た
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る
（S

chw
eiger 2010

）。

　

更
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
は
「
共
同
決
定
手
続
き
（C

o-decision P
rocedure

）」
が
導
入

さ
れ
、
欧
州
議
会
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
。
こ
の
共
同
決
定
手
続
き
で
は
欧
州
委
員
会
の
提
案
を
受

け
て
理
事
会
が
単
独
で
決
定
す
る
の
で
は
な

く
、
ま
ず
、
提
案
に
対
し
て
欧
州
議
会
が
第
一

読
会
（first reading

）
に
よ
っ
て
意
見
を
示

し
、
そ
の
後
で
理
事
会
で
審
議
し
条
件
付
多
数

決
共
通
見
解
（a com

m
on position

）
を
採
択

す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
欧
州
議
会
は
第
二
読
会 

（second reading

）
を
開
き
、
修
正
を
提
案
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
欧
州
議
会
が
修
正
提
案
せ

ず
に
是
認
し
た
場
合
に
は
、
理
事
会
は
提
案
を

採
用
で
き
る
。
理
事
会
と
欧
州
議
会
の
意
見
が

異
な
る
場
合
に
は
、
両
者
同
数
の
代
表
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
調
停
委
員
会
を
開
催
す
る
。
そ
こ

で
も
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、

欧
州
議
会
が
議
員
総
数
の
絶
対
多
数
で
法
案

を
廃
案
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に

欧
州
議
会
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ

て
か
な
り
の
権
限
が
強
化
さ
れ
た
と
言
え
る
。

（
図
表
２
―
２
）

委員会 「提案」 

EU(農)漁業閣僚理事会 

コレペール 

 第一回読会   第二回読会 

欧 州 議 会 

意見

「共通の立場」

修正

コメント 調停：共同条文 採択

図表２－２　欧州委員会の「提案」審議及び採択までの流れ
出典：Gateway to the European Union を基に作成。
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欧
州
委
員
会
が〝C

om
m

unication

”

の
提
出
権
限
を
排
他
的
に
付
与
さ
れ

て
い
る

（
３
）
欧
州
委
員
会
に
よ
る
“C

om
m

unication

”
の
提
出

　

共
通
漁
業
政
策
（
Ｃ
Ｆ
Ｐ
）
は
欧
州
委
員
会
が
“C

om
m

unication

”（
い
わ
ゆ
る
政
策
や
法
令
な

ど
の
提
案
の
総
称
）
を
提
出
し
な
い
こ
と
に
は
何
も
決
定
さ
れ
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
欧
州
委
員
会

が
“C

om
m

unication

”
の
提
出
権
限
を
排
他
的
に
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

そ
の
欧
州
委
員
会
の
業
務
は
“C

om
m

unication

”
を
理
事
会
や
欧
州
議
会
に
提
出
し
た
段
階
で

完
了
す
る
。
そ
の
後
の
理
事
会
や
欧
州
議
会
の
審
議
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
欧
州
委

員
会
は
“C

om
m

unication

”
の
準
備
の
た
め
に
最
大
限
努
力
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
“C

om
m

unication

”
を
準
備
す
る
段
階
で
は
欧
州
議
会
や
加
盟
国
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
意
見
の

他
、
広
範
な
公
式
・
非
公
式
協
議
に
お
け
る
意
見
交
換
、
漁
業
団
体
、
資
源
評
価
の
知
見
を
有
す
る

Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
、
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
様
々
な
関
係
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
見
解
も
参
照
さ
れ
る
。

　

更
に
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
欧
州
委
員
会
の
提
案
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
徹
底
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
・

ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
政
策
提
案
と
代
替
案
に
つ
い
て
各
々
の
案
が
も
た
ら

す
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。（
図
表
２
―
３
）

漁業団体 加盟国 欧州議会
科学者グループ

(ICES, STECF) 環境 NGO 

問 題 点 や 論 点 の 整 理 

非公式提案ACFA 
関係者間ワー

クショップ等 

準備(９～１２ヶ月)

インパクトアセスメント

及び「提案」草案

欧州委員会部局間の調整

「提案」の発議

図表２－３　欧州委員会の「提案」発議まで

出典：EU Fact Sheet "How regulations are made" を基に作成。
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Ｃ
Ｆ
Ｐ
設
立
以
来
、
共
通
漁
業
水
域

の
資
源
状
況
は
改
善
さ
れ
て
お
ら

ず
、
悪
化
の
一
途
を
辿
る

欧
州
委
員
会
の
提
案
は
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の

勧
告
を
越
え
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
と
な
る

第
Ⅲ
章
：
資
源
の
保
存
政
策
を
巡
る
取
り
組
み
の
足
跡
：

　
　
　
　

何
故
、
資
源
状
況
は
改
善
さ
れ
な
い
の
か
？

　

本
章
で
は
二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
改
革
に
お
け
る
資
源
の
保
存
政
策
の
展
開
に
焦
点
を
あ
て
る
。

先
ず
、
資
源
の
保
存
管
理
の
基
本
手
段
で
あ
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
に
際
し
欧
州
委
員
会
と
最
終
決
定
権
を

持
つ
漁
業
閣
僚
理
事
会
の
役
割
を
振
り
返
る
。
次
に
保
存
管
理
の
手
段
と
し
て
二
〇
〇
二
年
よ
り
新

た
に
導
入
さ
れ
た
資
源
回
復
／
資
源
管
理
計
画
及
び
こ
れ
ら
保
存
管
理
措
置
の
実
効
を
上
げ
る
手
段

と
し
て
の
監
視
取
締
制
度
の
取
り
組
み
状
況
の
検
証
を
試
み
る
。

１
．
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
に
つ
い
て
の
欧
州
委
員
会
と
漁
業
閣
僚
理
事
会
の
相
克

（
１
）
二
〇
〇
二
年
以
降
の
漁
業
資
源
の
状
況

　

一
九
八
三
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
以
来
、
共
通
漁
業
水
域
の
資
源
状
況
は
改
善
さ
れ
て
お
ら
ず
、
悪
化
の
一

途
を
辿
っ
て
い
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
に
よ
る
魚
種
別
資
源
状
況
を
見
る
と
二
〇
〇
二
年
以
降
も
余
り
改
善

は
見
ら
れ
て
い
な
い
（
図
表
３
―
１
）。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
は
生
物
学
的
安
全
レ
ベ
ル
を
達
成
す
る
た
め
に

漁
獲
圧
の
大
幅
な
削
減
を
勧
告
し
続
け
て
い
た
。
例
え
ば
、
北
海
の
タ
ラ
資
源
な
ど
は
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
ゼ

ロ
と
し
て
い
た
。こ
う
し
た
禁
漁
と
勧
告
さ
れ
た
漁
業
資
源
の
数
は
二
〇
〇
三
～
二
〇
一
一
年
の
間
、

年
に
よ
り
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
一
一
か
ら
二
四
に
も

上
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
科
学
的
勧

告
の
多
く
は
次
項
で
言
及
す
る
よ
う
に
欧
州
委
員
会
の

提
案
で
も
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

（
２
）
欧
州
委
員
会
に
よ
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
提
案

　

Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
勧
告
及
び
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｆ
の
答
申
を
踏
ま

え
、
欧
州
委
員
会
は
一
一
月
後
半
か
ら
一
二
月
初
旬
に

か
け
、
次
年
度
の
主
要
魚
種
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
漁
業
閣
僚
理

事
会
（
以
下
‘
理
事
会
’）
に
提
案
す
る
。
主
要
漁
場

で
あ
る
北
海
及
び
セ
ル
チ
ッ
ク
海
の
二
〇
〇
六
年
Ｔ
Ａ

Ｃ
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
勧
告
と
欧
州
委
員
会
の
提
案

を
比
較
し
て
み
た
い
（
図
表
３
―
２
）。
一
六
資
源
中

一
一
資
源
が
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
勧
告
を
越
え
て
い
る
（
二
〇

〇
七
年
は
一
六
資
源
中
一
三
資
源
）。

　

で
は
、
何
故
、
欧
州
委
員
会
は
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
勧
告
を

越
え
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
を
提
案
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
先

ず
考
え
ら
れ
る
の
が
資
源
回
復
計
画（
第
Ⅲ
章
２
参
照
）

底生類 深海類 遡河性 餌料用 浮魚類 

1996 28 49 100 0 32 
 

1998 39 74 100 0 37 

2000 32 82 100 0 42 

2002    -    - 100    -    - 

2004 31 61 100 41 13 

2006 40 51 100 21 2 

出典：ICES 漁業管理諮問委員会報告(2004~2006)を基に作成。 
図表３－１　生物学的持続可能レベルに達していない資源の魚種別割合（％）



−　−−　−45 44

欧
州
委
員
会
の
政
策
声
明
で
「
漁
業

資
源
の
乱
獲
が
甚
だ
し
い
」
と
深
刻

さ
を
認
め
「
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
と
漁
業
管

理
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
苦
悩
し
て

い
る

と
の
関
係
で
あ
る
。
禁
漁
と
い
う
措
置
が
科
学
的
に
は
最
も
効
果
的
で
は
あ
っ
て
も
漁
業
が
即
禁
止

と
な
れ
ば
、
漁
業
者
は
生
活
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
禁
漁
で
あ
れ
ば
三
年
で
回
復
す

る
予
定
を
、
漁
業
経
営
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
一
〇
年
で
回
復
さ
せ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た

理
由
で
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
勧
告
を
却
下
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
資
源
回
復
計

画
と
は
関
係
の
な
い
魚
種
に
つ
い
て
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
産
業
界
の
代
表
等
か
ら
な
る
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ

Ｆ
の
答
申
、
加
盟
国
や
漁
業
団
体
他
か
ら
の
働
き
か
け
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

欧
州
委
員
会
も
二
〇
〇
八
年
の
政
策
声
明
（IP

/08/828

）
で
「
欧
州
周
辺
水
域
は
世
界
の
他
の

水
域
と
比
べ
て
も
漁
業
資
源
の
乱
獲
が
甚
だ
し
い
」
と
深
刻
さ
を
認
め
て
い
る
。
更
に
同
声
明
で
は

「
最
終
的
に
合
意
さ
れ
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
も
科
学
的
勧
告
を
遙
か
に
越
え
て
い
る
の
で
、
持
続
的
な
漁
業
を

復
活
さ
せ
る
に
は
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
と
漁
業
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
真
剣
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
て
い
る
。
欧
州
委
員
会
の
苦
悩
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

最
終
的
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
は
欧
州
委
員
会
の
提
案
を
経
て
‘
理
事
会
’
が
決
定
す
る
の
で
、
理
事
会
の
責

任
は
大
き
い
。
次
項
で
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

（
３
）‘
理
事
会
’
に
よ
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定

　

欧
州
委
員
会
が
提
案
す
る
次
年
度
の
魚
種
別
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
受
け
て
、
通
常
は
一
二
月
中
旬
、
場
合
に

よ
っ
て
は
越
年
で
‘
理
事
会
’
が
最
終
的
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
決
定
す
る
。
し
か
し
そ
の
数
量
は
異
な
る
こ

と
が
多
い
。

出典：欧州委員会による 2006 年漁種別 TAC 提案：COM(2005)617, ICES 漁業管理諮問委員会報告

(2005)を基に作成。 

魚 種 名        ICES 海区      ICES の TAC 提案  欧州委員会の TAC 提案  
欧州委員会提案＜ICES 提案 
コモン・ソール          Ⅷ区 a,b          4,200                         4,060  

欧州委員会提案=ICES 提案 
コモン・ソール  セルチック海Ⅶ区 f,g             880                           880 
コモン・ソール              Ⅲ区 a              900                           900 
コモン・ソール      東部海峡Ⅶ区 d            5,720                          5,720 
ニシン         Ⅵ区南部、Ⅶ区 b,c           14,000                        14,000 
欧州委員会提案＞ICES 提案 
アンコウ       Ⅶ区 b-k, Ⅷ区 a,b             33,900                        33,918 
タラ            カテガット                       0                           850 
タラ         スカゲラック                     0                          3,315 
コモン・ソール  アイルランド西Ⅶ区 b,c            380                           553 
コモン・ソール    西部海峡Ⅶ区 e                   240                           940 
ツノガレイ      セルチック海Ⅶ区 f,g             390                           450 
ツノガレイ        アイルランド南西部(Ⅶ区 h-k)        245                           396 
ツノガレイ      アイルランド西Ⅶ区 b,c              65                           136 
ガンギエイ      北海                         0                          2,737 
ホワイティング   Ⅶ区 e-k                     10,800                          18,360 
ニシン           セルチック海                   6,700                         12,050 

図表３－２　2006 年漁期における北海及びセルチック海における欧州委員会と ICES の
魚種別 TAC 提案の比較
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欧
州
委
員
会
が
提
案
す
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
魚

種
と
理
事
会
が
最
終
決
定
す
る
Ｔ
Ａ

Ｃ
魚
種
は
大
幅
に
越
え
る

　

そ
れ
で
は
、
欧
州
委
員
会
の
提
案
す
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
対
し
こ
れ
を
超
え
る
‘
理
事
会
’
の
Ｔ
Ａ
Ｃ

は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

‘
理
事
会
’
に
よ
り
Ｔ
Ａ
Ｃ
が
増
加
す
る
対
象
資
源
の
割
合
は

年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
で
は
約
二
一
％
だ
っ
た
も
の
が
二
〇
〇
七
年
に
は
約
五
三
％

と
増
加
し
て
い
る
（
図
表
３
―
３
）。

（
脚
注
：
対
象
資
源
数
の
数
が
年
に
よ
り
異
な
る
に
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
グ
リ
ー
ン

ラ
ン
ド
な
ど
第
三
国
と
の
入
漁
交
渉
の
結
果
に
よ
り
対
象
資
源
が
異
な
る
こ
と
を
反
映
）

　

で
は
、
欧
州
委
員
会
の
提
案
す
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
魚
種
と
‘
理
事
会
’
が
最
終
決
定
す
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
魚
種
に

関
し
、
数
量
で
は
ど
の
程
度
違
う
の
だ
ろ
う
か
？
対
象
魚
種
に
よ
っ
て
は
何
百
倍
も
Ｔ
Ａ
Ｃ
が
増
加

し
た
種
も
あ
る
が
、
二
〇
〇
六
年
と
二
〇
〇
七
年
の
増
加
率
の
中
央
値
は
一
七
・
六
％
の
ま
ま
で
変

化
な
い
。
し
か
し
二
〇
〇
七
年
は
前
年
に
比
べ
欧
州
委
員
会
が
提
案
す
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
対
し
こ
れ
を
超

え
る
‘
理
事
会
’
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
割
合
も
数
も
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、ト
ー
タ
ル
の
数
量
で
見
れ
ば
、

か
な
り
の
増
枠
が
な
さ
れ
た
と
分
か
る
（
図
表
３
―
４
）。
実
際
、
欧
州
委
員
会
も
そ
の
こ
と
を
認

め
て
お
り
、
二
〇
〇
七
年
に
は
‘
理
事
会
’
で
決
定
さ
れ
た
Ｔ
Ａ
Ｃ
は
科
学
者
の
勧
告
を
大
幅
に
越

え
そ
の
超
過
割
合
は
平
均
で
四
二
～
五
七
％
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
気
に
な
る
の
は
こ
う
し
て
設
定
さ
れ
た
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
対
し
て
実
際
の
漁
獲
は
ど
う
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
？

 ２００５ ２００６ ２００７ 
‘理事会’による’採択 TAC＜欧州委員会提案

となった系群数 
‘理事会’による採択 TAC＝欧州委員会提案

となった系群数 
‘理事会’による採択 TAC＞欧州委員会提案

となった系群数 

 
2    (1.1%)  

 
144  (77.8%)
 
 39  (21.1%) 

 
3  (2.9%) 
 

63  (61.2%) 
 

37  (35.9%) 

 
0   (0.0%)

 
53   (46.1%)
 

62  (53.9%)
総   系    群    数 185  100.0%) 103 (100.0%) 115  (100.0%)

出典：欧州委員会による2005年, 2006年, 2007年漁種別TAC提案：COM(2004)785, COM(2005)617, 
COM(2006)499 を基に作成。 

 7002 6002 5002 

削減割合の最大値(B/A) 
 
削減割合の中央値(B/A) 
 
増加割合の最大値(B/A) 
 
増加割合の中央値(B/A) 
 

 
9.6%↓ 
 
5.0%↓ 

 
500.0%↑ 
 
15.7%↑ 

 
36%↓

 
5.0%↓

 
8879.6%↑

 
17.6%↑

 
0.0% 

 
― 

 
571.8%↑ 
 
17.6%↑ 

出典：欧州委員会による 2005 年, 2006 年, 2007 年漁種別 TAC 提案：COM(2004)785, 
COM(2005)617, COM(2006)499 を基に作成。 

図表３－３　漁業閣僚理事会により最終的に採択された TAC と欧州委員会提案の
TAC の比較表

図表３－４　欧州委員会提案（A）に対する理事会による採択TAC（B）の増減割合について
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毎
年
の
加
盟
国
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
超
過
件
数

は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
超
過
数
量
の

割
合
も
小
さ
い
の
で
問
題
な
い
。
し

か
し
欧
州
委
員
会
は
デ
ー
タ
は
実
態

を
反
映
し
て
い
な
い
と
判
断
し
て
い

る

（
４
）
加
盟
国
に
よ
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
消
化
状
況

　

Ｅ
Ｕ
で
は
加
盟
国
に
よ
る
Ｔ
Ａ
Ｃ
他
の
規
制
措
置
の
遵
守
状
況
の
評
価
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い

る
。
毎
年
の
加
盟
国
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
超
過
件
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
超
過
数
量
の
割
合
も
小
さ
い
の
で

問
題
な
い
よ
う
に
見
え
る
（
図
表
３
―
５
）。

　

し
か
し
欧
州
委
員
会
は
加
盟
国
通
報
の
デ
ー
タ
は
実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

加
盟
国
の
監
視
取
締
の
頻
度
は
極
め
て
限
定
的
、
全
て
の
漁
船
を
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
。
商
品
サ
イ

ズ
と
な
ら
な
い
魚
種
の
海
上
投
棄
の
量
を
報
告
し
な
か
っ
た
り
、
過
少
報
告
の
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な

い
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
は
Ｅ
Ｕ
の
監
視
取
締
官
か
ら
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
は
科
学
者
の
勧
告
を
越
え
た
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
に
比
べ
れ
ば
大
し
た
問
題
で
は
な
い
と

す
る
専
門
家
も
多
い
。
こ
の
こ
と
は
科
学
的
根
拠
を
無
視
し
た
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
過
剰
設
定
と
い
う
仕
組
み

が
抱
え
る
構
造
的
な
問
題
を
吐
露
し
て
い
る
。
即
ち
、Ｔ
Ａ
Ｃ
に
つ
い
て
科
学
者
が
何
と
言
お
う
と
、

欧
州
委
員
会
の
提
案
を
経
て
最
終
的
に
は
加
盟
国
の
代
表
か
ら
な
る
‘
理
事
会
’
で
全
て
決
ま
る
か

ら
だ
。Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
勧
告
か
ら
欧
州
委
員
会
の
提
案
や
理
事
会
の
決
定
が
如
何
に
乖
離
し
て
い
る
か
、

昔
に
比
べ
れ
ば
縮
ま
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
改
善
す
べ
き
余
地
は
多
い
（
図
表
３
―
６
）。
政
治
が

科
学
よ
り
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
専
門
家
は
問
題
視
し
て
い
る
。こ
う
し
た
意
志
決
定
方
式
の
下
で
は
、

加
盟
国
の
意
志
が
強
く
働
く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
国
の
漁
業
者
の
力
で
あ
る
。

　

ル
ー
ル
を
変
え
な
い
限
り
構
造
的
な
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
。
こ
の
た
め
欧
州
委
員
会
は
‘
理
事

会
’
な
ど
の
介
入
を
防
ぐ
た
め
資
源
回
復
計
画
等
を
通
じ
毎
年
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
を
事
前
に
ル
ー
ル
化

す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
次
項
で
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

年  2001 2002 2003 2004 
TAC 管理対象数

TAC 超過件数 
798
34

757 
23 

811 
16 

875 
16 

平均超過割合 
超過割合最大値 

5.2%
33.3%

7.4% 
65.3% 

14.4% 
78.3% 

10.1%
67.8%

出典：欧州委員会による Compliance Scoreboards 
(2003~2005)を基に作成。 

図表３－６　TAC に関する ICES の科学的助言と欧州委員会提案及び’
理事会’決定との乖離

図表３－５　加盟国の TAC 超過件数／年

出典：A Diagnosis  of the EU fishery sector DRAFT 2009 
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Ｅ
Ｕ
で
は
二
〇
〇
二
年
時
点
で
二
五

系
群
が
Ｓ
Ｂ
Ｌ
以
下
の
水
準
と
み
て

い
る
。
資
源
回
復
計
画
は
Ｓ
Ｂ
Ｌ
以

上
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る

資
源
回
復
計
画
の
成
果
が
出
る
ま
で

に
は
五
～
一
五
年
を
要
す
る
こ
と
が

多
く
、
そ
の
評
価
は
難
し
い

２
．
資
源
回
復
（
管
理
）
計
画
の
妥
当
性

　

二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
改
革
で
始
ま
っ
た
の
は
資
源
回
復
計
画
及
び
資
源
管
理
計
画
で
あ
る
。
そ

の
枠
組
、
進
捗
状
況
及
び
課
題
な
ど
を
見
て
み
よ
う
。

（
１
）
資
源
回
復
（
管
理
）
計
画
と
は
？

　

Ｅ
Ｕ
で
は
漁
獲
対
象
と
な
る
漁
業
資
源
の
状
態
の
域
値
を
生
物
学
的
安
全
域
（
Ｓ
Ｂ
Ｌ=S

afe 

B
iological L

im
its:

生
物
学
的
に
み
て
緊
急
に
資
源
管
理
措
置
を
導
入
す
る
必
要
の
あ
るB

lim
it

に
相
当
）
と
定
め
て
い
る
が
、
二
〇
〇
二
年
時
点
で
二
五
系
群
が
Ｓ
Ｂ
Ｌ
以
下
の
水
準
と
さ
れ
て
い

た
。
資
源
回
復
計
画
は
、
こ
う
し
た
水
準
の
漁
業
資
源
を
Ｓ
Ｂ
Ｌ
以
上
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
（
資
源
管
理
計
画
は
基
本
的
に
既
に
Ｓ
Ｂ
Ｌ
以
上
の
水
準
に
あ
る
漁
業
資
源
の
資
源
維
持
が

目
的
）。資
源
回
復
計
画
の
実
施
期
間
は
一
〇
年
以
内
で
あ
る
。回
復
措
置
の
手
段
は
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
加
え
、

漁
場
滞
在
日
数
を
含
む
努
力
量
管
理
、
小
型
魚
の
採
捕
規
制
、
禁
漁
期
間
・
区
域
の
設
定
な
ど
で
あ

る
。
特
徴
的
な
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
資
源
が
回
復
し
一
定
期
間
若
し
く
は
二
年
続
け
て
Ｓ

Ｂ
Ｌ
内
に
あ
る
場
合
は
資
源
管
理
計
画
に
移
行
す
る
こ
と
、
二
つ
目
は
複
数
の
国
に
跨
るshared 

stocks

に
つ
い
て
は
第
三
国
と
の
間
で
資
源
回
復
計
画
や
資
源
管
理
計
画
を
共
同
で
実
施
す
る
こ
と

で
あ
る
。

（
２
）
資
源
回
復
（
管
理
）
計
画
の
実
施
状
況

　

資
源
回
復
計
画
及
び
資
源
管
理
計
画
の
取
り
組
み
内
容
は
表
の
通
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
計
画
で
海

面
漁
業
の
漁
獲
量
の
約
八
〇
％
を
カ
バ
ー
す
る
（
図
表
３
―
７
）。
通
常
、
資
源
回
復
計
画
の
作
成

に
は
三
年
ほ
ど
要
す
る
が
、
資
源
水
準
に
よ
っ
て
は
直
ち
に
緊
急
措
置
を
要
す
る
も
の
も
あ
る
。
ビ

ス
ケ
ー
湾
の
ア
ン
チ
ョ
ビ
ー
の
禁
漁
、
北
海
ハ
タ
ハ
タ
の
禁
漁
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
資
源
回
復
計

画
作
成
中
に
北
海
の
カ
レ
イ
類
な
ど
資
源
水
準
が
一
定
レ
ベ
ル
に
回
復
し
資
源
管
理
計
画
に
移
行
す

る
も
の
も
あ
る
。

　

資
源
回
復
計
画
の
成
果
が
出
る
ま
で
に
は
五
～
一
五
年
を
要
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
評
価
は
難

し
い
。
例
え
ば
、
北
海
の
ハ
ド
ッ
ク
は
資
源
回
復
し
た
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実

際
は
Ｅ
Ｕ
の
資
源
回
復
計
画
導
入
以
前
の
一
九
九
四
年
よ
り
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
の
間
で
長
期
的
な
資
源

管
理
計
画
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
一
九
九
九
年
に
大
幅
な
加
入
が
あ

り
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
指
導
の
下
、
こ
れ
を
強
力
に
保
護
し
た
こ
と
が
幸
い
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
資
源
回
復
計
画
の
対
象
種
の
う
ち
、
資
源
状
況
が
芳
し
く
な
い
の
は
何
故
な
の
だ
ろ

う
か
？
次
項
で
代
表
的
な
タ
ラ
を
例
に
と
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

（
３
）
大
西
洋
タ
ラ
資
源
の
回
復
の
試
み

　

大
西
洋
タ
ラ
資
源
回
復
計
画
は
系
群
別
に
四
つ
作
成
さ
れ
た
（
東
部
バ
ル
チ
ッ
ク
海
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
海
、
カ
テ
ガ
ッ
ト
海
、
北
海
の
一
部
）。
い
ず
れ
も
産
卵
親
魚
量
を
三
〇
％
増
や
す
こ
と
を
目
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Ｔ
Ａ
Ｃ
の
削
減
率
が
提
示
さ
れ
て
い

て
も
、最
終
的
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
決
定
は‘
理

事
会
’
の
関
わ
り
を
余
儀
な
く
さ
れ

計
画
通
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
希
で

あ
っ
た

的
と
し
、
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
七
年
の
間
、
段

階
的
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
削
減
を
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
資
源
評
価
に
つ
い
て
の
不
確

実
性
か
ら
具
体
的
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
削
減
率
が
算

出
で
き
な
い
年
が
多
く
見
ら
れ
た
（
図
表
３
―

８
）。
ま
た
、
資
源
回
復
計
画
に
お
い
て
予
め

Ｔ
Ａ
Ｃ
の
削
減
率
が
提
示
さ
れ
て
い
て
も
、
最

終
的
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
決
定
に
‘
理
事
会
’
の
関
わ
り

を
余
儀
な
く
さ
れ
計
画
通
り
に
Ｔ
Ａ
Ｃ
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
北

海
の
タ
ラ
資
源
の
二
〇
〇
五
年
Ｔ
Ａ
Ｃ
は
五

五
％
削
減
が
求
め
ら
れ
た
が
、
実
際
の
削
減
は

無
か
っ
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
海
の
タ
ラ
資
源
に

至
っ
て
は
計
画
通
り
の
削
減
が
実
施
さ
れ
た

年
は
皆
無
で
あ
る
。

　

国
連
公
海
漁
業
協
定
や
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
“
責
任
あ

る
漁
業
に
関
す
る
行
動
規
範
”
で
は
、
資
源
管

理
に
関
し
情
報
・
デ
ー
タ
不
足
や
不
確
実
性
を

1. 大西洋タラ資源回復計画（2004 年 2 月～、2008 年 11 月改訂）
対象海域：北海、カテガット、スカゲラック、東部海峡、アイルランド海及び西部スコットランド
目　　標：産卵親魚量を持続レベルまで増加させること、長期的な持続生産性を最大化する割合と
なるまで漁獲死亡率を減少させること。当面の漁獲死亡率は 0.4 とする。TAC は資源状況により毎
年変更。その他：加盟国は捨魚の削減やタラ混獲の防止プログラムの策定が望まれる。

２．北方ヘイク資源回復計画（2004 年 4 月～）
対象海息：北海、カテガット、スカゲラック、海峡、アイルランド周辺、西部スコットランド及び
ビスケー湾
目　　標：産卵親魚量を少なくとも 14 万㌧まで増加させること

３.　南方ヘイク及びノルウェー・ロブスター回復計画（2005 年 12 月～ ）
対象海域：カンタブリア海及び西部イベリア半島
目　　標：南方ヘイクについては２年連続して産卵親魚量を 35,000 ㌧まで増加させること。ノルウ
エー・ロブスターについては生物学的安全レベルまで回復させること。

４．ビスケー湾ウシノシタ資源管理計画（2006 年 2 月～）
対象海域：ビスケー湾（Ⅷ区 a 及びⅧ区 b ）
目　　標：産卵親魚量を 2008 年の予防レベル（13,000 ㌧）以上に回復させること。
その他　：年間２㌧以上のウシノシタの漁獲を揚げる漁船については特別許可が求められる。一航
海当たり 100kg が上限。

５.　西部海峡のウシノシタ資源管理計画（2007 年 5 月～）
対象海域：西部海峡（Ⅶ区 e）
目　　標：2003～2005 の漁獲死亡の平均若しくは適切な年齢グループの漁獲死亡率（0.27）のいず
れか高い方の漁獲死亡率を 20% 削減すること。

６.　北海ウシノシタ・カレイ類資源管理計画（2007 年 6 月～）
対象海域：北海
目　　標：ウシノシタ及びカレイ類について各々現行の漁獲死亡率を漸減的に減少させることで予
防的なバイオマスを確保すること。　　　現行漁獲死亡率　　目標漁獲死亡率　　目標バイオマス
 ウシノシタ： 0.35 0.2 35,000 ㌧
 カレイ類　： 0.58 0.3 230,000 ㌧

７.　ウナギ回復のための措置（2007 年 9 月～）
対象海域：欧州沿岸域の河口及び河川
目　　標：ウナギの国家管理プログラムを作成し、少なくともウナギ成魚の 40% が、漁業や人間活
動がない場合には産卵のために海へ回遊できるようにすること。

８.　バルチック海タラ資源管理計画（2007 年 9 月～）
対象海域：バルチック海
目　　標：西部バルチック海のタラは 3～6 年かけ漁獲死亡率を 0.6 まで低減・維持すること、同様
に東部バルチック海のタラは 4～7 年かけ漁獲死亡率を 0.3 まで低減・維持すること。
その他　：8m 以下の小型漁船は例外。8～12 ｍの小型漁船の努力量管理については適宜対応。

９. 西部スコットランドのニシン資源管理計画（2008 年 12 月～）
対象海域：Vb 区及び VIb 区の一部並びに VIa 区の北部
目　　標：長期的な最大持続生産性をもたらすレベルまで漁獲死亡を削減すること。資源量が
75,000 ㌧以上の場合の漁獲死亡率は 0.25、資源量が 50,000 ～ 75,000 ㌧の範囲内の場合の漁獲死亡
率は 0.2 とする。資源量が 50,000 ㌧以下の場合は漁場閉鎖。TAC は資源状況に応じ毎年変更。

◎現在準備中の計画
・北方ヘイク（現行の資源回復計画に代わる長期計画）
・マアジ資源管理計画
・アンチョビー資源管理計画
・バルチック海サケ資源管理計画
・バルチック海浮き魚資源管理枠組み

。

図表３－７　EU の資源回復計画等の取組み内容

 カテガット 北海、スカゲラッ

ク、東部海峡 
スコットランド

西部 
アイルランド海 

2004 
‘理事会’削減率 

29％削減 
41%削減 

不明（TAC 設定不

能） 
    49%削減 
    51%削減 

65%削減 
削減無し 

2005 
‘理事会’削減率 

51%削減 
27%削減 

55%削減 
削減無し 

不明（TAC 設定不

能） 
93%削減 
削減無し 

2006 
‘理事会’削減率 

不明（TAC 設定不

能）         
不明（TAC 設定不

能） 
不明（TAC 設定不

能） 
75%削減 
16%削減 

2007 
‘理事会’削減率 

不明（TAC 設定不

能） 
16%削減 
13%削減 

不明（TAC 設定不

能） 
25%削減 
22%削減 

 出典：ICES 漁業諮問理事会報告(2004～2007)を基に作成。 

図表３－８　産卵親魚量の 30% 増加に必要な資源回復計画における大西洋タラの
TAC 削減率と‘理事会’による実際の削減率（下段）
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資
源
回
復
計
画
が
進
ま
な
い
原
因
は

科
学
的
助
言
を
無
視
す
る‘
理
事
会
’

だ
け
で
は
な
い
。
漁
業
者
に
よ
る
タ

ラ
資
源
の
混
獲
と
洋
上
投
棄
が
増
え

た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

欧
州
委
員
会
の
提
案
は
骨
抜
き
に
さ

れ
、
実
質
上
何
も
改
善
さ
れ
な
か
っ

た

以
て
保
存
管
理
措
置
を
採
ら
な
い
言
い
訳
を
し
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
よ
り
慎
重
な
対
応
の
プ
レ

コ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
プ
レ
コ
ー
シ
ョ
ナ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
は
二
〇
〇
二

年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
で
も
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
は
大
西
洋
タ
ラ
の

全
面
禁
漁
を
認
め
な
い
資
源
回
復
計
画
は
欧
州
委
員
会
の
政
策
不
履
行
で
あ
る
と
ま
で
主
張
し
て
い

た
。
し
か
し
欧
州
委
員
会
に
そ
こ
ま
で
要
求
す
る
の
は
酷
で
あ
ろ
う
。
欧
州
委
員
会
の
権
限
は
第
Ⅱ

章
で
言
及
し
た
よ
う
に
提
案
の
発
議
権
の
み
で
あ
り
決
定
権
は
な
い
。
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
決
定
権
は
‘
理
事

会
’
の
み
で
あ
る
。

　

大
西
洋
タ
ラ
資
源
回
復
計
画
が
進
ま
な
い
原
因
は
科
学
的
不
確
実
性
や
科
学
的
助
言
を
無
視
し
た

‘
理
事
会
’
だ
け
で
は
な
い
。
漁
業
者
に
よ
る
タ
ラ
資
源
の
混
獲
と
洋
上
投
棄
が
増
加
し
た
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
タ
ラ
対
象
漁
業
の
漁
獲
努
力
量
は
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
。
し
か
し
他
魚
種
漁
業

に
転
換
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
意
図
的
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
結
果
的
に
タ
ラ
の
混
獲
を
増

加
さ
せ
て
い
る
。
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｆ
の
北
海
タ
ラ
の
推
定
除
去
量
は
、
混
獲
、
海
上
投
棄
や
過
少
報
告
な

ど
を
含
め
る
と
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
二
倍
近
い
水
揚
量
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
（
図
表
３
―
９
）。

（
４
）
欧
州
委
員
会
の
苦
悩

　

資
源
回
復
（
管
理
）
計
画
の
制
度
設
計
の
際
、
当
初
、
欧
州
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
計
画
で
扱
う
Ｔ

Ａ
Ｃ
に
つ
い
て
は
毎
年
‘
理
事
会
’
で
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
初
年
度
だ
け
決
定
さ
せ
、
次
年
度

以
降
は
欧
州
委
員
会
内
部
の
漁
業
・
養
殖
委
員
会
と
協
議
の
上
決
定
す
る
、
即
ち
、
欧
州
委
員
会
の

権
限
強
化
を
考
え
て
い
た
。
ま
た
、

資
源
状
況
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
時

は
、
加
盟
国
か
ら
の
要
求
若
し
く
は

委
員
会
自
身
の
発
議
に
よ
り
一
年
に

限
り
緊
急
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き

る
と
の
提
案
も
し
て
い
た
（C

O
M

（2002

）185 final

）。

　

し
か
し
こ
う
し
た
欧
州
委
員
会
の

野
心
的
な
提
案
は
二
〇
〇
二
年
の
Ｃ

Ｆ
Ｐ
規
則
（N

o. 2371/2002

）
に

は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
資
源

回
復
計
画
策
定
の
際
、
科
学
的
意
見

を
根
拠
と
す
る
欧
州
委
員
会
の
提
案

も
削
除
さ
れ
た
。

 

一
方
で
‘
理
事
会
’
は
資
源
状
況

な
ど
に
加
え
て
経
済
的
事
情
を
考
慮

し
て
資
源
回
復
・
管
理
計
画
の
対
象

種
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
数
量
を
決
定
で
き
る
こ

図表３－９　北海タラの TAC、水揚報告、漁獲・投棄量及び推定除去量

出典：STECF 報告（2009）を基に作成。

TAC 水揚報告
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過
剰
な
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
や
漁
獲
、
違
反

者
へ
の
罰
則
の
不
徹
底
な
ど

二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
で
は
監
視
取

締
制
度
は
よ
り
細
分
化
、
か
つ
、
加

盟
国
と
欧
州
委
員
会
の
関
係
が
明
確

に
さ
れ
た

と
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
で
は
第
二
〇
条
で
Ｔ
Ａ
Ｃ
及
び
国
別
割
当
の
権
限
は
依

然
と
し
て
漁
業
閣
僚
理
事
会
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
欧
州
委
員
会
の
提
案
が
骨
抜
き
に
さ
れ
た
の
は
先
に
述
べ
た
“
漁
業
の
友
グ
ル
ー
プ
”

の
圧
力
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（S

chw
eiger 2010

）。
要
す
る
に
、
実
質
上
、
何
も
改
善
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
初
提
案
が
殆
ど
反
映
さ
れ
ず
、
制
約
の
中
で
発
議
・
執
行
す
る

欧
州
委
員
会
の
海
洋
・
漁
業
総
局
の
苦
悩
に
は
同
情
を
禁
じ
得
な
い
。

３
．
監
視
・
取
締
制
度
の
進
展

（
１
）
資
源
状
況
悪
化
の
原
因

　

Ｅ
Ｕ
の
共
通
漁
業
水
域
で
の
資
源
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
の
は
様
々
な
原
因
に
よ
る
。
過
剰
な
Ｔ

Ａ
Ｃ
設
定
や
過
剰
な
漁
獲
だ
。
加
え
て
、
監
視
取
締
や
違
反
者
へ
の
罰
則
の
不
徹
底
も
当
て
は
ま

る
。
そ
れ
で
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
監
視
取
締
の
仕
組
み
、
実
施
状
況
や
問
題
点
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
？

（
２
）
監
視
取
締
分
野
の
台
頭

　

共
通
漁
業
政
策
（
Ｃ
Ｆ
Ｐ
）
が
開
始
さ
れ
た
初
期
の
一
九
八
〇
年
代
、
漁
業
資
源
は
現
在
ほ
ど
悪

化
し
て
お
ら
ず
、
各
国
の
関
心
は
専
ら
資
源
の
保
全
と
い
う
よ
り
も
如
何
に
漁
場
を
確
保
す
る
か
に

あ
っ
た
。
従
っ
て
各
国
の
漁
業
政
策
は
自
国
漁
船
の
漁
場
確
保
を
巡
っ
て
の
調
整
や
漁
場
紛
争
の
防

止
が
中
心
で
あ
り
、
監
視
取
締
の
分
野
は
一
段
低
く
置
か
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
資
源
状
況
が
悪
化
す
る
に
つ
れ
、
監
視
取
締
分
野
に
対
す
る
認
識
は

高
ま
り
、
偽
報
告
、
違
法
水
揚
げ
、
加
盟
国
の
監
視
取
締
シ
ス
テ
ム
の
欠
如
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
違
法
操
業
や
偽
報
告
が
広
ま
れ
ば
、
適
切
な
資
源
評
価
や
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
設
定
な
ど

出
来
よ
う
は
ず
は
な
く
、
漁
業
自
体
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
欧
州
委
員
会
は
加
盟
国
の
監
視
取
締
の
お
目
付
け
役

　

監
視
取
締
は
警
察
業
務
と
同
様
、
加
盟
国
の
管
轄
権
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
統
合
化
が
進
展
し
て
い
る

と
は
言
え
、
現
在
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
即
ち
、
英
国
の
取
締
官
は
自
国
の
漁
船
に
対
し
て
の
み
、

ど
ん
な
漁
具
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
何
㌧
漁
獲
し
何
㌧
水
揚
げ
し
た
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
Ｃ
Ｆ
Ｐ
で

定
め
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
罰
金
な
ど
の
制
裁
を
課
す
。

　

Ｃ
Ｆ
Ｐ
改
革
以
前
、
監
視
取
締
の
制
度
的
な
位
置
付
け
は
規
制
遵
守
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
言
及
さ

れ
て
い
る
の
み
で
具
体
的
な
施
策
メ
ニ
ュ
ー
は
加
盟
国
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
二
〇
〇
二
年

の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
で
は
監
視
取
締
制
度
は
よ
り
細
分
化
（
漁
業
ラ
イ
セ
ン
ス
、
取
締
官
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
ス

キ
ー
ム
、
Ｖ
Ｍ
Ｓ
（
注
：
漁
船
位
置
判
定
シ
ス
テ
ム
）
な
ど
）、
か
つ
、
加
盟
国
と
欧
州
委
員
会
の

関
係
が
明
確
に
さ
れ
た
。
即
ち
、
監
視
取
締
は
旗
国
主
義
に
基
づ
き
従
来
ど
お
り
加
盟
国
の
権
限
で

あ
る
が
、
欧
州
委
員
会
に
対
し
て
は
新
た
な
権
限
が
付
与
さ
れ
た
。
そ
れ
は
加
盟
国
に
よ
る
監
視
取
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加
盟
国
に
よ
る
監
視
取
締
り
状
況
を

チ
ェ
ッ
ク
、
場
合
に
よ
っ
て
は
加
盟

国
に
制
裁
を
課
す
権
限

再
三
に
亘
る
偽
報
告
や
過
少
報
告
が

資
源
評
価
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る

締
の
状
況
を
モ
ニ
タ
ー
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
で
定
め
ら
れ
た
規
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
チ
ェ
ッ
ク
、
場
合
に

よ
っ
て
は
加
盟
国
に
制
裁
を
課
す
権
限
で
あ
る
。
加
盟
国
が
保
存
管
理
措
置
（
例
え
ば
体
長
制
限
、

禁
止
区
域
／
期
間
）
に
従
っ
て
お
ら
ず
、
漁
業
資
源
の
保
存
に
と
っ
て
深
刻
な
状
況
と
の
十
分
な
証

拠
が
あ
れ
ば
、
先
ず
加
盟
国
に
通
告
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
加
盟
国
が
反
証
で
き
な
け
れ
ば
制
裁
が

課
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
最
も
有
名
な
事
例
は
二
〇
〇
五
年
に
欧
州
委
員
会
の
訴
え
に
対
し
欧
州
裁

判
所
が
下
し
た
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
対
す
る
決
定
で
あ
る
。
体
長
制
限
以
下
の
ヘ
イ
ク
を
恒
常
的
に
水

揚
げ
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
二
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
罰
金
と
と
も
に
、
是
正
措
置
が
見
ら
れ
な
い
場

合
に
は
半
年
毎
に
五
七
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
欧
州
委
員
会
に
は
二
五
人

の
監
視
取
締
官
が
配
属
さ
れ
て
お
り
、
年
間
一
三
〇
件
近
い
加
盟
国
の
監
視
取
締
活
動
を
モ
ニ
タ
ー

す
る
。

（
４
）
規
制
措
置
に
対
す
る
加
盟
国
の
遵
守
状
況

　

加
盟
国
か
ら
の
情
報
に
基
づ
き
欧
州
委
員
会
が
作
成
し
た
規
制
措
遵
守
報
告
（
二
〇
〇
五
）
を
見

て
み
よ
う
。

①　

漁
獲
報
告

　

月
別
と
四
半
期
別
に
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
期
日
通
り
に
提
出
し
た
の
は
デ
ン
マ
ー
ク
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
英
国
の
み
。
全
く
提
出
し
て
い
な
い
国
も
三
ヶ
国
。

②　

割
当
超
過

　

割
り
当
て
を
超
過
し
た
魚
種
の
数
は
い
ず
れ
の
国
も
一
桁
、超
過
量
割
合
も
六
〇
数
％
と
様
（々
図

表
３
―
10
及
び
11
）。
そ
ん
な
に
少
な
い
の
か
と
い
う
の
が
率
直
な
感
想
だ
。
い
ず
れ
の
表
も
漁
業

者
か
ら
の
自
主
的
報
告
を
加
盟
国
が
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
欧
州
委
員
会
は
こ
の
報
告
が
実
態

を
反
映
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
科
学
者
も
再
三
に
亘
り
偽
報
告
や
過
少
報
告

が
資
源
評
価
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
し
て
い
る
し
、
欧
州
委
員
会
の
取
締
官
の
何
年
に
も
亘
る
観
察

で
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
資
源
評
価
で
漁
獲
対
象
種
の
半
数
以
上
の
資
源
状
況
が
不

明
と
さ
れ
て
い
る
の
は
漁
獲
デ
ー
タ
が
信
頼
性
を
欠
く
こ
と
に
よ
る
。

③　

漁
獲
努
力
量

　

バ
ル
チ
ッ
ク
海
及
び
西
部
海
域
に
お
け
る
漁
獲
努
力
量
（
㌧
数
、
推
進
力
、
漁
場
滞
在
日
数
）
の

報
告
に
関
し
、
ま
と
も
に
提
出
し
て
い
る
国
が
殆
ど
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
漁
獲
努
力
量

の
管
理
は
資
源
回
復
計
画
や
資
源
管
理
計
画
の
実
効
を
き
す
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
ら
デ
ー
タ

を
十
分
に
提
供
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
効
果
的
な
資
源
管
理
が
達
成
し
え
ず
、
持
続
的
な
漁
業
の

実
現
が
困
難
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

④　

重
大
な
違
反

　

違
反
件
数
で
最
も
多
い
の
が
操
業
日
誌
の
改
ざ
ん
、
違
法
水
揚
、
違
法
操
業
、
Ｖ
Ｍ
Ｓ
機
器
の
不

法
改
造
、禁
止
魚
の
漁
獲
等
と
続
く
。
違
反
件
数
は
七
，二
九
八
（
二
〇
〇
〇
年
）、八
，一
三
九
（
二

〇
〇
一
年
）、
六
，
七
五
六
（
二
〇
〇
二
年
）、
九
，
五
〇
二
（
二
〇
〇
三
年
）
と
な
っ
て
お
り
、
Ｃ

Ｆ
Ｐ
実
施
の
二
年
目
で
増
加
に
転
じ
た
こ
と
を
欧
州
委
員
会
は
重
大
と
受
け
止
め
た
。
原
因
と
し
て
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 2002 2003 2004 
対象資源数 超過数 対象資源数 超過数 対象資源数 超過数 

ベルギー 72 3 61 4 57 1 
デンマーク 74 1 83 1 78 1 
ドイツ 97 2 87 2 93 1 
エストニア - - -  - 29 0 
ギリシャ 1 0 1 0 1 0 
スペイン 75 0 75 4 89 3 
フランス 108 9 125 1 122 0 
アイルランド 58 1 68 1 61 3 
イタリア 1 0 1 0 1 0 
ラトビア - - - - 14 0 
リトアニア - - - - 13 0 
オランダ 48 3 64 3 61 2 
ポーランド - - - - 13 1 
ポルトガル 37 3 43 0 59 2 
フィンランド 10 0 12 0 7 0 
スウェーデン 62 1 72 0 62 0 
英国 114 0 119 0 115 2 

出典：Third Edition Common Fisheries Policy Compliance Scoreboard (2005) 

加盟国 魚種 海区 割当量(㌧) 漁獲量(㌧) 超過割合(%) 

ベルギー コモンソール Ⅶh) , j) ,k) (1) 117 146.7 25.38 
デンマーク コモンソール Ⅱa) 北海 802.65   815.7 1.71 
ドイツ 大西洋タラ Ⅱ, 北海 2221 2231.9 0.49 
 

スペイン 

黒タチウオ V, Ⅵ, Ⅶ, XⅡ  181 190.2 5.08 
ニシアンコウ Ⅶ 1373 1641.1 19.53 
ニシアンコウ Vb (1), Ⅵ, XII, XIV 122 128.1 5.00 

 

アイルランド 

黒タチウオ V, Ⅵ, Ⅶ, XII 130 150.3 15.62 
アジ Vb(1),Ⅷa),b),d),e),Ⅵ ,XII, 

XⅣ 
34707 36645.4 5.59 

ノルウｴイロブスター Ⅶ 6601 6692.6    1.39 
オランダ アジ Vb(1),Ⅷa),b),d),e),Ⅵ ,XII, 

XⅣ 
45299 45315 0.04 

プレイス Ⅱa) (1), North Sea 23599 23665.7    0.28 
ポーランド ニシン Ⅰ，Ⅱ 0   150  
ポルトガル ニシアンコウ Ⅷc), Ⅸ, Ⅹ CECAF 34.1.1 411   415 0.97 

ハドック Ⅳa), Ⅳb)    110 184.6  67.82 
英国 ブルーリング Ⅵ, Ⅶ 592 601.1 1.54 

プレイス Ⅱa) (1), North Sea 15003 15177.4 1.16 

出典：Third Edition Common Fisheries Policy Compliance Scoreboard (2005) 
図表３－ 10　加盟国による割当量超過件数

図表３－ 11　2004 年における加盟国別の割当超過内容



−　−−　−63 62

監
視
取
締
の
強
化
を
目
的
に

二
〇
〇
五
年
の
理
事
会
は
欧
州
漁
業

監
督
庁
の
設
立
を
合
意

資
源
状
況
は
依
然
改
善
さ
れ
て
お
ら

ず
、
原
因
は
科
学
無
視
、
理
事
会
の

長
期
的
視
点
の
欠
如
、
過
剰
漁
獲
能

力
、
漁
業
者
の
規
範
意
識
の
欠
如
な

ど
で
あ
る

は
悪
質
な
違
反
者
が
増
え
既
存
の
監
視
取
締
の
枠
組
み
で
の
対
応
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
や
罰
金
が

抑
止
力
と
な
る
ほ
ど
高
額
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
違
反
防
止
の
ツ
ー
ル
は
あ
る
の
か
？

　

当
時
の
監
視
取
締
は
内
容
や
能
力
の
点
で
国
に
よ
り
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
り
統
一
性
が
と
れ
て
い
な
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
多
国
間
の
協
力
に
よ
る
効
率
的
、
効
果
的
な
取
締
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
こ
と
も
あ
り
、
監
視
取
締
の
強
化
を
目
的
に
二
〇
〇
五
年
の
‘
理
事
会
’
は
欧
州
漁
業
監
督
庁

の
設
立
を
合
意
し
た
。
主
た
る
目
的
は
各
国
の
異
な
る
監
視
取
締
制
度
の
違
い
を
是
正
す
る
こ
と
で

あ
る
。
監
視
取
締
の
権
限
は
旗
国
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
欧

州
漁
業
監
督
庁
は
各
国
の
監
督
官
や
監
視
船
を
プ
ー
ル
す
る
な
ど
各
国
の
監
視
取
締
の
協
力
と
調
整

の
任
に
あ
た
っ
た
。

　

一
方
資
源
状
況
の
悪
化
が
と
ま
ら
な
い
中
、
会
計
検
査
院
に
よ
る
監
視
取
締
の
包
括
的
レ
ビ
ュ
ー

も
行
わ
れ
、
改
善
す
べ
き
点
は
次
の
三
点
に
絞
ら
れ
た
。

①　

漁
業
管
理
の
変
化
に
対
応
し
て
お
ら
ず
海
上
で
の
監
視
活
動
に
偏
在

②　

検
挙
率
の
低
さ
、
違
反
行
為
抑
止
の
制
裁
シ
ス
テ
ム
の
欠
如
に
よ
り
遵
法
精
神
が
喪
失

③　

加
盟
国
の
漁
業
活
動
の
管
理
権
限
が
欧
州
委
員
会
に
欠
如

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
欧
州
委
員
会
に
よ
り
新
た
な
監
視
規
則
案
が
欧
州
議
会
及
び
‘
理
事

会
’
に
提
案
さ
れ
、
所
要
の
修
正
を
経
て
二
〇
一
〇
年
よ
り
発
効
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
内
容
は
、

違
反
件
数
の
ポ
イ
ン
ト
加
算
制
を
導
入
し
一
定
の
ポ
イ
ン
ト
を
超
え
た
場
合
の
ラ
イ
セ
ン
ス
剥
奪
、

一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
に
Ｖ
Ｍ
Ｓ
及
び
電
子
漁
獲
報
告
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
罰
金
を
最
低
で
も

魚
価
の
五
倍
、
再
犯
の
場
合
は
罰
金
額
の
八
倍
引
き
上
げ
、
資
源
回
復
・
管
理
計
画
を
遵
守
で
き
な

か
っ
た
国
か
ら
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
の
削
減
な
ど
で
あ
る
。

４
．
信
頼
で
き
る
デ
ー
タ
／
情
報
収
集
体
制
の
確
立

　

二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
で
は
資
源
の
保
存
管
理
へ
向
け
欧
州
委
員
会
よ
り
様
々
な
取
組
み
が
提
案

さ
れ
た
。
Ｔ
Ａ
Ｃ
管
理
、
資
源
回
復
計
画
、
監
視
取
締
制
度
な
ど
の
取
組
み
に
対
す
る
評
価
も
様
々

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
資
源
状
況
は
依
然
改
善
さ
れ
て
お
ら
ず
、取
組
み
が
不
十
分
な
の
は
明
ら
か
だ
。

そ
の
原
因
と
し
て
科
学
無
視
、
理
事
会
の
長
期
的
視
点
の
欠
如
、
資
源
レ
ベ
ル
に
対
す
る
過
剰
な
漁

獲
能
力
、
漁
業
者
の
規
範
意
識
の
欠
如
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

で
は
次
期
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
向
け
て
の
課
題
は
何
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
先
ず
は

デ
ー
タ
収
集
と
整
備
を
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ー
タ
不
足
の
た
め
資
源
評
価
で
き
な
い
資
源
の

割
合
は
平
均
で
六
〇
％
近
く
に
も
上
り
、
こ
れ
で
は
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
、
資
源
回
復
計
画
も
含
め
適
切
な

保
存
管
理
措
置
が
立
て
ら
れ
な
い
（
図
表
３
―
12
）。
だ
か
ら
と
い
っ
て
デ
ー
タ
や
情
報
不
足
を
以

っ
て
保
存
管
理
措
置
を
執
ら
な
い
と
の
言
い
訳
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

デ
ー
タ
は
全
て
の
施
策
の
策
定
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
デ
ー
タ
収
集
・
整
備
に
プ
ラ
イ
オ
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漁
業
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
資
源
利

用
の
制
約
性
が
伴
う

リ
テ
イ
を
置
く
べ
き
だ
ろ
う
。
欧
州
委
員
会
も
こ

の
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
お
り
、
漁
業
資
源
に
関

す
る
情
報
の
提
供
が
不
十
分
な
加
盟
国
に
対
し
て

は
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
自
動
的
に
二
五
％
削
減
す
る
こ
と
を

検
討
中
だ
。

第
Ⅳ
章
：
構
造
政
策
を
巡
る
取
組
み
の
足
跡
：

　
　
　
　

何
故
、
漁
獲
能
力
は
適
正
レ
ベ
ル
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

削
減
さ
れ
な
い
の
か
？

　

構
造
政
策
は
当
初
の
近
代
化
・
生
産
性
の
向
上
と
い
っ
た
漁
船
建
造
や
漁
獲
能
力
の
強
化
か
ら
資

源
保
全
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
位
置
付
け
が
濃
く
な
り
過
剰
漁
獲
能
力
対
策
と
し
て
減
船
な
ど
に

も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
章
で
は
こ
う
し
た
新
た
な
構
造
政
策
の
展
開
を
考
察
す
る
。

１
．
過
剰
漁
獲
能
力
の
削
減

（
１
）
漁
業
の
特
性

　

漁
業
に
関
す
る
構
造
政
策
に
関
し
当
初
は
共
通
農
業
政
策
が
援
用
さ
れ
、
近
代
化
や
生
産
性
の
向

上
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
漁
業
の
生
産
性
が
資
源
の
再
生
産
性
を
超
え
る
と
資
源
が
減

少
し
始
め
る
の
は
明
ら
か
だ
。
そ
う
な
る
と
漁
業
自
体
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
農
業
の

よ
う
に
土
地
を
開
墾
・
拡
大
す
る
と
か
、
肥
料
投
入
に
よ
り
生
産
性
を
上
げ
る
と
い
う
訳
に
は
い
か

な
い
。
漁
業
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
資
源
利
用
の
制
約
性
が
伴
う
。
だ
か
ら
、
漁
業
の
存
立
を
考
え

る
場
合
、
資
源
の
保
存
管
理
は
何
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

 
 
 

         水産資源の数 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 平均

(％) 
・持続レベルに達しない資源数 

 
・持続レベルにある資源数 

 
・データ不足のため資源評価不可

能な資源数 

30 
 
12 
 
48 

29 
 
10 
 
53 

26 
 
14 
 
53 

26 
 
11 
 
57 

26 
 
12 
 
58 

28 
 
13 
 
55 

27 
 
12 
 
57 

22 
 
15 
 
60 

19 
 
15 
 
61 

26 
 
13 
 
56 
(58%)

出典：A Consultation on Fishing Opportunity for 2012 COM(2011) 298  

図表３－ 12　北東大西洋周辺水域における水産資源に関する科学的助言
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Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｐ
の
究
極
の
目
的
で
あ
る
資

源
量
に
応
じ
た
レ
ベ
ル
ま
で
漁
獲
圧

を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

　

一
九
八
三
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
以
降
、
資
源
状
況
の
悪
化
が
深
刻
に
な
り
始
め
た
こ
と
か
ら
資
源
の
保
存

管
理
が
構
造
政
策
の
主
た
る
目
的
と
な
っ
た
。
で
は
、
何
故
資
源
状
況
が
悪
化
し
た
か
？
そ
れ
は

利
用
可
能
な
資
源
量
に
対
し
て
漁
船
の
数
な
ど
の
漁
獲
能
力
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
（T

oo m
any 

fishers catch a few
 fish

）。
か
く
し
て
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
最
も
重
要
な
構
造
政
策
と
は
資
源
量
に
応
じ
た

レ
ベ
ル
ま
で
漁
獲
能
力
を
削
減
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
二
〇
〇
二
年
ま
で
の
取
り
組
み
：
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｐ

　

Ｅ
Ｕ
漁
船
の
漁
獲
能
力
（
Ｅ
Ｕ
で
は
漁
船
㌧
数
及
び
推
進
力
と
定
義
）
の
包
括
的
管
理
プ
ロ
グ
ラ

ム
はM

ulti-A
nnual G

uidance P
rogram

 

（
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｐ
）
と
呼
ば
れ
、
一
九
八
三
年
よ
り
実
施
さ

れ
て
き
た
（
二
〇
〇
二
年
ま
で
Ⅰ
～
Ⅳ
期
に
分
け
実
施
）。
一
九
八
三
年
～
二
〇
〇
二
年
ま
で
の
Ｍ

Ａ
Ｇ
Ｐ
で
は
、
一
九
，
三
〇
〇
㌧
の
漁
船
㌧
数
が
削
減
さ
れ
一
定
の
評
価
が
な
さ
れ
た
も
の
の
（
図

表
４
―
１
）、
当
時
の
主
要
漁
業
国
（
Ｅ
Ｕ
15
）
の
漁
獲
量
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
た
（
約
六
〇
〇

万
㌧
→
約
七
二
〇
万
㌧
）。
こ
の
こ
と
は
技
術
の
進
展
に
よ
る
事
実
上
の
漁
獲
機
能
の
増
大
で
少
数

漁
船
で
も
大
量
の
漁
獲
を
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｍ
Ａ
Ｇ
Ｐ
の
究

極
の
目
的
で
あ
る
、
資
源
量
に
応
じ
た
レ
ベ
ル
ま
で
漁
獲
圧
を
下
げ
る
と
い
う
こ
と
が
達
成
で
き
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
で
は
初
め
て
“
漁
獲
能
力
の
調
整
”
の
章
が
設

け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
次
項
で
紹
介
す
る
漁
船
の
参
入
／
退
出
規
制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
過
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1.7
.94

1.1
.95

1.7
.95

1.1
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1.7
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1.1
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1.7
.97

1.1
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1.7
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1.1
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1.7
.99

1.1
.00

1.7
.00

1.1
.01

1.7
.01

1.1
.02

1.7
.02

1.1
.03

図表４－１　EU 漁船隻数の推移

出典：Facts and figures on the Common Fisheries Policy 2010
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名
目
上
の
漁
獲
能
力
は
減
少
し
て
い

る
が
、
レ
ー
ダ
ー
や
魚
群
探
知
機
な

ど
科
学
技
術
の
進
展
で
漁
獲
能
力
は

四
〇
％
近
く
も
増
え
て
い
る

剰
漁
獲
能
力
の
問
題
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
は
い
た
が
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
の
中
で
言
及
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
問
題
が
顕
在
化
、
深
刻
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

（
３
）
漁
船
の
参
入
／
退
出
規
制
の
導
入

　

参
入
／
退
出
規
制
は
二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
よ
り
導
入
さ
れ
た
漁
業
管
理
手
段
の
柱
で
あ
り
、
漁

獲
能
力
が
増
加
し
な
い
よ
う
定
期
的
に
モ
ニ
タ
ー
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
加
盟
国
毎
に
漁
獲
能
力

の
上
限
を
定
め
、
資
源
回
復
計
画
やO

perational P
rogram

m
e

で
合
意
さ
れ
た
手
続
き
に
従
い
漁

獲
能
力
を
削
減
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
公
的
資
金
に
よ
り
減
船
し
た
漁
船
の
㌧

数
相
当
は
退
出
分
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
。

　

二
〇
〇
二
年
の
時
点
で
Ｅ
Ｕ
は
漁
獲
割
当
量
に
見
合
っ
た
漁
獲
能
力
の
達
成
の
た
め
に
は
八
，
六

〇
〇
隻
数
若
し
く
は
㌧
数
で
約
一
五
％
の
削
減
が
必
要
と
試
算
し
て
い
た
。
二
〇
〇
四
年
に
ポ
ー
ラ

ン
ド
な
ど
東
欧
漁
業
国
の
加
盟
が
あ
り
漁
獲
能
力
が
一
時
的
に
増
加
し
た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
当

初
通
り
に
漁
獲
能
力
が
削
減
さ
れ
た
か
、ま
た
効
果
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
だ（
図
表
４
―
２
）。 

持
続
可
能
レ
ベ
ル
以
下
の
資
源
が
約
八
八
％
（
二
〇
〇
九
年
）
を
占
め
て
い
る
か
ら
だ
。

　

ま
た
名
目
上
の
漁
獲
能
力
は
減
少
し
て
い
る
が
、
レ
ー
ダ
ー
や
魚
群
探
知
機
な
ど
科
学
技
術
の
進

展
の
お
か
げ
で
実
質
的
な
漁
獲
能
力
が
四
〇
％
近
く
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
（
図

表
４
―
３
）。
更
な
る
漁
獲
能
力
の
削
減
が
必
要
な
こ
と
は
明
ら
か
で
、
Ｅ
Ｕ
漁
船
総
隻
数
の
三
分

の
二
の
削
減
を
求
め
る
環
境
団
体
も
あ
る
。

年 漁船隻数 ㌧数(GT) 推進力(kW) 
2000 95,200 2,025,871 7,631,462 
2001 92,107 2,016,909 7,508,050 
2002 89,753 1,967,608 7,291,738 
2003 88,040 1,909,216 7,110,417 
2004 92,469 2,103,236 7,499,181 
2005 88,729 2,018,033 7,246,459 
2006 86,690 1,957,298 7,069,433 
2007 88,188 1,920,487 7,011,029 
2009 84,909 1,844,292 6,752,739 

出典：Facts & figures on the CFP (2009, 2010)   

図表４－３　EU 漁船の名目上の漁獲能力と実質上の漁獲能力の比較

出典：A Diagnosis of the EU fishery sector DRAFT 2009

図表４－２　EU 漁船の漁獲能力の推移
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欧
州
委
員
会
も
こ
の
こ
と
を
認
識
し
、
現
在
の
定
義
に
お
け
る
漁
獲
能
力
の
管
理
よ
り
も
実
際
の

漁
獲
能
力
に
相
当
す
る
漁
獲
努
力
の
管
理
を
強
調
し
て
き
た
。
エ
ン
ジ
ン
出
力
や
漁
具
特
性
な
ど
の

漁
獲
能
力
の
指
標
が
必
要
と
も
提
案
し
て
い
る
。

（
４
）
漁
獲
能
力
の
削
減
が
進
ま
な
い
理
由
？

　

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
特
色
で
も
あ
る
が
、
減
船
な
ど
漁
獲
能
力
の
扱
い
に
つ
い
て
は
加
盟
国
が
排
他

的
権
限
を
有
す
る
。
欧
州
委
員
会
に
は
こ
う
し
た
権
限
は
な
い
が
後
述
す
る
漁
業
の
構
造
基
金
を
使

っ
て
加
盟
国
の
漁
獲
能
力
削
減
計
画
の
内
容
を
査
定
で
き
る
の
で
財
政
支
援
を
通
じ
て
影
響
力
を
行

使
で
き
る
。
し
か
し
ど
の
程
度
の
影
響
力
が
あ
る
か
は
不
明
だ
。
ま
た
漁
船
建
造
の
財
政
支
援
（
二

〇
〇
四
年
ま
で
）
が
並
存
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
漁
獲
能
力
の
削
減
が
進
ま
な
い
理
由
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

要
す
る
に
全
体
と
し
て
の
漁
獲
能
力
の
具
体
的
削
減
レ
ベ
ル
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
レ
ー

ダ
ー
・
魚
群
探
知
機
な
ど
を
含
め
た
漁
獲
能
力
の
定
量
把
握
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
漁
獲
能
力

削
減
レ
ベ
ル
の
決
定
権
限
が
欧
州
委
員
会
に
欠
如
し
て
い
る
こ
と
も
漁
獲
能
力
の
削
減
が
進
ま
な
い

理
由
だ
。

　

次
項
で
は
漁
獲
能
力
の
削
減
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
Ｅ
Ｕ
の
構
造
基
金
の
役
割
を
考
察
す
る
。

２
．
漁
業
指
導
基
金
（
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
）
の
評
価

（
１
）
漁
業
で
始
め
て
の
構
造
基
金

　

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
構
造
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
財
政
支
援
措
置
で
あ
り
一
九
九
三
～
一
九

九
九
年
と
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
年
の
二
期
の
間
実
施
さ
れ
た
。
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
は
資
源
保
存
と
利
用
の

バ
ラ
ン
ス
、
漁
業
の
競
争
力
強
化
及
び
漁
村
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
達
成
の
た
め
に

加
盟
国
に
補
助
金
を
支
出
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
よ
り
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
は
そ
の
後
大
き
く
変
化
し
た
。
漁
船
の
建
造
・
更
新
、

合
弁
企
業
の
設
立
及
び
第
三
国
へ
の
漁
船
の
移
転
な
ど
へ
の
漁
業
補
助
金
が
禁
止
さ
れ
た
。
端
的
に

言
え
ば
、
漁
船
に
関
す
る
補
助
金
の
対
象
は
漁
船
の
建
造
（
二
〇
〇
四
年
ま
で
）
及
び
漁
船
の
近
代

化
（
乗
組
員
の
安
全
性
、
水
産
物
の
衛
生
・
品
質
確
保
等
）
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
の
効
果
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
？
漁
獲
能
力
や
資
源
に
与
え
た
影
響
か
ら
見
て
み
よ

う
。

（
２
）
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
の
漁
獲
能
力
に
対
す
る
影
響

　

先
ず
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
の
漁
獲
能
力
関
係
へ
の
支
出
割
合
か
ら
見
て
み
た
い
。
漁

獲
能
力
の
増
大
に
影
響
す
る
も
の
と
し
て
漁
船
建
造
に
約
一
二
％
、
漁
獲
能
力
の
削
減
に
貢
献
す
る

も
の
と
し
て
漁
船
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
に
約
一
三
％
、
各
々
支
出
さ
れ
て
い
る
（
図
表
１
―
12
、
21
ペ
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乗
組
員
の
安
全
性
、
労
働
条
件
が
良

く
な
れ
ば
漁
獲
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
が
働
く
の
で
漁
獲
能
力
の
向
上
に

つ
な
が
る
と
す
る
意
見
も
あ
る

産
卵
親
魚
量
及
び
加
入
量
に
つ
い
て

は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

二
〇
〇
八
年
の
加
入
量
は
前
年
に
比

し
減
少
、
過
去
最
低
と
さ
れ
た

ー
ジ
参
照
）。
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
一
九
九
三
～
一
九
九
九
で

は
漁
船
建
造
や
漁
船
更
新
な
ど
漁
獲
能
力
増
大
に

占
め
る
支
出
割
合
が
約
三
八
％
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
一
定
の
改
善
が
図
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
漁
船
の
近
代
化
に
対
す
る
支
出
は
約
五

％
で
あ
る
。
乗
組
員
の
安
全
性
、
労
働
条
件
な
ど

は
漁
獲
能
力
に
は
関
係
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、

安
全
性
や
労
働
条
件
が
良
く
な
れ
ば
よ
り
漁
獲
へ

の
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
が
働
く
の
で
資
源
に
影
響
を

与
え
る
漁
獲
能
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
す
る
意

見
も
あ
り
判
断
は
難
し
い
。

　

そ
れ
で
は
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
の

下
で
、
実
際
ど
の
く
ら
い
の
漁
獲
能
力
の
調
整
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
約
三
千
隻
が
新
船
建
造
、

約
六
千
隻
が
近
代
化
、
約
八
千
隻
近
く
が
ス
ク
ラ

ッ
プ
（
大
半
は
ギ
リ
シ
ャ
と
ス
ペ
イ
ン
の
沿
岸
小

型
漁
船
）
と
さ
れ
て
い
る
（
図
表
４
―
４
）。
ス
ク

ラ
ッ
プ
漁
船
の
割
合
は
国
に
よ
り
様
々
だ
。
例
え

ば
、
フ
ラ
ン
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ド
イ
ツ
は
一
〇
％
以
上
の
削
減
に
対
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
や
ポ
ー
ラ

ン
ド
は
三
〇
％
以
上
の
削
減
だ
。こ
う
し
た
各
国
の
取
組
み
に
対
し
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｆ
の
評
価
は
厳
し
い
。

各
国
の
取
組
み
は
焼
け
石
に
水
、
各
国
か
ら
報
告
さ
れ
た
漁
船
㌧
数
や
推
進
力
の
削
減
量
は
、
削
減

す
べ
き
漁
獲
能
力
の
僅
か
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
漁
獲
能
力
の
削
減
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
構
造
政
策
の
目
標
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
Ｆ

Ｉ
Ｆ
Ｇ
の
下
で
は
十
分
な
削
減
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
よ
う
だ
。

（
３
）
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
の
資
源
に
対
す
る
影
響

　

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
六
が
魚
種
の
資
源
状
態
に
ど
う
影
響
し
た
の
か
、
個
別
事
例
を
い

く
つ
か
見
て
み
よ
う
。

①　

欧
州
ヘ
イ
ク

　

Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｓ
の
海
区
（
Ⅷ
ｃ
，
Ⅸ
ａ
）
の
大
西
洋
ヘ
イ
ク
は
資
源
回
復
計
画
の
対
象
で
あ
る
。
産
卵

親
魚
量
及
び
加
入
量
に
つ
い
て
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
の
加
入
量
は
前
年
に

比
し
て
減
少
し
て
お
り
、
過
去
最
低
と
さ
れ
た
。
ヘ
イ
ク
資
源
回
復
計
画
に
つ
い
て
は
漁
獲
死
亡
率

が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
、
毎
年
Ｔ
Ａ
Ｃ
を
大
幅
に
超
え
た
漁
獲
が
あ
る
こ
と
、
海
上
投
棄
（
特
に
未

成
魚
）
が
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
図
表
４
―
５
）。
ま
た
、
西
部
地
中
海
に
も
ヘ
イ
ク
漁

業
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
同
水
域
の
ヘ
イ
ク
も
乱
獲
状
態
に
あ
り
現
行
以
上
の
漁
獲
圧
の
余
裕
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。

出典：FIFG データベース及び漁船登録に関するポセイドン分析(2010) 

 新 船 建 造 減船/スクラップ 漁船近代化 
 漁船隻数 漁獲能力 漁船隻数 漁獲能力 漁船隻数 漁獲能力 
刺し網 
底引き  

まき網 
中層びき 
底延縄 
浮き延縄 
その他漁船 

1,137
  655
233

-
269
113
466

68,246
187,561
99,830

   -
33,336
40,142
59,593

1,890
　2,407 

597
314

-
   -

 2,573

 172,885
744,093
296,020
160,728

  -
  -

1,530,559

1,498
1,287

354
90

1,693
 -

875

96,512
323,043
58,259
32,704
84,816

 -
147,398

図表４－４　FIFG2000-2006 により新船建造、減船／スクラップ及び近代化された
主要漁船



−　−−　−75 74

産
卵
親
魚
量
はB

lim
it

を
遥
か
に

下
回
っ
て
お
り
危
機
的
な
状
況
に
変

わ
り
な
い

こ
れ
ら
ヘ
イ
ク
を
対
象
と
し
て
い
る
の
は
主
と
し
て
フ

ラ
ン
ス
及
び
ス
ペ
イ
ン
の
オ
ッ
タ
ー
ト
ロ
ー
ル
及
び
底

刺
し
網
で
あ
る
。
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
に
よ
る
新
船
建
造
及
び
ス

ク
ラ
ッ
プ
は
下
表

（1）
の
通
り
で
あ
る
。
漁
船
隻
数
で
見

れ
ば
明
ら
か
に
純
増
で
あ
り
、
資
源
に
対
し
て
影
響
を

与
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

②　

大
西
洋
タ
ラ
（
北
海
系
群
等
）

　

大
西
洋
タ
ラ
（
北
海
系
群
等
）
は
資
源
回
復
計
画
の

対
象
で
あ
る
。
資
源
は
依
然
と
し
て
歴
史
的
に
極
め
て

低
い
状
況
で
あ
る
。
資
源
回
復
計
画
の
下
で
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ

に
よ
る
新
船
建
造
及
び
ス
ク
ラ
ッ
プ
は
下
表

（2）
の
通
り

で
あ
り
、
漁
船
隻
数
で
見
る
限
り
純
減
で
あ
る
。
こ
の

一
点
だ
け
に
着
目
す
れ
ば
、
若
干
の
漁
獲
圧
の
減
少
や

産
卵
親
魚
量
の
増
加
が
示
さ
れ
て
お
り
、
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
に

よ
り
資
源
状
況
が
悪
化
し
な
か
っ
た
事
例
と
言
え
そ
う

だ
。
し
か
し
産
卵
親
魚
量
はB

lim
it

を
遥
か
に
下
回
っ

て
お
り
危
機
的
な
状
況
に
変
わ
り
な
い（
図
表
４
―
６
）。

　

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
が
資
源
に
与
え
た
影
響
に
関
し
、
漁
船
の

（1） オッタートロール 底刺し網
フランス スペイン フランス スペイン

新船建造 - 461 94 853
スクラップ 193 128 458

（2） 底引き 刺し網
フランス デンマーク フランス デンマーク

新船建造 94 24 - 14
スクラップ 193 131 - 138

図表４－５　ヘイクの Recruitments（加入量）及び SSB（産卵親魚量）の推移

出典：FIFG2000～2006 Shadow Evaluation Report, POSEIDON 2010

Recruits

SSB
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Ｅ
Ｆ
Ｆ
は
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
に
代
わ
る
構
造

基
金
で
基
金
の
配
分
や
管
理
が
簡
素

化
さ
れ
た

ス
ク
ラ
ッ
プ
に
十
分
な
資
金
が
充
当
さ
れ
な
け
れ
ば
資
源
状
況
は
改
善
さ
れ
な
い
し
、
漁
船
の
建
造

隻
数
が
ス
ク
ラ
ッ
プ
漁
船
よ
り
上
回
れ
ば
資
源
が
減
少
す
る
の
は
当
た
り
前
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
Ｆ

Ｉ
Ｆ
Ｇ
だ
け
で
過
剰
漁
獲
能
力
を
処
理
す
る
に
は
限
界
が
あ
り
、
根
本
的
な
解
決
手
段
と
は
な
ら
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

３
．
Ｅ
Ｆ
Ｆ
二
〇
〇
七
～
二
〇
一
三
の
役
割
と
実
施
状
況

（
１
）
Ｅ
Ｆ
Ｆ
二
〇
〇
七
～
二
〇
一
三
の
特
徴

　

Ｅ
Ｆ
Ｆ
は
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
に
代
わ
る
構
造
基
金
で
基
金
の
配
分
や
管
理
が
簡
素
化
さ
れ
た
。
そ
の
特
徴

と
し
て
資
源
回
復
計
画
に
伴
う
措
置
（
休
漁
補
償
、
減
船
等
）、
選
択
漁
具
の
導
入
、
環
境
に
優
し

い
養
殖
業
、
漁
村
振
興
な
ど
も
支
援
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
一
時
休
漁
な
ど
漁
獲

能
力
の
削
減
に
関
す
る
も
の
は
引
き
続
き
支
援
の
対
象
だ
。
し
か
し
こ
れ
に
該
当
し
な
い
漁
船
関
係

の
支
援
に
つ
い
て
は
、
漁
獲
能
力
を
増
大
さ
せ
な
い
と
の
厳
し
い
条
件
の
下
で
労
働
環
境
や
安
全
性

向
上
の
た
め
の
設
備
及
び
製
品
の
品
質
向
上
の
た
め
の
衛
生
設
備
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
Ｅ
Ｆ
Ｆ
二
〇
〇
七
～
二
〇
一
三
の
実
施
状
況

　

Ｅ
Ｆ
Ｆ
は
各
加
盟
国
が
作
成
し
Ｅ
Ｕ
か
ら
承
認
さ
れ
たO

perational P
rogram

m
e

に
従
っ
て
支

出
さ
れ
る
。
二
〇
〇
七
～
二
〇
〇
九
年
の
デ
ー
タ
し
か
な
い
が
、
分
野
別
の
執
行
状
況
（
図
表
４
―

図表４－６　大西洋タラの SSB（産卵親魚量）及び漁獲圧の推移

出典：FIFG2000～2006 Shadow Evaluation Report, POSEIDON 2010
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分
野
別
の
執
行
状
況
は
漁
獲
能
力
の

調
整
は
二
六
・
六
～
二
八
・
四
％
で
推

移
、
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
に
比
べ
れ
ば
改
善
さ

れ
て
い
る

７
）
を
見
る
と
漁
獲
能
力
の
調
整
（
少
な
く
と
も
漁
獲
能
力
を
増
大
さ
せ
な
い
）
は
二
六
・
六
～
二
八
・

四
％
で
推
移
し
て
お
り
、
Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ｇ
に
比
べ
れ
ば
改
善
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
漁
獲
能
力
の
削

減
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
構
造
政
策
で
最
優
先
の
分
野
で
あ
る
が
、
そ
の
割
に
は
多
く
の
支
出
が
な
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
一
方
国
別
に
み
る
と
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
は
い
ず
れ
も

分
野
別
の
支
出
割
合
と
額
に
お
い
て
漁
獲
能
力
削
減
を
最
優
先
し
て
い
る
（
図
表
４
―
８
）。
支
出

割
合
だ
け
で
見
れ
ば
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
八
二
％
だ
。
し
か
し
支
出
割
合
や
支
出
額
だ
け
を
も
っ
て
減

船
に
積
極
的
か
ど
う
か
判
断
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
公
的
資

金
を
余
り
活
用
せ
ず
、
Ｉ
Ｔ
Ｑ
（Individual T

ransferable Q
uota

：
譲
渡
可
能
個
別
割
当
）
の

よ
う
な
市
場
経
済
的
手
法
を
活
用
し
減
船
し
て
い
る
国
も
あ
る
か
ら
だ
。

（
３
）
二
〇
〇
八
年
の
燃
油
高
騰

　

二
〇
〇
八
年
の
夏
、
日
本
で
も
世
界
的
な
燃
油
高
騰
に
よ
る
水
産
業
の
危
機
的
状
況
を
訴
え
る
た

め
全
国
の
漁
業
者
が
一
斉
休
漁
し
政
府
に
対
し
緊
急
対
策
を
求
め
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。同
時
期
、

Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
の
漁
業
者
は
港
湾
の
閉
鎖
な
ど
実
力
行
使
を
通
じ
て
救
済

策
を
求
め
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
欧
州
委
員
会
は
Ｅ
Ｆ
Ｆ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変
更
な
ど
燃
油
対
策
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
廃
業
す
る
漁
業
者
や
燃
油
補
助
な
ど
の
緊
急
措
置
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

も
の
の
、
欧
州
委
員
会
は
二
〇
〇
八
年
の
燃
油
高
騰
を
構
造
改
革
を
一
気
に
進
め
る
好
機
と
捉
え
て

い
た
。
し
か
し
加
盟
国
か
ら
補
助
金
と
漁
獲
能
力
や
資
源
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
十
分
な
協
力
や
デ

（単位：EURO） 
 機軸１ 

減船や休漁な

ど漁獲能力の

調整 

機軸２ 

養殖、内水面、加

工流通及び水産

製品の品質向上 

機軸３ 

漁港整備、市場

開発、水産動植

物の保護・開発 

機軸４ 

漁村地域開発

機軸５ 
事務費 

総 計 

2007 年 887,781,202

   (26.9%) 

1,056,073,521

 (32.0%)

929,465,758

(28.2%)

314,293,151

      (9.5%)

112,023,201 

     (3.4%) 

3,299,636,833

      (100%)

2008 年 1,142,923,976

(26.55%)

1,274,547,215

     (29.61%)

 1,162,007,089

      (26.99%)

567,365,857

    (13.18%)

158,104,882 

    (3.67%) 

4,304,949,019

(100%)

2009 年 1,211,563,470

(28.14%)

1,238,982,699

(28.78%)

1,128,132,761

(26.21%)

567,242,257

(13.18%)

159,027,832 

(3.69%) 

4,304,949,019

(100%)

出典：EFF 事業別年次報告(2009~2011)を基に作成。 

(単位：EURO ) 
加盟国 機軸１ 機軸２ 機軸３ 機軸４ 機軸５ 総 計 
デンマーク 40,365,342 

(30.20%) 

37,649,524

(28.16%)

36,515,266

(27.32%)

12,461,279

(9.32%)

6,683,758 

(5.00%) 

133,675,169 

(100%)

アイルランド  34,766,000 

(82.25%) 

- 

- 

6,000,000 

(14.20%)

   1,500,603

(3.55%)

    - 

    - 

42,266,603 

(100%)

ギリシャ 77,272,459 

(37.18%) 

  59,689,538

    (28.72%)

  32,320,240

    (15.55%)

  33,300,000

    (16.02%)

   5,250,000 

     (2.53%) 

207,832,237 

     (100%)

スペイン 442,907,459 

(39.13%) 

 322,048,247

    (28.45%)

 298,755,661

    (26.39%)

  49,212,448

     (4.35%)

  18,967,097 

     (1.68%) 

1,131,890,912

      (100%)

イタリア 161,250,284 

(38.00%) 

106,085,713

   (25.00%)

106,085,713  

(25.00%)

  16,973,714

     (4.00%)

  33,947,430 

     (8.00%) 

 424,342,854 

      (100%)

オランダ 16,913,233 

(34.82%) 

   7,379,398 

    (15.19%)

16,903,461

(34.80%)

   4,987,125

    (10.27%)

   2,395,200 

     (4.93%) 

  48,578,417 

      (100%)

英 国 39,634,805 

(28.76%) 

33,589,711

(24.37%)

49,620,896

(36.00%)

11,598,450

(8.42%)

   3,384,027 

(2.46%) 

137,827,889 

(100%)

・・・ ・・・ ・・・ ・・・。 ・・・ ・・・ ・・・ 

総 計 1,211,563,470 

(28.14%) 

1,238,982,699

(28.78%)

1,128,132,761

(26.21%)

567,242,257

(13.18%)

159,027,832 

(3.69%) 

4,304,949,019

(100%)

出典：EFF 事業別年次報告(2009~2011)を基に作成。  

図表４－７　EFF の分野別事業執行状況（2007 ～ 2009）

図表４－８　2009 年度 EFF 国別の分野別事業執行状況
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燃
油
高
騰
対
策
は
燃
油
代
補
助
な
ど

対
症
療
法
的
な
措
置
に
終
わ
っ
た

最
も
重
要
な
構
造
政
策
は
資
源
量
に

応
じ
た
漁
獲
能
力
の
削
減
で
あ
っ
た

ー
タ
が
得
ら
れ
ず
、
適
切
な
評
価
や
漁
業
補
助
金
と
資
源
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
が
十
分

に
で
き
な
か
っ
た
。
更
に
加
盟
国
が
漁
船
ス
ク
ラ
ッ
プ
に
必
要
な
資
金
を
十
分
用
意
で
き
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
燃
油
高
騰
対
策
は
燃
油
代
補
助
な
ど
対
症
療
法
的
な
措
置
に
終
わ
っ
た
。
こ
う
し
て
構

造
改
革
を
進
め
よ
う
と
の
欧
州
委
員
会
の
計
画
は
頓
挫
し
た
の
だ
っ
た
。

（
４
）
デ
ミ
ニ
ミ
ス

　

基
本
的
に
Ｅ
Ｕ
で
は
補
助
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
一
定
の
ル
ー
ル
の
下
に
定
め
ら
れ
加
盟
国
は

欧
州
委
員
会
に
通
報
す
る
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
加
盟
国
は
特
定
分
野
の
不
公
平
な
競
争
を
是
正

す
る
た
め
に
生
産
額
の
一
定
割
合
の
補
助
金
を
加
盟
国
独
自
で
使
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
補
助
金
は
欧
州
委
員
会
に
通
報
し
な
く
て
も
よ
い
。
こ
の
仕
組
み
を
デ
ミ
ニ
ミ
ス
（de 

m
inim

is
）
と
い
う
。

　

二
〇
〇
七
年
よ
り
デ
ミ
ニ
ミ
ス
に
つ
い
て
の
上
限
は
、
従
前
の
三
千
ユ
ー
ロ
／
企
業
か
ら
一
〇
倍

の
三
万
ユ
ー
ロ
／
企
業
に
一
気
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
（
但
し
デ
ミ
ニ
ミ
ス
の
総
額
は
漁
業
補
助
金
総

額
の
二
・
五
％
以
内
）。
資
源
悪
化
が
進
む
中
、
漁
獲
レ
ベ
ル
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
生
産
コ
ス

ト
は
嵩
む
が
、
漁
業
の
存
続
の
た
め
加
盟
国
は
補
助
金
に
対
し
て
よ
り
裁
量
権
を
求
め
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
た
デ
ミ
ニ
ミ
ス
の
上
限
引
き
上
げ
が
漁
獲
能
力
の
増
大
や
燃
油
代
補
助
な
ど
に
利
用
さ
れ

構
造
改
革
が
進
ま
な
い
原
因
で
あ
る
と
指
摘
す
る
者
も
い
る
（F

ram
ian 2009

）。
デ
ミ
ニ
ミ
ス
で

事
実
上
の
漁
船
建
造
補
助
金
が
支
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

４
．
構
造
政
策
の
体
制
強
化

　

Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
構
造
政
策
は
資
源
量
に
応
じ
た
漁
獲
能
力
の
削
減
で
あ
っ
た
。
二

〇
〇
二
年
以
降
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
構
造
政
策
は
参
入
／
退
出
規
制
を
導
入
し
、
加
盟
国
毎
に
削
減
目
標
を

定
め
構
造
基
金
で
あ
る
Ｅ
Ｆ
Ｆ
等
を
活
用
し
て
減
船
に
取
り
組
ん
だ
。
果
た
し
て
効
果
は
あ
っ
た
の

か
？

　

参
入
／
退
出
規
制
の
問
題
は
、
全
体
と
し
て
の
削
減
目
標
が
設
定
さ
れ
ず
削
減
目
標
を
加
盟
国
毎

に
委
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
（
１
―（
４
））
し
た
よ
う
に
操
業
海
域
、
対
象
魚
種
や
漁
船
グ

ル
ー
プ
毎
に
関
係
加
盟
国
で
調
整
す
る
こ
と
な
く
果
た
し
て
適
正
レ
ベ
ル
の
漁
獲
能
力
が
達
成
で
き

る
の
か
ど
う
か
疑
問
だ
。
各
国
は
参
入
／
退
出
の
状
況
を
毎
年
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
が
、
報
告
状
況
は
半
分
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
正
確
な
漁
獲
能
力
が
把
握
で
き
よ
う
は
ず
が

な
い
。

　

そ
も
そ
も
㌧
数
や
推
進
力
を
内
容
と
す
る
漁
獲
能
力
に
よ
る
参
入
／
退
出
規
制
で
は
限
界
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
？
同
様
の
問
題
は
米
国
で
も
生
じ
て
い
た
。
い
く
ら
減
船
し
た
り
漁
場
滞
在
日
数
や

推
進
力
な
ど
を
制
限
し
て
も
、
レ
ー
ダ
ー
や
魚
群
探
知
機
な
ど
の
技
術
進
歩
に
よ
り
生
じ
た

“creeping effort

” 

や
“latent capacity

”
で
漁
獲
能
力
が
増
大
す
る
の
で
個
別
の
船
毎
に
漁
獲

デ
ミ
ニ
ミ
ス
の
上
限
は
従
前
の
三
千

ユ
ー
ロ
／
企
業
か
ら
一
〇
倍
の
三
万

ユ
ー
ロ
／
企
業
に
一
気
に
引
き
上
げ

ら
れ
た
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問
題
は
減
船
に
公
的
資
金
を
充
て
る

こ
と
の
妥
当
性
で
あ
る

量
の
上
限
を
設
定
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
こ
れ
が
米
国
の
結
論
だ
。
後
述
す
る
第
Ⅴ
章
２
の
グ

リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
は
（
譲
渡
可
能
な
）
個
別
割
当
の
導
入
を
問
題
提
起
し
て
い
る
が
、

Ｅ
Ｕ
も
同
様
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

欧
州
漁
業
基
金
（
Ｅ
Ｆ
Ｆ
）
の
評
価
は
最
終
的
に
は
二
〇
一
三
年
以
降
の
影
響
評
価
ま
で
待
つ
し

か
な
い
が
、
Ｅ
Ｆ
Ｆ
の
二
〇
〇
九
年
度
事
業
報
告
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｆ
Ｆ
に
よ
り
減
船
し
た
漁
船
は
全

体
で
減
船
し
た
内
の
五
〇
％
以
下
だ
。
実
際
は
経
済
的
事
情
や
資
源
の
枯
渇
が
原
因
で
の
減
船
も
進

ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、問
題
は
減
船
に
公
的
資
金
を
充
て
る
こ
と
の
妥
当
性
で
あ
る
。

　

こ
の
事
業
報
告
は
見
方
を
変
え
れ
ば
公
的
資
金
を
活
用
せ
ず
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
り
減
船
し
た

漁
船
が
五
〇
％
以
上
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
、
加
盟
国
の
中
に
は
、
委
員
会
や
加
盟
政
府
か

ら
の
補
助
金
に
依
ら
ず
に
Ｉ
Ｔ
Ｑ
（
譲
渡
可
能
な
個
別
割
当
）
な
ど
の
市
場
経
済
的
手
法
に
委
ね
る

こ
と
で
目
標
と
す
る
減
船
を
達
成
し
た
国
が
い
く
つ
か
あ
る
（
デ
ン
マ
ー
ク
、オ
ラ
ン
ダ
、英
国
等
）。

　

で
は
公
的
資
金
の
活
用
に
つ
い
て
欧
州
委
員
会
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
Ｅ

Ｕ
の
持
続
的
開
発
戦
略
（
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
持
続
的
開
発
と
相
容
れ
な
い
環
境
に
悪
影
響

を
与
え
る
も
の
は
段
階
的
に
廃
止
す
る
こ
と
を
目
的
に
補
助
金
改
革
を
求
め
る
と
の
元
首
レ
ベ
ル
の

合
意
が
あ
る
。
そ
の
合
意
に
従
っ
て
欧
州
委
員
会
の
各
部
局
は
作
業
を
進
め
て
い
る
が
、
漁
業
補
助

金
に
つ
い
て
は
次
の
見
解
で
あ
る
。

　
「
漁
業
補
助
金
の
せ
い
で
漁
獲
能
力
は
過
剰
に
な
り
が
ち
で
生
態
的
に
も
経
済
的
に
も
好
ま
し
く

な
い
。・
・
・
疲
弊
し
た
漁
村
を
支
援
す
る
と
の
名
目
の
下
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
り
、
利
益
も
出
せ
な

い
事
業
を
立
ち
上
げ
た
り
、
漁
獲
圧
を
一
方
か
ら
他
方
へ
と
転
嫁
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
の
先
送
り

で
は
問
題
は
解
決
し
な
い
。」（
欧
州
委
員
会
発
行
の
共
通
漁
業
政
策
ユ
ー
ザ
ー
ガ
イ
ド
）

　

漁
獲
能
力
削
減
を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
漁
獲
能
力
の
再
定
義
、
包
括
的
な
目
標
設
定
と

具
体
的
な
削
減
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
と
の
権
限
関
係
、
デ
ミ
ニ
ミ
ス
の
扱
い
な
ど
次
期

Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
向
け
課
題
は
多
い
。
こ
う
し
た
課
題
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
て
い
く
か
注
視
し
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
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新
た
な
社
会
に
向
け
欧
州
人
と
し
て

の
意
識
を
高
め
る
た
め
に
は
市
民
が

直
接
選
挙
す
る
欧
州
議
会
の
権
限
を

強
化
す
る
必
要
が
あ
る

欧
州
議
会
の
権
限
強
化
を
考
え
る

際
、
重
要
な
の
は
議
会
に
お
け
る
漁

業
の
位
置
づ
け
で
あ
る

第
Ⅴ
章
：
新
た
な
時
代
を
迎
え
て
：
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
？

　

二
〇
一
三
年
か
ら
始
ま
る
新
た
な
共
通
漁
業
政
策
（
Ｃ
Ｆ
Ｐ
）
の
実
施
に
向
け
て
欧
州
委
員
会
で

は
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。一
方
で
欧
州
全
体
で
は
統
合
化
の
た
め
幾
多
の
試
み
が
な
さ
れ
る
中
、

リ
ス
ボ
ン
条
約
が
発
効
し
た
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
先
ず
リ
ス
ボ
ン
条
約

と
Ｃ
Ｆ
Ｐ
と
の
関
係
を
整
理
す
る
。
次
に
Ｅ
Ｕ
が
二
〇
〇
九
年
に
発
表
し
た
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
と

そ
の
反
応
に
つ
き
考
察
す
る
。
最
後
に
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
Ｅ
Ｕ
が
ど
の
よ
う
な
漁
業
を
模
索

し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
か
、
最
近
（
七
月
一
三
日
）
に
発
表
さ
れ
た
次
期
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
一
次
案
に
も

触
れ
つ
つ
私
見
を
披
瀝
し
た
い
。

１
．
リ
ス
ボ
ン
条
約
と
Ｃ
Ｆ
Ｐ

（
１
）
欧
州
議
会
の
役
割
／
権
限
の
強
化

　

幾
多
の
紆
余
曲
折
を
経
て
リ
ス
ボ
ン
条
約
は
発
効
し
た
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
と
の

関
係
で
大
き
く
変
わ
る
の
は
欧
州
議
会
の
権
限
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
欧
州
と
い
う
新
た
な

社
会
に
向
け
欧
州
人
と
し
て
の
意
識
を
高
め
る
た
め
に
は
市
民
が
直
接
選
挙
す
る
欧
州
議
会
の
権
限

を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
（
一
九
九
三
年
発
効
）
で
は
漁
業
閣
僚

理
事
会
だ
け
で
な
く
議
会
に
も
立
法
権
限
が
付
与
さ
れ
た
共
同
決
定
手
続
き
が
導
入
さ
れ
た
。
リ
ス

ボ
ン
条
約
で
は
こ
の
共
同
手
続
き
が
通
常
手
続
き
（ordinary procedure

）
と
改
名
さ
れ
、
更
に

こ
の
対
象
範
囲
も
拡
大
さ
れ
、
農
業
、
漁
業
も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
国
際
（
漁
業
）

条
約
の
承
認
も
議
会
の
同
意
が
条
件
と
な
る
他
、
全
て
の
予
算
決
定
が
理
事
会
と
議
会
の
共
同
決
定

事
項
と
さ
れ
た
（
例
え
ば
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
農
家
直
接
支
払
い
は
従
来
は
理
事
会
の
み
）。

　

現
段
階
に
お
い
て
は
、
例
外
と
し
て
Ｔ
Ａ
Ｃ
設
定
手
続
き
は
漁
業
閣
僚
理
事
会
の
専
決
事
項
と
な

っ
て
い
る
が
、
次
期
Ｃ
Ｆ
Ｐ
か
ら
は
欧
州
議
会
が
Ｃ
Ｆ
Ｐ
全
般
に
亘
っ
て
漁
業
閣
僚
理
事
会
と
と
も

に
権
限
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
欧
州
議
会
の
権
限
強
化
を
考
え
る
際
、
重
要
な
の
は
議
会
に
お
け
る
漁
業
の
位
置
づ
け

で
あ
る
。
欧
州
議
会
は
ど
の
程
度
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
か
？
環
境
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
の

か
？
あ
る
い
は
関
心
が
低
い
と
す
れ
ば
、
通
商
政
策
の
よ
う
な
他
の
分
野
と
の
取
引
材
料
と
考
え
て

い
る
の
か
？
そ
れ
と
も
欧
州
議
会
の
下
の
水
産
委
員
会
の
影
響
力
が
相
対
的
に
高
ま
る
の
か
？
い
ず

れ
に
せ
よ
、
欧
州
議
会
は
国
別
で
は
な
く
政
党
別
に
グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
て
い
る
た
め
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
期
Ｃ
Ｆ
Ｐ
案
に
つ
い
て
は
、
欧
州
人
民
党
、
欧
州
自
由
民
主
同
盟
及
び

欧
州
保
守
改
革
の
三
大
派
閥
間
で
妥
協
が
成
立
し
、
こ
の
三
大
派
閥
の
意
見
を
欧
州
議
会
の
代
表
意

見
と
す
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
以
外
の
党
派
グ
ル
ー
プ
は
猛
反
発
し
て
お
り
利
害
調
整
プ
ロ
セ
ス
は
よ

り
複
雑
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
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リ
ス
ボ
ン
条
約
で
注
目
す
べ
き
最
大

の
特
徴
は
、
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
管
轄

権
の
領
域
の
範
囲
を
三
つ
に
分
類
し

明
確
に
し
た
こ
と

Ｅ
Ｕ
の
共
通
政
策
の
作
成
に
あ
た
っ

て
更
な
る
取
組
み
が
必
要
と
さ
れ
る

事
項
を
示
す
と
と
も
に
議
論
す
べ
き

論
点
を
整
理
し
た
も
の

（
２
）
海
洋
生
物
資
源
に
対
す
る
排
他
的
管
轄
権

　

リ
ス
ボ
ン
条
約
で
注
目
す
べ
き
最
大
の
特
徴
は
、

Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
管
轄
権
の
領
域
の
範
囲
を
三
つ

に
分
類
し
明
確
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
判

断
が
加
盟
国
よ
り
も
優
先
す
る
管
轄
領
域
と
し
て

“
共
通
漁
業
政
策
の
下
で
の
海
洋
生
物
資
源
の
保

存
”
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
加
盟
国
と
の
共

有
管
轄
領
域
と
し
て
“
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
を

除
く
農
業
・
漁
業
政
策
”
や
“
環
境
分
野
”
が
含

ま
れ
て
い
る
（
図
表
５
―
１
）。

　

と
こ
ろ
で
、“
環
境
分
野
”
と
い
っ
た
、
海
洋
生

物
資
源
の
保
存
に
極
め
て
近
い
分
野
が
共
有
管
轄

領
域
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
？
既
に

二
〇
〇
二
年
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
よ
り
生
態
系
に
配
慮
し
た

エ
コ
シ
ス
テ
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
の
導
入
な
ど
環
境
面

を
重
視
し
て
い
る
し
、
海
洋
戦
略
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
指
令
で
も
環
境
や
海
洋
の
中
で
漁
業
を
位
置
づ

け
て
い
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
後
述
す
る
よ
う
に
“
統
合

海
洋
政
策
”
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
環
境
的
な
側
面
と
の
連
携
が
今
後
一
段
と
必
要
と
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
“
環
境
問
題
”
自
体
は
地
球
温
暖
化
か
ら
、
海
洋
生
物
の
保
存
、
汚
染
や
ゴ

ミ
の
問
題
ま
で
範
囲
が
広
く
漠
然
と
し
て
い
る
。
各
国
の
調
整
も
必
要
と
な
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

環
境
問
題
の
中
で
も
問
題
が
先
鋭
化
し
て
い
る
漁
業
問
題
を
Ｅ
Ｕ
の
排
他
的
管
轄
域
と
す
る
方
が
た

や
す
い
と
い
う
こ
と
か
？
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
ず
れ
将
来
的
に
Ｃ
Ｆ
Ｐ
に
お
け
る
海
洋

生
物
や
多
様
性
の
保
存
と
関
連
さ
せ
て
環
境
分
野
に
関
す
る
管
轄
権
を
Ｅ
Ｕ
に
委
譲
す
る
こ
と
を
視

野
に
入
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

２
．
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
に
対
す
る
反
応

（
１
）
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
と
は
何
か
？

　

グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
と
は
Ｅ
Ｕ
の
共
通
政
策
の
作
成
に
あ
た
っ
て
更
な
る
取
組
み
が
必
要
と
さ
れ

る
事
項
を
示
す
と
と
も
に
議
論
す
べ
き
論
点
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
共
通
漁
業
政
策
の
グ
リ
ー

ン
ペ
ー
パ
ー
の
場
合
、
加
盟
国
を
含
む
近
隣
諸
国
や
貿
易
相
手
国
、
産
業
界
、
科
学
者
グ
ル
ー
プ
、

環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
及
び
個
人
か
ら
総
計
三
九
四
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
加
盟
国
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
と
の

意
見
交
換
会
も
大
小
様
々
一
二
九
回
に
も
及
ん
だ
。
こ
こ
で
は
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
で
提
起
さ
れ
た

資
源
の
保
存
政
策
と
構
造
政
策
に
関
わ
る
問
題
に
対
し
て
示
さ
れ
た
反
応
を
紹
介
し
た
い
。

排他的権限(EU の判断が加盟国より

優先) 
共有権限(EU と加盟国が権限共有) 支援権限(EU が加盟

国の支援・調整・補完)
・関税同盟 
・競争ルール設定 
・ユーロ導入加盟国の金融政策 
・共通漁業政策の下での海洋生物資

源の保存 
・共通通商政策 
・共通外交安全保障政策 
 
 
 

・域内市場 
・経済、社会、領土的結束 
・運輸 
・海洋生物資源の保存を除く漁業及

び農業政策 
・環境政策 
・消費者保護 
・公衆衛生 
・エネルギー 
 

・人間の健康保護 
・産業 
・文化 
・観光 
・教育、スポーツ、職

業訓練 

図表５－１　EU の管轄区分
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漁
獲
能
力
の
削
減
の
進
め
方
に
つ
い

て
は
、
漁
業
種
類
毎
に
き
め
細
か
な

対
応
を
求
め
る
意
見
が
多
い

欧
州
委
員
会
は
漁
獲
権
利
を
譲
渡
可

能
と
す
る
こ
と
で
公
的
資
金
に
依
存

し
な
い
構
造
改
革
、
即
ち
市
場
経
済

的
な
減
船
シ
ス
テ
ム
を
期
待
し
て
い

た

（
２
）
過
剰
漁
獲
能
力
に
関
す
る
加
盟
国
の
意
識

　

Ｅ
Ｕ
漁
船
の
漁
獲
能
力
が
資
源
量
に
対
し
て
過
剰
な
こ
と
は
加
盟
国
間
で
広
く
認
識
さ
れ
て
い

る
。
漁
獲
能
力
の
削
減
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
漁
業
種
類
毎
に
き
め
細
か
な
対
応
を
求
め
る
意
見

が
多
い
。
一
方
小
規
模
沿
岸
漁
船
に
つ
い
て
は
漁
獲
能
力
よ
り
も
む
し
ろ
安
全
性
の
観
点
か
ら
漁
船

の
更
新
の
手
続
き
が
必
要
と
す
る
意
見
が
多
い
。

　

当
然
で
は
あ
る
が
、
公
的
資
金
を
活
用
し
た
一
回
限
り
の
減
船
は
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
で

い
く
つ
か
の
加
盟
国
は
公
的
資
金
を
活
用
し
た
恒
久
的
な
減
船
に
も
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
真
に
資

源
に
影
響
す
る
漁
船
が
減
船
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
不
明
、
船
主
が
公
的
資
金
を
あ
て
に
し
た
投

資
計
画
を
立
て
る
可
能
性
大
で
あ
り
効
果
無
し
な
ど
の
理
由
か
ら
だ
。

　

こ
う
し
た
状
況
で
多
く
の
加
盟
国
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
広
く
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
が
権
利
に
基
づ
く
漁

業
の
導
入
で
あ
る
。
次
項
で
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

（
３
）
権
利
に
基
づ
く
漁
業
管
理

　

欧
州
委
員
会
は
、
そ
も
そ
も
資
源
に
対
し
て
誰
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
状
態
が
過
剰
漁
獲
能
力
の

根
本
的
な
問
題
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
欧
州
委
員
会
は
資
源
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を

排
他
的
に
特
定
の
者
に
制
限
す
る
権
利
に
基
づ
く
漁
業
管
理
（
資
源
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
排
他
的

に
制
限
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
概
念
上
、
個
別
割
当
や
我
が
国
漁
業
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
漁
業

権
も
含
ま
れ
る
）
を
検
討
し
て
お
り
、
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
に
お
い
て
も
過
剰
漁
獲
能
力
を
解
決
す

る
手
段
と
し
て
問
題
提
起
し
て
い
た
。
更
に
欧
州
委
員
会
は
漁
獲
権
利
を
譲
渡
可
能
と
す
る
こ
と
で

公
的
資
金
に
依
存
し
な
い
構
造
改
革
、
即
ち
市
場
経
済
的
な
減
船
シ
ス
テ
ム
を
期
待
し
て
い
た
。

　

多
く
の
加
盟
国
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
は
こ
の
権
利
に
基
づ
く
漁
業
管
理
の
導
入
に
は
賛
成
で
あ
る
。
し
か

し
漁
獲
権
利
を
譲
渡
可
能
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
部
の
加
盟
国
（
英
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ

ン
ダ
、
ス
ペ
イ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
等
）
は
欧
州
委
員
会
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
、

フ
ラ
ン
ス
を
筆
頭
に
多
く
の
加
盟
国
は
譲
渡
可
能
な
漁
獲
権
利
に
は
反
対
し
て
い
る
。
ま
た
小
規
模

沿
岸
漁
業
に
対
し
て
は
圧
倒
的
多
数
が
そ
の
導
入
に
反
対
だ
。
一
定
規
模
以
上
の
漁
業
に
つ
い
て
は

譲
渡
可
能
な
権
利
を
導
入
す
べ
き
と
す
る
国
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
か
？

　

と
こ
ろ
で
一
般
的
に
言
っ
て
権
利
に
基
づ
く
漁
業
管
理
の
下
で
、
漁
獲
能
力
を
削
減
す
る
と
し
た

ら
一
体
ど
う
い
う
手
段
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
公
的
資
金
に
よ
る
減
船
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
が
、
前

述
（
２
―（
２
））
し
た
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
海
洋
生
物
資
源
と
い
っ
た
公
的
な

財
産
／P

ublic goods

に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
権
利
を
排
他
的
に
授
与
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
む
し

ろ
利
用
料
を
徴
収
し
社
会
に
還
元
さ
せ
よ
と
の
意
見
も
あ
る
し
、
経
営
破
た
ん
は
自
己
責
任
で
あ
り

公
的
資
金
を
使
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

権
利
に
基
づ
く
漁
業
は
資
源
が
一
定
水
準
に
あ
る
場
合
は
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
安
定
し

た
漁
業
経
営
が
期
待
で
き
る
。
加
盟
国
の
多
く
が
賛
成
し
た
の
も
こ
う
し
た
理
由
か
ら
だ
ろ
う
。
し

か
し
資
源
の
多
く
が
低
迷
し
て
い
る
状
況
で
は
資
源
量
に
見
合
っ
た
漁
獲
能
力
の
調
整
が
必
要
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
権
利
に
関
連
し
た
構
造
に
柔
軟
性
が
求
め
ら
れ
る
。
欧
州
委
員
会
が
後
述
す
る
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欧
州
委
員
会
は
Ｒ
Ｓ
の
見
直
し
に
向

け
、
漁
業
閣
僚
理
事
会
な
ど
政
治
力

が
割
当
配
分
に
介
入
で
き
な
い
よ
う

Ｉ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
市
場
経
済
措
置
を
通

じ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
の
検
討
を

提
起
し
て
い
る

政
府
と
漁
業
者
な
ど
が
共
同
で
資
源

管
理
す
る

よ
う
に
Ｉ
Ｔ
Ｑ
を
導
入
し
よ
う
と
検
討
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？

（
４
）"R

elative S
tability"

は
今
の
ま
ま
で
い
の
か
？

　

Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
資
源
保
存
政
策
と
構
造
政
策
を
考
え
る
際
、
そ
の
い
ず
れ
の
問
題
の
根
源
と
な
っ
た

"R
elative S

tability"

（
Ｒ
Ｓ
）
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
も
そ
も
Ｒ
Ｓ
は
保
存
管
理

措
置
と
い
う
よ
り
も
各
国
の
漁
獲
枠
の
配
分
率
を
固
定
化
す
る
こ
と
で
紛
争
防
止
を
目
的
と
す
る
調

整
上
の
産
物
で
あ
る
（
一
九
八
三
年
よ
り
導
入
）。
し
か
し
資
源
状
況
が
悪
化
を
辿
る
中
、
こ
の
よ

う
な
漁
業
調
整
を
資
源
管
理
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
。
Ｅ
Ｕ
が
権
利
に
基
づ
く

漁
業
管
理
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
は
資
源
管
理
を
漁
業
調
整
に
優
先
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
か
？

　

か
く
し
て
欧
州
委
員
会
は
Ｒ
Ｓ
の
見
直
し
に
向
け
、
漁
業
閣
僚
理
事
会
な
ど
政
治
力
が
割
当
配
分

に
介
入
で
き
な
い
よ
う
Ｉ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
市
場
経
済
措
置
を
通
じ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
の
検
討
を
提

起
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
大
半
の
国
は
Ｒ
Ｓ
が
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
根
幹
で
あ
り
、
加
盟
国
間
の
安
定
化
、
即
ち
欧
州
統
合

化
の
手
段
の
１
つ
と
の
認
識
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
よ
う
に
後
発
の
加
盟
国
故
に
他
国
か
ら
割
当
て

を
買
っ
た
り
借
り
た
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
国
は
Ｒ
Ｓ
を
止
め
て
Ｉ
Ｔ
Ｑ
の
導
入
を
求
め
て
い
る
が
、

こ
れ
は
少
数
派
だ
。
Ｉ
Ｔ
Ｑ
推
進
派
も
一
枚
岩
で
は
な
く
Ｉ
Ｔ
Ｑ
は
国
内
漁
業
者
間
レ
ベ
ル
の
み
に

留
め
る
べ
き
と
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
国
も
あ
る
。
多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
過
去
の
漁
獲
実
績
配
分

方
式
の
Ｒ
Ｓ
か
ら
加
盟
国
の
資
源
ア
ク
セ
ス
へ
の
公
平
性
や
違
反
漁
業
か
ら
の
割
当
剥
奪
な
ど
新
た

な
基
準
の
適
用
を
求
め
て
い
る
。

　

Ｒ
Ｓ
の
配
分
方
式
に
つ
い
て
は
実
態
と
の
か
い
離
を
是
正
す
る
た
め
に
見
直
し
を
し
て
も
よ
い
と

す
る
意
見
も
多
い
。
こ
の
場
合
、
過
去
の
漁
獲
実
績
を
基
本
と
す
る
の
か
、
均
等
配
分
と
す
る
の
か
、

新
規
参
入
国
の
取
り
扱
い
な
ど
初
期
配
分
を
巡
っ
て
揉
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
５
）
責
任
あ
る
保
存
管
理
へ
向
け
た
漁
業
者
の
啓
蒙

　

欧
州
委
員
会
は
漁
業
者
に
資
源
管
理
へ
の
意
識
を
持
た
せ
る
た
め
、
漁
業
者
に
一
定
の
責
任
を
付

与
す
るself-m

anagem
ent

を
導
入
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
た
。
し
か
し
重
大
な
違
反
に
関
す
る

委
員
会
報
告
（
二
〇
〇
八
年
）
で
は
、
多
く
の
国
で
様
々
な
違
反
が
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
国

で
は
取
り
締
ま
り
能
力
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
態
で

果
た
し
てS

elf-m
anagem

ent

を
導
入
し
て
い
い
の
か
、
加
盟
国
の
多
く
は
反
対
だ
。
更
に
漁
業
団

体
か
ら
も
資
源
管
理
の
失
敗
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
欧
州
で
は
漁

業
団
体
の
組
織
化
が
日
本
の
よ
う
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
出
て
き
た
ア
イ
デ
ア
がC

o-m
anagem

ent

で
あ
る
。C

o-m
anagem

ent

と

は
政
府
と
漁
業
者
な
ど
が
共
同
で
資
源
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。漁
業
者
、科
学
者
、Ｎ
Ｇ
Ｏ
、

行
政
官
が
保
存
管
理
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
か
ら
参
加
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
米
国
の
地
域
漁
業
委
員
会
や

類
似
の
日
本
の
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
が
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
は
こ
う
し
た
方
向
を
模
索
し
て
い
る
と
考
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過
剰
漁
獲
の
要
因
と
し
て
漁
業
に
対

す
る
財
政
支
援
を
挙
げ
て
い
る
が
、

漁
業
分
野
へ
の
財
政
支
援
の
継
続
を

望
む
加
盟
国
は
多
い

二
〇
一
三
年
か
ら
始
ま
る
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規

則
案
に
対
し
、
漁
業
界
は
環
境
保
護

寄
り
で
漁
業
に
与
え
る
影
響
甚
大
、

環
境
保
護
派
は
過
剰
漁
獲
に
対
す
る

取
組
み
不
十
分
、
い
ず
れ
も
批
判
的

え
ら
れ
る
。
生
産
者
組
織
の
垂
直
・
水
平
統
合
と
と
も
に
意
志
決
定
に
関
与
さ
せ
る
と
の
点
で
欧
州

委
員
会
と
加
盟
国
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
地
域
諮
問
委
員
会（
Ｒ
Ａ
Ｃ
）主
義
も
同
様
だ
。

“C
o-m

anagem
ent

”
は
よ
り
地
域
レ
ベ
ル
で
の
公
的
機
関
の
積
極
的
関
与
と
し
て
推
進
さ
れ
て
い

く
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
６
）
漁
業
補
助
金
は
必
要
か
？

　

欧
州
委
員
会
は
過
剰
漁
獲
を
も
た
ら
す
要
因
と
し
て
漁
業
に
対
す
る
公
的
な
財
政
支
援
が
大
き
い

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
漁
業
分
野
へ
の
財
政
支
援
の
継
続
を
望
む
加
盟
国
は
多
い
（
特
に
“
漁
業

の
友
”
グ
ル
ー
プ
及
び
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）。
問
題
は
そ
の
規
律
に
あ
る
。
漁
業
補
助
金
は
結
果
的
に

産
業
界
が
補
助
金
依
存
体
質
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
補
助
金
の
削
減
等
を
求
め
る
と
し
て
い
る
の
は

多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
一
部
の
加
盟
国
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
英
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ

ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）。

　

一
方
、
財
政
支
援
の
継
続
を
求
め
る
加
盟
国
の
姿
勢
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
財
政
支
援
の
対
象
は

従
来
の
調
査
・
技
術
革
新
・
近
代
化
や
地
域
開
発
に
加
え
、
海
洋
環
境
保
護
や
生
産
者
組
織
化
に
絞

れ
と
の
意
見
に
集
約
さ
れ
る
。

　

Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
目
的
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
財
政
支
援
と
の
リ
ン
ク
に
つ
い
て
は
広
く
支

持
さ
れ
て
お
り
、
保
存
管
理
措
置
の
遵
守
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
加
盟
国
や
産
業
界
と
も
圧
倒
的

多
数
は
監
視
取
締
や
デ
ー
タ
収
集
等
、
全
加
盟
国
の
漁
船
が
共
通
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
将

来
的
に
全
て
Ｅ
Ｕ
が
負
担
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

３
．
Ｅ
Ｕ
漁
業
の
将
来

（
１
）
次
期
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
案

　

去
る
七
月
一
三
日
、
二
〇
一
三
年
か
ら
始
ま
る
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
案
が
発
表
さ
れ
た
。
グ
リ
ー
ン
ペ
ー

パ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
加
盟
国
、
研
究
機
関
及
び
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
や
各
種
公
式
・
非
公
式

会
合
を
踏
ま
え
作
成
さ
れ
た
案
で
あ
る
。
同
案
に
対
し
、
漁
業
界
は
環
境
保
護
寄
り
で
漁
業
に
与

え
る
影
響
甚
大
、
一
方
環
境
保
護
グ
ル
ー
プ
は
過
剰
漁
獲
の
問
題
に
対
す
る
取
組
み
が
不
十
分
、
い

ず
れ
も
批
判
的
だ
。
今
後
、
欧
州
議
会
や
漁
業
閣
僚
理
事
会
に
お
け
る
審
議
な
ど
を
通
じ
所
要
の
修

正
を
経
て
来
年
の
一
二
月
に
は
採
択
さ
れ
る
。
大
幅
な
修
正
が
入
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
二
〇
〇
二
年
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
と
比
べ
、
今
回
の
二
〇
一
三
年
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
案
は
ど
う
違
う
の
だ
ろ

う
か
？
特
徴
的
な
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
海
洋
環
境
に
配
慮
し
た
漁
業
及
び
捨
魚
の
段
階
的
廃
止

・
Ｃ
Ｆ
Ｐ
は
海
洋
統
合
政
策
の
一
環
で
あ
り
海
洋
生
物
を
活
用
し
た
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
や
観
光
と
の

両
立

・
個
々
の
漁
業
実
態
や
特
性
を
考
慮
し
地
域
諮
問
委
員
会
を
通
じ
た
現
場
主
義
の
漁
業
管
理
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Ｅ
Ｕ
漁
業
の
将
来
は
、
海
洋
環
境
に

対
す
る
配
慮
、
透
明
性
、
挙
証
責
任
、

自
律
的
な
漁
業
と
い
う
こ
と
か

欧
州
委
員
会
は
沿
岸
域
の
発
展
や
雇

用
の
創
出
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

海
運
、
漁
業
、
観
光
業
、
環
境
保
護

な
ど
を
包
含
し
た
統
合
海
洋
政
策
を

提
起
し
た

・
原
則
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
漁
船
を
対
象
と
し
た
譲
渡
可
能
な
漁
獲
割
当
権
（T

ransferable 

F
ishing C

oncessions

：
Ｉ
Ｔ
Ｑ
と
ほ
ぼ
同
義
）
シ
ス
テ
ム
の
導
入

・
資
源
評
価
に
耐
え
得
る
デ
ー
タ
確
保
の
た
め
欧
州
委
員
会
が
直
接
加
盟
国
の
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス

・
加
盟
国
へ
の
財
政
支
援
と
規
制
遵
守
と
の
リ
ン
ケ
ー
ジ

・
Ｉ
Ｕ
Ｕ
漁
業
対
策

　

こ
う
し
た
特
徴
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
漁
業
の
将
来
像
と
は
何
か
？
海
洋
環
境
に
対
す
る
配

慮
、
透
明
性
、
挙
証
責
任
、
自
律
的
な
漁
業
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
抽
象
的
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
新
た
な
漁
業
と
な
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
項
で
は
先
ず

欧
州
に
お
け
る
漁
業
を
巡
る
新
た
な
動
き
を
整
理
し
た
上
で
、
沿
岸
漁
業
と
沖
合
・
遠
洋
漁
業
各
々

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
将
来
像
を
考
え
て
み
た
い
。

（
２
）
欧
州
社
会
に
お
け
る
漁
業
を
巡
る
新
た
な
動
き

　

欧
州
委
員
会
で
は
社
会
に
お
け
る
漁
業
の
位
置
づ
け
に
関
し
多
く
の
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

背
景
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。

・
域
内
及
び
域
外
の
貿
易
取
引
が
増
え
る
に
つ
れ
海
の
利
用
も
益
々
増
加
、

・
域
内
取
引
の
約
四
割
、
域
外
取
引
の
約
九
割
は
海
上
輸
送
、

・
海
洋
の
多
面
的
利
用
に
よ
る
観
光
な
ど
の
海
洋
産
業
や
海
面
利
用
者
と
漁
業
と
の
調
整
の
必
要
性
、

・
Ｅ
Ｕ
人
口
の
約
四
割
は
沿
岸
地
域
に
居
住
、

・
海
洋
環
境
の
保
護
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
、

・
漁
業
資
源
の
低
迷
に
よ
る
漁
業
分
野
の
相
対
的
な
縮
小
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
沿
岸
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
維
持
の
た
め
に
も
は
や
漁
業
当
局
だ
け
で
漁
業

分
野
の
構
造
改
善
を
行
う
こ
と
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
の
た
め
に
漁

業
関
係
者
や
漁
業
関
連
法
規
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
も
の
も
多
く
な
っ
て
き
た
（
工
場
用
水
の
排

出
規
制
、
水
質
保
全
、
海
鳥
・
鮫
の
保
護
等
）。
か
く
し
て
欧
州
委
員
会
は
沿
岸
域
の
発
展
や
雇
用

の
創
出
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
海
運
、
漁
業
、
観
光
業
、
環
境
保
護
な
ど
を
包
含
し
た
新
た
な
統

合
海
洋
政
策
を
提
起
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

重
要
な
点
は
Ｃ
Ｆ
Ｐ
が
統
合
海
洋
政
策
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
故
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
漁
業
分
野
だ
け
に
留
ま
ら
ず
広
く
海
洋
全
般
か
ら
の

多
角
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
漁
業
を
担
当
す
る
部
局
が
従
前
の
漁
業
局

（D
G

-F
isheries

）
か
ら
二
〇
〇
八
年
よ
り
海
洋
・
漁
業
総
局
（D

G
-M

A
R

E

）
と
変
わ
っ
た
の
も

こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
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地
域
存
立
の
た
め
漁
業
以
外
の
生
活

手
段
も
必
要
で
、
観
光
な
ど
水
産
資

源
や
海
洋
環
境
の
最
適
利
用
の
概
念

が
重
要
と
な
る

Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
案
で
ひ
と
つ
だ
け
特
徴

的
な
こ
と
を
選
べ
と
言
わ
れ
れ
ば
、

譲
渡
可
能
な
割
当
権
シ
ス
テ
ム
の
導

入
だ

（
３
）
沿
岸
域
統
合
管
理
は
沿
岸
漁
業
の
六
次
産
業
化
か
？

　

資
源
が
悪
化
す
れ
ば
漁
業
が
成
り
立
た
ず
、
漁
業
に
依
存
す
る
地
域
は
そ
の
存
立
が
危
ぶ
ま
れ

る
。
地
域
存
立
の
た
め
に
は
漁
業
以
外
の
生
活
手
段
も
必
要
で
あ
る
。
観
光
な
ど
水
産
資
源
や
海
洋

環
境
の
最
適
利
用
の
概
念
が
重
要
と
な
る
。
水
産
資
源
や
海
洋
環
境
を
ど
の
よ
う
に
保
存
管
理
・
利

用
す
る
こ
と
で
地
域
に
最
大
限
の
便
益
を
も
た
ら
す
か
？
漁
業
は
地
域
存
立
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
漁
業
が
衰
退
し
よ
う
と
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
は
漁
業
以
外
の
手
段
を
模
索
す
る
こ

と
が
地
域
存
立
の
条
件
と
な
る
の
は
明
ら
か
だ
。
こ
れ
は
伝
統
あ
る
地
域
を
存
続
さ
せ
て
い
こ
う
と

い
う
欧
州
統
合
の
理
念
と
も
符
号
す
る
。

　

Ｅ
Ｕ
の
農
業
・
農
村
へ
の
財
政
支
援
な
ど
の
社
会
政
策
は
、
こ
れ
を
止
め
る
と
農
村
部
か
ら
都
市

に
人
が
移
動
し
失
業
な
ど
社
会
問
題
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
コ
ス
ト
を
考
え
る
と
社
会
の
安
定

を
保
つ
た
め
に
は
農
業
を
通
じ
た
政
策
コ
ス
ト
の
方
が
遥
か
に
少
な
く
て
済
む
と
の
研
究
も
あ
る

（
本
山
，
一
九
八
二
）。
こ
う
し
た
視
点
で
眺
め
て
み
る
と
、
沿
岸
域
統
合
管
理
や
水
産
資
源
の
最
適

利
用
を
通
じ
た
雇
用
機
会
の
創
出
は
沿
岸
地
域
社
会
の
安
定
に
役
立
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
本
で
も
漁
業
の
六
次
産
業
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
場
合
は
漁
業
者
な
ど
‘
人
’
や
漁

業
と
い
っ
た
‘
営
み
’
に
着
目
し
、
関
連
産
業
と
の
連
携
な
ど
が
中
心
と
な
る
。
一
方
、
一
般
に
欧

米
の
沿
岸
域
統
合
管
理
で
は
水
産
資
源
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
い
る
の
で
、
ど
の
よ
う
な
最
適
利
用

が
便
益
の
最
大
化
あ
る
い
は
地
域
の
存
立
や
安
定
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
発
想
が
基
本
と
な
る
。
欧

州
最
大
の
漁
業
地
域
と
言
わ
れ
る
ガ
リ
シ
ア
地
方
（
ス
ペ
イ
ン
）
で
は
資
源
回
復
の
た
め
に
漁
獲
量

を
減
ら
し
な
が
ら
も
漁
業
者
が
会
社
を
設
立
し
水
産
物
を
直
販
す
る
こ
と
で
収
入
を
増
加
さ
せ
て
い

る
事
例
が
あ
る
（
Ｗ
Ｗ
Ｆ
，
二
〇
一
〇
）。
こ
う
し
た
漁
業
者
主
導
の
事
例
は
日
本
の
六
次
産
業
化

に
近
い
。
一
方
で
水
産
資
源
を
食
用
と
せ
ず
、
観
光
資
源
と
し
た
方
の
便
益
が
地
域
で
最
大
と
な
る

場
合
に
は
漁
業
規
模
を
見
直
す
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
、
我
々
が
認
識
し
て
い
る
水
産
資
源
や
漁
業
は
将
来
異
な
る
位
置
付
け
や

価
値
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
う
し
た
萌
芽
を
Ｅ
Ｕ
漁
業
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出

来
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
４
）
沖
合
・
遠
洋
漁
業
に
お
け
る
自
律
的
漁
業
の
追
求

　

今
回
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
案
で
ひ
と
つ
だ
け
特
徴
的
な
こ
と
を
選
べ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
譲
渡
可
能
な
割

当
権
（
Ｔ
Ｆ
Ｃ
）
シ
ス
テ
ム
の
導
入
だ
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
Ｃ
Ｆ
Ｐ
構
造
政
策
の
最
重
要
事
項
は

漁
獲
能
力
の
削
減
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
用
い
た
漁
獲
能
力
調
整
方
式
で
あ
る

Ｔ
Ｆ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
は
何
度
も
検
討
を
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
と
う
と
う
Ｅ
Ｕ
も
米
国
並
み
に
制
度
面
で

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
よ
う
と
い
う
決
断
だ
ろ
う
。
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
は
公
的
資

金
／
漁
業
補
助
金
に
頼
ら
な
い
で
漁
獲
能
力
を
削
減
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
，
そ
の
旨
同
案
の

前
文
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
割
当
を
譲
渡
可
能
と
す
る
こ
と
は
資
源
の
保
存
と
と
も
に
効
率
的
な

漁
業
も
追
求
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
環
境
、
経
済
及
び
社
会
側
面
に
配
慮
し

つ
つ
、
海
洋
生
物
資
源
を
持
続
的
に
利
用
す
る
と
い
う
Ｃ
Ｆ
Ｐ
の
究
極
の
目
的
に
も
合
致
す
る
。
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Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
案
で
は
漁
獲
枠
の
譲
渡

は
同
一
の
旗
を
掲
げ
る
漁
船
の
み
に

限
る
と
し
て
あ
る
。
一
方
で
加
盟
国

政
府
間
の
譲
渡
を
認
め
て
い
る

絶
え
ず
問
題
意
識
を
持
ち
、
オ
ー
プ

ン
な
場
で
徹
底
的
に
議
論
を
尽
く

し
、
よ
り
良
い
漁
業
・
漁
村
を
目
指

そ
う
と
し
て
い
る
欧
州
委
員
会
の
姿

勢
は
評
価
し
た
い

　

Ｔ
Ｆ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
の
対
象
と
な
る
漁
船
は
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
Ｅ
Ｕ
漁
船
総
隻
数
の
約
一

六
％
程
度
で
あ
る
。
こ
う
し
た
漁
船
は
加
盟
国
沿
岸
水
域
一
二
海
里
以
遠
の
共
通
漁
業
水
域
や
海
外

漁
場
で
操
業
す
る
漁
船
が
主
体
で
あ
る
。
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
案
の
前
文
で
は
、
加
盟
国
の
漁
獲
配
分
を
固

定
す
るR

elative S
tability

を
維
持
す
る
た
め
に
漁
獲
枠
の
譲
渡
は
同
一
の
旗
を
掲
げ
る
漁
船
の

み
に
限
る
と
し
て
い
る
。
国
が
違
え
ば
漁
船
間
で
漁
獲
枠
の
譲
渡
は
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

一
方
で
Ｃ
Ｆ
Ｐ
規
則
案
の
第
三
一
条
（T

ransfer of T
ransferable F

ishing C
oncessions

）

で
は
加
盟
国
政
府
間
の
漁
獲
枠
の
譲
渡
を
認
め
て
い
る
。
従
っ
て
理
論
上
は
加
盟
国
間
で
漁
獲
枠
を

譲
渡
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
れ
ば
異
な
る
加
盟
国
の
漁
船
間
で
も
漁
獲
枠
の
譲
渡
は
可
能
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。R

elative S
tability

を
維
持
し
た
い
国
と
実
を
執
る
国
の
顔
を
立
て
た
折
衷
案
と
も
言
え

る
。
Ｔ
Ｆ
Ｃ
に
関
し
、
い
く
つ
か
の
漁
業
団
体
や
何
人
か
の
欧
州
議
員
は
既
に
そ
の
導
入
に
反
対
を

表
明
し
て
い
る
。
Ｔ
Ｆ
Ｃ
を
巡
っ
て
欧
州
議
会
や
漁
業
閣
僚
理
事
会
に
お
い
て
相
当
な
審
議
が
予
想

さ
れ
る
。

　

し
か
し
欧
州
統
合
化
が
更
に
進
展
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
と
い
う
枠
組
み
を
更
に
希
釈
さ
せ
、
加
盟

国
中
心
のR

elative S
tability

の
原
則
は
揺
ら
が
ざ
る
を
得
な
い
。
Ｔ
Ｆ
Ｃ
が
よ
り
一
般
化
す
る

に
は
年
月
を
要
す
る
だ
ろ
う
が
、
欧
州
委
員
会
が
公
的
資
金
／
漁
業
補
助
金
に
頼
ら
な
い
自
律
し
た

漁
業
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
。

～
お
わ
り
に
～
：
Ｅ
Ｕ
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
？

　

本
稿
を
通
じ
、
欧
州
共
通
漁
業
水
域
に
お
い
て
乱
獲
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
原
因
と
し
て
、
Ｔ
Ａ

Ｃ
設
定
に
お
い
て
科
学
的
進
言
が
尊
重
さ
れ
な
い
構
造
的
な
意
志
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
漁
獲
能
力
管

理
に
関
す
る
欧
州
委
員
会
の
管
理
権
限
の
欠
如
、
監
視
取
締
分
野
に
お
け
る
加
盟
国
の
排
他
的
管
轄

権
、
加
盟
国
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
デ
ミ
ニ
ミ
ス
の
存
在
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
方
で

欧
州
員
会
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ブ
に
よ
り
資
源
回
復
計
画
の
導
入
、
漁
船
建
造
補
助
金
の
禁
止
、
監
視

取
締
分
野
に
お
け
る
加
盟
国
の
モ
ニ
タ
ー
な
ど
乱
獲
防
止
に
向
け
た
取
組
み
の
進
展
が
図
ら
れ
た
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
Ｅ
Ｕ
で
は
依
然
と
し
て
加
盟
国
の
代
理
人
で
あ
る
漁
業
閣
僚
理
事
会
の
力
が
強
く
、
欧
州

委
員
会
は
事
後
承
認
的
な
こ
と
を
行
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
の
意
見
も
あ
る
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
に

よ
り
欧
州
議
会
の
権
限
が
漁
業
閣
僚
理
事
会
と
並
び
強
化
さ
れ
、
欧
州
委
員
会
の
地
位
・
権
限
が
弱

体
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
も
あ
る
。そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
絶
え
ず
問
題
意
識
を
持
ち
、

オ
ー
プ
ン
な
場
で
徹
底
的
に
議
論
を
尽
く
し
、
よ
り
良
い
漁
業
・
漁
村
を
目
指
そ
う
と
す
る
欧
州
委

員
会
の
姿
勢
は
評
価
し
た
い
。
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
で
提
起
さ
れ
、
多
く
の
加
盟
国
か
ら
反
対
の
あ

っ
た
譲
渡
可
能
な
漁
獲
割
当
権
（
Ｔ
Ｆ
Ｃ
）
に
つ
い
て
も
、
Ｔ
Ｆ
Ｃ
の
是
非
は
別
に
し
て
、
欧
州
委

員
会
が
今
回
の
Ｃ
Ｆ
Ｐ
案
で
自
律
し
た
漁
業
を
目
指
す
手
段
と
し
て
Ｔ
Ｆ
Ｃ
導
入
を
試
み
よ
う
と
し
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沿
岸
域
を
単
に
漁
業
と
い
う
経
済
的

な
視
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
多
角
的

な
視
点
で
海
や
魚
を
捉
え
、
地
域
開

発
・
維
持
の
政
策
を
講
じ
る
Ｅ
Ｕ
の

共
通
漁
業
政
策
や
統
合
政
策
は
極
め

て
理
に
か
な
っ
て
い
る

海
や
魚
と
社
会
と
の
新
た
な
関
係
の

構
築
に
向
け
て
日
本
の
真
価
が
問
わ

れ
よ
う
と
し
て
い
る

て
い
る
の
は
そ
の
表
れ
だ
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
欧
州
委
員
会
が
発
議
し
な
い
こ
と
に
政
策
形
成
が
始
ま
ら
な
い

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
欧
州
に
お
け
る
海
や
魚
に
関
わ
る
営
み
や
地
域
の
将
来
の

多
く
の
部
分
は
欧
州
委
員
会
に
か
か
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

海
や
魚
と
関
わ
り
あ
う
営
み
の
代
表
は
漁
業
で
あ
る
。
確
か
に
Ｅ
Ｕ
社
会
全
体
で
見
れ
ば
、
漁
業

の
経
済
規
模
は
小
さ
く
他
律
的
な
分
野
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
沿
岸
地
域
な
ど
、
よ
り
小
さ
な
単
位

で
見
れ
ば
自
律
的
な
分
野
で
あ
り
漁
業
無
く
し
て
存
立
し
な
い
地
域
は
多
い
。
ま
た
、
水
産
資
源
の

減
少
の
た
め
漁
業
へ
の
依
存
度
が
低
下
し
観
光
な
ど
海
洋
産
業
で
存
立
を
図
ろ
う
と
す
る
地
域
も
あ

る
。
重
要
な
こ
と
は
こ
う
し
た
地
域
か
ら
構
成
さ
れ
る
集
合
体
が
「
社
会
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

欧
州
統
合
の
目
的
は
地
域
を
平
準
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
多
様
性
と
伝
統
を
保
存
す
る
「
社
会
」

を
作
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
沿
岸
域
を
単
に
漁
業
と
い
う
経
済
的
な
視
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、

多
角
的
な
視
点
で
海
や
魚
を
捉
え
、
地
域
開
発
・
維
持
の
政
策
を
講
じ
る
Ｅ
Ｕ
の
共
通
漁
業
政
策
や

統
合
政
策
は
極
め
て
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
個
人
や
地
域
が
国
家
や
政
府
に
依
拠
し
な
い
で
自
律
で

き
る
仕
組
み
や
「
社
会
」
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
国
家
や
政
府
の
役
割
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら

れ
た
。

　

日
本
の
漁
業
も
明
治
以
降
の
急
速
な
近
代
化
に
よ
り
沿
岸
か
ら
沖
合
へ
、
沖
合
か
ら
遠
洋
へ
と
日

本
の
社
会
の
中
で
自
律
的
な
産
業
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
沿
岸
国
の
二
〇
〇
海

里
の
設
定
な
ど
国
際
規
制
の
強
化
に
伴
い
遠
洋
か
ら
沖
合
・
沿
岸
へ
と
縮
減
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
日

本
の
漁
業
は
産
業
分
野
で
見
る
限
り
社
会
の
中
で
は
他
律
的
な
産
業
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に

加
え
、
先
の
東
日
本
大
震
災
で
東
北
太
平
洋
岸
で
は
漁
業
・
水
産
加
工
業
・
造
船
業
な
ど
海
に
関
わ

る
産
業
や
沿
岸
域
に
居
住
す
る
人
々
は
壊
滅
的
な
被
害
を
被
っ
た
。

　

し
か
し
東
日
本
沖
の
漁
場
は
欧
州
の
北
海
、
大
西
洋
岸
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
並
び
世
界
の

三
大
漁
場
の
一
つ
で
あ
る
。
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
に
よ
れ
ば
世
界
で
最
も
生
産
性
の
高

い
漁
場
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
資
源
量
の
豊
か
な
漁
場
を
い
か
に
守
っ
て
い
く
か
、
そ
し
て

若
き
人
々
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
く
か
。
時
代
に
よ
り
社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
漁
業
の

役
割
は
変
わ
る
。
海
や
魚
と
社
会
と
の
新
た
な
関
係
の
構
築
に
向
け
て
日
本
の
真
価
が
問
わ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
と
同
じ
こ
と
を
す
れ
ば
い
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
に
多

角
的
、
広
い
視
野
で
考
え
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
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ル
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し
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ッ

ト
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日
本
の
漁
業
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見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
（
こ
の
逆
は
最
悪
だ
が
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農
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所
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嘉
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〇
〇
六
年
．
Ｅ
Ｕ
共
通
農
業
政
策
と
結
束
―
ウ
ル
グ
ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
以
降
の
共
通

農
業
政
策
―
、
二
〇
〇
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年
．
山
口
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学
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究
業
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第
三
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集

本
山
美
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九
八
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貿
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序
説　

有
斐
閣

藤
井
良
広　

二
〇
一
〇
年
．
Ｅ
Ｕ
の
知
識
∧
第
15
版
∨　

日
本
経
済
新
聞
出
版
社

◇
…
世
界
で
悪
妻
と
呼
ば
れ
る
女

は
三
人
い
る
。
哲
学
者
の
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
妻
、
ク
サ
ン
テ
ィ
ッ
ペ
、

作
曲
家
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
妻
、
コ

ン
ス
タ
ン
ツ
ェ
・
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、

作
家
ト
ル
ス
ト
イ
の
妻
、
ソ
フ
ィ

ア
・
ト
ル
ス
ト
イ
。
い
ず
れ
も
世
界
に
聞
こ

え
た
悪
女
振
り
を
み
せ
、
知
ら
ぬ
人
は
少
な

い
。
際
立
っ
て
い
る
点
は
過
度
の
浪
費
、
不

倫
、
夫
に
対
す
る
暴
力
な
ど
が
典
型
的
だ
。

◇
…
と
り
分
け
ク
サ
ン
テ
ィ
ッ
ペ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
出
色
の
も
の
が
多
い
。
ク
サ
ン
テ
ィ

ッ
ペ
は
あ
る
と
き
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て

激
し
く
ま
く
し
立
て
、
彼
が
一
向
に
動
じ
な

い
の
で
水
を
頭
か
ら
浴
び
せ
た
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
は
平
然
と
「
雷
の
あ
と
は
雨
が
つ
き
も
の

だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
作
家
の

佐
藤
愛
子
氏
は
、
彼
女
自
身
も
元
夫
に
頭
か

ら
水
を
か
ぶ
せ
て
有
名
だ
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
よ
う
な
男
と
一
緒
に
な
れ
ば
み
ん
な
悪
妻

に
な
る
と
い
っ
た
。

◇
…
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
葬
儀
は
シ
ュ
テ
フ
ァ

ン
の
大
聖
堂
だ
っ
た
。
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
ェ
は

葬
儀
に
出
な
か
っ
た
。
恐
る
べ
く
は
葬
儀
は

最
も
下
位
の
第
三
等
で
、
墓
も
共
同
墓
穴
だ

っ
た
。
彼
女
の
不
手
際
で
未
だ
に
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
墓
が
分
か
ら
な
い
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
年
収
は
当
時
六
千
万
円
か
ら
一
億
円
、

そ
の
殆
ど
を
彼
女
は
子
供
を
連
れ
た
バ
ー

デ
ン
の
温
泉
旅
行
な
ど
に
使
っ
た
。

◇
…
と
こ
ろ
で
今
、
な
で
し
こ
の
花
が
盛

り
で
あ
る
。
純
潔
で
清せ

い
そ楚
な
花
と
し
て
知

ら
れ
る
。
そ
の
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
が
日

本
サ
ッ
カ
ー
史
上
初
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ

優
勝
の
栄
冠
を
手
に
し
た
。
当
然
、
な
で

し
こ
21
人
の
代
表
選
手
に
称
賛
の
旋
風
が

巻
き
起
こ
る
。
被
災
地
に
勇
気
を
与
え
た

と
同
時
に
日
本
の
女
性
の
底
力
を
み
せ
つ

け
た
。
彼
女
ら
の
大
半
は
昼
間
は
ス
ー
パ

ー
や
レ
ス
ト
ラ
ン
で
働
き
、
練
習
は
夜
間

に
限
ら
れ
る
。
耐
え
に
耐
え
に
耐
え
、
し

の
び
に
し
の
ぶ
、
ま
さ
に
我
慢
の
生
活
だ

っ
た
。
な
で
し
こ
の
花
言
葉
に
は
意
外
に

も
「
大
胆
、
勇
敢
」
が
あ
っ
た
。

◇
…
源
頼
朝
の
正
室
、
北
条
政
子
、
室
町

幕
府
八
代
将
軍
足
利
義
政
の
正
室
、
日
野

富
士
子
は
二
人
と
も
実
務
能
力
に
長
け
た

有
能
な
妻
、
政
子
は
源
頼
朝
と
共
に
鎌
倉

幕
府
を
立
て
武
家
政
治
の
時
代
を
築
き
上

げ
た
。
し
か
し
悪
妻
の
範

は
ん
ち
ゅ
う疇
に
押
し
込
め

ら
れ
て
い
る
。
な
で
し
こ
の
ワ
ー
ル
ド
カ

ッ
プ
優
勝
は
到
来
す
る
女
性
時
代
を
象
徴

し
て
い
る
の
か
。（
Ｋ
）

　
「
新
た
な
社
会
に
向
け
た
Ｅ
Ｕ
の
共
通
漁
業

政
策
」
は
資
源
管
理
を
巡
る
漁
業
政
策
は
、
或

る
意
味
で
は
日
本
の
漁
業
政
策
、
し
か
も
最
近

の
六
次
産
業
を
目
指
す
日
本
漁
業
の
将
来
を
暗

示
す
る
と
も
と
れ
る
。
な
に
し
ろ
雇
用
機
会
や

地
域
の
維
持
、
企
業
的
漁
業
の
追
究
の
他
、
生

産
か
ら
消
費
に
至
る
ま
で
政
策
の
対
象
に
据
え

て
い
る
。
ど
こ
の
国
で
も
漁
業
の
未
来
を
展
望

す
る
場
合
、
行
き
つ
く
点
は
類
似
し
て
い
る
。

筆
者
に
は
詳
細
に
論
理
を
つ
く
し
た
評
論
に
感

謝
し
ま
す
。
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ご意見・ご感想をホームページよりお寄せ下さい。

URL  http://www.suisan-shinkou.or.jp/

104-
0055
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